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平成１９年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期３月７日（水）～３月２３日（金）    （会期１７日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

３月 ７日 水 本会議（開会） ・理事者提案説明 

３月 ８日 木 本 会 議 ・一般質問 

３月 ９日 金 本 会 議 
・質疑、即決分採決 

・委員会付託 

３月１０日 土 休   会  

３月１１日 日 休   会  

３月１２日 月 常任委員会  

３月１３日 火 常任委員会  

３月１４日 水 常任委員会  

３月１５日 木 常任委員会  

３月１６日 金 常任委員会  

３月１７日 土 休   会  

３月１８日 日 休   会  

３月１９日 月 休   会  

３月２０日 火 休   会  

３月２１日 水 休   会  

３月２２日 木 休   会  

３月２３日 金 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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       平成１９年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成１９年３月７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成１９年３月７日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成１９年３月７日 

          午後 ３時４２分 

１．出 席 議 員        

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

   ２５番  岡 田 周 三 

１．会議録署名議員 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   助     役  別 宮   靜 

   収  入  役  三 好 藤 治 

   教  育  長  二 宮 宇 明 

   総務企画部長  森   英 二 

   建 設 部 長  鶴 岡 康 年 

   産 業 部 長  小 玉 岩 康 

   生活福祉部長  武 田   勉 

   教 育 部 長  河 野 豊 昭 

   明浜総合支所長  安 藤 芳 夫 

   野村総合支所長  三 瀬 通 忠 

   城川総合支所長  吉 良 孝 一 

   三瓶総合支所長  松 本 正 志 

   病院総括事務長  上 甲 福 重 

   消防本部消防長  是 澤 孝 次 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  清 水 忠 夫 

   企画調整課長  清 水 享 司 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  九 鬼 則 夫 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名          

  （２２番 鍵原芳和、２３番 菊地ミスギ） 

 ２ 会期の決定 

  （３月７日～３月２３日 １７日間） 

 ３ 陳情第  ８号 「森林・林業・木材関連 

           産業政策と国有林野事業 

           の健全化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 

 ４ 議会報告第１号 市議会議員定数等調査特 

           別委員会の報告について 

 ５ 議案第  ６号 八幡浜地区施設事務組合 

           規約の変更について 

 ６ 議案第  ７号 西予市副市長定数条例制 

           定について 

   議案第  ８号 地方自治法の一部を改正 

           する法律の施行に伴う関 

           係条例の整備に関する条 

           例制定について 

   議案第  ９号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 １０号 西予市名誉市民条例制定 

           について 

   議案第 １１号 西予市表彰条例制定につ 

           いて 

   議案第 １２号 西予市浄化槽市町村整備 

           推進事業条例制定につい 

           て 

   議案第 １３号 西予市新市立病院建設基 

           金条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １８号 西予市過疎地域における 

           固定資産税の特別措置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 １９号 西予市在宅ねたきり老人 

           等介護手当支給条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市養護老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２１号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２２号 西予市予防接種健康被害 

           調査委員会設置条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２３号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２４号 西予市衛生センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市農村公園条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２８号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市公共下水道事業受 

           益者負担金徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 
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   議案第 ３０号 西予市道路占用料徴収条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３１号 西予市出産祝い金支給条 

           例を廃止する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３２号 西予市在宅介護支援セン 

           ター条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ３３号 西予市精神障害者小規模 

           作業所条例を廃止する条 

           例制定について 

   議案第 ３４号 西予市低開発地域工業開 

           発地区指定に伴う固定資 

           産税の特別措置に関する 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ３５号 田之浜地区コミュニティ 

           センター設置条例及び宮 

           野浦地区コミュニティセ 

           ンター設置条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ３６号 平成１８年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ３７号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ３８号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ３９号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ４０号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４１号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４２号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４３号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４４号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第４号） 

   議案第 ４５号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第４号） 

   議案第 ４６号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ４号） 

   議案第 ４７号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第 ４８号 平成１９年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５２号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ５３号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成１９年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ５８号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６０号 平成１９年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 
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   諮問第  １号 人権擁護委員侯補者の推 

           薦について 

   諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推 

           薦について 

   報告第  １号 平成１７年度西予市一般 

           会計継続費精算報告書の 

           報告について 

 ７ 発議第  １号 西予市議会委員会条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   発議第  ２号 西予市議会会議規則の一 

           部を改正する規則制定に 

           ついて 

追加 議案第 ６２号 市道路線の廃止について 

   議案第 ６３号 市道路線の認定について 

   議案第 ６４号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６５号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６７号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 陳情第  ８号 「森林・林業・木材関連 

           産業政策と国有林野事業 

           の健全化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 

 ４ 議会報告第１号 市議会議員定数等調査特 

           別委員会の報告について 

 ５ 議案第  ６号 八幡浜地区施設事務組合 

           規約の変更について 

 ６ 議案第  ７号 西予市副市長定数条例制 

           定について 

   議案第  ８号 地方自治法の一部を改正 

           する法律の施行に伴う関 

           係条例の整備に関する条 

           例制定について 

   議案第  ９号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 １０号 西予市名誉市民条例制定 

           について 

   議案第 １１号 西予市表彰条例制定につ 

           いて 

   議案第 １２号 西予市浄化槽市町村整備 

           推進事業条例制定につい 

           て 

   議案第 １３号 西予市新市立病院建設基 

           金条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １８号 西予市過疎地域における 

           固定資産税の特別措置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 １９号 西予市在宅ねたきり老人 

           等介護手当支給条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市養護老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２１号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２２号 西予市予防接種健康被害 

           調査委員会設置条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２３号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２４号 西予市衛生センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市農村公園条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２８号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市公共下水道事業受 

           益者負担金徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３０号 西予市道路占用料徴収条 

           例の一部を改正する条例 



－6－ 

           制定について 

   議案第 ３１号 西予市出産祝い金支給条 

           例を廃止する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３２号 西予市在宅介護支援セン 

           ター条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ３３号 西予市精神障害者小規模 

           作業所条例を廃止する条 

           例制定について 

   議案第 ３４号 西予市低開発地域工業開 

           発地区指定に伴う固定資 

           産税の特別措置に関する 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ３５号 田之浜地区コミュニティ 

           センター設置条例及び宮 

           野浦地区コミュニティセ 

           ンター設置条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ３６号 平成１８年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ３７号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ３８号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ３９号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ４０号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４１号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４２号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ４３号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ４４号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第４号） 

   議案第 ４５号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第４号） 

   議案第 ４６号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ４号） 

   議案第 ４７号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第 ４８号 平成１９年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５２号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ５３号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成１９年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ５８号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６０号 平成１９年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   諮問第  １号 人権擁護委員侯補者の推 

           薦について 
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   諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推 

           薦について 

   報告第  １号 平成１７年度西予市一般 

           会計継続費精算報告書の 

           報告について 

 ７ 発議第  １号 西予市議会委員会条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   発議第  ２号 西予市議会会議規則の一 

           部を改正する規則制定に 

           ついて 

追加 議案第 ６２号 市道路線の廃止について 

   議案第 ６３号 市道路線の認定について 

   議案第 ６４号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６５号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６７号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより平成１９年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

○三好市長 皆さんおはようございました。 

 平成１９年第１回西予市議会定例会の開会に当

たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 年々温暖化の傾向が進み、ことしの冬日は数え

るほどでありましたけれども、本日は思わぬ冬日

となりました。日本は季節の移り変わりがはっき

りしており、自然の大変美しい国ですが、最近は

そのサイクルが少しずつずれているような気がい

たします。自然の草花や花木を見ましても、花期

や香り等花本来の咲き方ではないような感じがい

たしております。 

 さて、西予市が合併してもうすぐ３年が経過し

ようとしています。この間、議員の皆様方の格別

のご理解、ご協力を賜りまして、厳しい財政状況

ではありますが、事務事業の見直し等を行いなが

ら西予市総合計画の基本を踏まえ、「未来へ輝く

ゆめ、ひと、ふれあい西予」の実現に取り組んで

まいりました。 

 平成１８年度の主な事業としましては、特別養

護老人ホーム松葉寮改修等における補助金、みか

め海の駅新設事業及び魚成小学校改築事業等の施

設整備を進めるとともに、市内の公共交通未整備

地域における福祉バスの運行、温泉施設をつなぐ

健康づくりのための有効活用を図る温泉施設巡回

バスの運行開始、さらには、産業創出課を創設

し、積極的に企業誘致の取り組みにより地域雇用

の底上げを実現いたしました。合併後の３年間で

は、旧町時代から懸案の主要事業もおおむね実現

できたものと考えていますが、新庁舎建設、ＣＡ

ＴＶ整備、特別養護老人ホーム等々、まだまだ大

事業が控えています。一時しのぎの財政運営で

は、乗り切ることは困難な状況ですが、将来に過

度の負担を生じさせないよう、中・長期的な視野

で事務事業の目的効果を精査し、峻別しながら市

民福祉の向上のために誠心誠意取り組む所存であ

ります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、本定例会におきましては、議員の皆様方

からの一般質問をお受けするとともに、私の平成

１９年度の市政に対する所信の一端を申し上げ、

一般会計、各特別会計及び企業会計予算について

ご説明申し上げます。 

 また、条例制定及び改廃、人権擁護委員の推薦

等、全５９案件を上程いたしております。平成１

９年度の市政運営の方向づけを行うため、何とぞ

慎重にご審議をいただき、ご決定いただきますよ

うお願い申し上げるものであります。 

 本議会が西予市の発展と市民福祉の向上に寄与

できる意義あるものとなりますよう切にお願いを

申し上げまして、簡単でございますけれども、招

集のごあいさつといたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び監査委員から提出された例月出納検査報告書

及び定例監査報告書は、お手元に配付のとおりで

ありますので、お目通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、２２番鍵原芳和君、

２３番菊地ミスギ君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月２３日までの１７

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から３月２３日まで１７日間と決定

いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、陳情第８号「「森林・

林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化

を求める意見書」の提出を求める陳情について」

議題といたします。 

 産業建設常任委員長の報告を求めます。 

 １４番浅野忠昭君。 

○浅野忠昭産業建設常任委員長 皆さんおはよう

ございます。 

 それでは、産業建設常任委員会のご報告を申し
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上げます。 

 当委員会は、去る２月１５日に、１２月定例会

において、意見書の内容については理解できるが

今後とも検討すべきとのことで継続審査となって

おりました陳情第８号「「森林・林業・木材関連

産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見

書」の提出を求める陳情について」審査を行いま

した。慎重に審議を行った結果、森林・林業・木

材関連産業政策については十分理解できるが、国

有林野事業の健全化については理解が及ばないと

の意見があり、趣旨採択といたしました。 

 以上で審査報告を終わります。よろしくご審議

の上、適切なご決定を賜りますようお願い申し上

げます。 

 平成１９年３月７日、産業建設常任委員長浅野

忠昭。 

○議長 委員長報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの委員長報告のとおり趣旨採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、陳情第８号は委員長報

告のとおり趣旨採択することに決定いたしまし

た。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議会報告第１号「市議

会議員定数等調査特別委員会の報告について」を

議題といたします。 

 平成１７年第４回定例会の議決に基づき設置い

たしました市議会議員定数等調査特別委員会委員

長の報告を求めます。 

 ２８番大竹忠盛君。 

○大竹忠盛市議会議員定数等調査特別委員長 市

議会議員定数等調査特別委員会のご報告を申し上

げます。 

 平成１７年１２月定例議会において本委員会が

設置され、以来今日まで計１１回にわたり委員会

を開催し、精力的に調査活動に取り組んでまいり

ました。本委員会に付議されました事件について

の調査がすべて終了いたしましたので、その調査

経過並びに結果についてその概要をご報告申し上

げます。 

 特別委員会としては、西予市の特性や市民ニー

ズの動向、識者の意見、類似市の実態、市議会議

員の役割等、基本的事項について主に調査研究す

べきとの考えで審議を重ねてまいりました。 

 初めに、他の市議会の調査研究では、同じ規模

の伊予市、離島を含む１２市町村で合併をした今

治市、西予市より広い面積を有する岡山県新見市

の組織機構と議員の役割、さらに在任特例の問題

により議会を自主解散し、議会として苦渋の選択

をされました大洲市議会の現状と動向について調

査研究を重ねてまいりました。 

 さらに、地方自治と議会の役割についての研修

を行うため、改革派知事と知られております鳥取

県の片山知事を訪ね、分権時代における議会のあ

り方、議員としての資質の向上、特に厳しい財政

状況のもとでの議会の果たすべき役割について学

んでまいりました。 

 次に、市民の意向についても調査すべきとの見

地から、市民アンケート調査を実施いたしまし

た。その結果につきましては、議会だよりを通じ

て市民の皆様には周知をしてまいりました。結果

につきましては、周知のとおりでありますが、同

時に選挙区、議員定数、議会のあり方について実

に多くの貴重な意見を寄せていただき、議論して

いく上での参考とさせていただきました。委員会

といたしましても、アンケート調査の結果を重く

受けとめながら、類似市の動向、特に地方自治

法、公職選挙法等法的根拠との整合性を含め議論

を交わす中で、選挙区については、民意を尊重す

べき、定数については、今日の厳しい財政状況を

踏まえ、最大限減ずるべきとの意見もあり、これ

らにつきまして集中討論を重ねた結果、当委員会

としては、総合的な見地から結論を出すべきとの

意見の一致に至りました。公職選挙法第１５条第

６項の特例規定である、特に必要があるときは選

挙区を設けることができるとする特別な理由は、

西予市においては該当しないとの判断するととも

に、同法施行令第９条の規定による現在の旧町ご

との一部人口比例しない選挙区の定数の定めは、

次期一般選挙から適用されないこと、さらには、

類似市の動向等も考慮して、全会一致で選挙区を
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廃止することに決しました。 

 定数につきましては、厳しい財政事情を考慮

し、思い切って定数を削減すべきとの意見もあり

ましたが、当面合併後間もないことや選挙区廃止

を考えると、今の段階での大幅な減員は控えるべ

きであり、しっかりとした議会活動ができる定数

にすべきとのことから、定数２４名を全会一致で

特別委員会の結論といたしました。 

 なお、議会運営委員会から付議されました地方

自治法の一部改正に伴う委員会制度の見直しにつ

いては、当面一人一常任委員会所属とし、その他

の委員会制度の見直しにつきましては、次の一般

選挙の議会において検討すべきものと決しました

ので申し添えます。 

 以上、当委員会に付託されました案件につきま

しては、慎重に審査を行いましたのでご報告申し

上げ、委員長報告とさせていただきます。 

 １９年３月７日、市議会議員定数等調査特別委

員会委員長大竹忠盛。 

 ありがとうございました。 

○議長 委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 市議会議員定数等調査特別委員会に関する調査

は、本日をもって終了することにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、そのよ

うに決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第６号「八幡浜地

区施設事務組合規約の変更について」を議題とい

たします。 

 理事者の説明を求めます。 

 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 議案第６号「八幡浜地区施設

事務組合規約の変更について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の規約改正は、平成２０年度に予定されて

いる八幡浜地区施設事務組合と八西衛生事務組合

の統合に向けた事務処理を円滑に進めるために、

八幡浜地区施設事務組合事務所の位置を現在の八

幡浜市役所内から八幡浜市保内町にある八西衛生

事務組合事務所内に移転することに伴い改正する

ものであります。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号については、会議規則第３７条第２

項の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第６号「八

幡浜地区施設事務組合規約の変更について」は原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

まの議案第６号は原案のとおり決定いたしまし

た。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第７号「西予市副

市長定数条例制定について」から報告第１号「平

成１７年度西予市一般会計継続費精算報告書の報

告について」までの５８件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７号「西予市副市長定数条例

制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 地方自治法の一部改正に伴い、平成１９年４月

１日から現在の助役制度から副市長制度に移行

し、その定数は条例で定めることとされました。

本市におきましては、現下の厳しい財政状況の中

にあって、医療機関に関する問題や新庁舎建設に

伴う行政組織機構に関する諸問題、またＣＡＴＶ

整備に関する問題など重要かつ慎重な判断を要す

る課題が山積しております。今後の円滑な行政運

営を図る上では、直面する諸課題や新たな施策の

推進に対して専門的かつ的確に、また迅速に処理
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しなければなりません。収入役を経過措置を得ず

廃止する一方で、本市の現状をかんがみますと、

副市長を２名体制とし、それぞれが行政事務を分

担し、政策決定を行っていくことが必要と判断

し、本条例を制定するものであります。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 議案第８号「地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 今回の地方自治法の一部改正に伴い、先ほど申

し上げました助役制から副市長制への移行、また

収入役を廃止と会計管理者の設置、地方公務員の

吏員制度の廃止及び行政財産の貸付制度の拡大な

ど大幅な制度改正が行われました。本条例はこれ

らの制度改正に伴い、関係する１６の条例につい

て、役職等の呼称の改正など所要の改正を行うも

のであります。 

 なお、本条例中の西予市特別職の職員で常勤の

ものの給与等に関する条例の一部改正では、副市

長について、第１及び第２と序列を定め、その給

与についても職責に応じて第１副市長は現行の助

役と同額、第２副市長はその９割程度といたして

おり、この給与額につきましては、特別職報酬等

審議会の審議を経て決定いたしております。よろ

しくご審議の上、ご決定くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長 別宮助役。 

○別宮助役 議案第９号「西予市部設置条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 議案第７号及び第８号で申し上げましたよう

に、今回の地方自治法の一部改正に伴い、平成１

９年度から副市長制の導入及び会計管理者を置く

ことといたしておりますが、これらにあわせまし

て本市の行政機構につきましても見直しを行い、

効率化とスリム化を図るため本条例の一部を改正

するものであります。 

 具体的には、産業部と建設部を併合し産業建設

部とするもので、これによりまして、本市の土木

建築部門における事業連携及び大規模災害発生時

等におけます関係部署の協力体制の強化を図るも

のであります。 

 また、各部の事務分掌についても、今回の改正

にあわせて整理をいたしております。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し

上げます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 議案第１０号「西予市名誉市民条例

の制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本条例は、広く社会の進展に貢献し、顕著な功

績があった者に対して西予市名誉市民の称号を贈

り、これを顕彰することを目的として制定するも

のであります。名誉市民の選定に当たりまして

は、市政の伸展に対する功績を総合的に精査し、

市議会の同意を得てその実績を公表し顕彰するこ

とといたしております。 

 この名誉市民につきましては、合併協議会にお

いて、名誉町民については、既に各町において功

績をたたえるためその称号を贈っていることか

ら、待遇及び特典については、合併時調整するこ

とになっております。したがいまして、西予市発

足の平成１６年４月１日を基準日として、故人と

なられている方につきましては旧町の名誉町民、

また生存されている方については名誉市民として

引き継ぎ、待遇及び特典についても新条例を適用

する特別措置を講じております。よろしくご審議

の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 別宮助役。 

○別宮助役 議案第１１号「西予市表彰条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、市民の生き生きとした暮らしのた

め、まちづくり、人づくりに尽力するほか、市民

に夢と希望を与えるなど、心豊かな西予市をつく

っていくことに多大な功績のあった方の事績をた

たえ表彰することを目的とするものであります。 

 表彰は、特別栄誉賞、市民功労賞、キラリ西予

大賞の３種類とし、特別栄誉賞は、西予市の発展

に大きく貢献し、その功績が特に顕著な方に授与

するもの、市民功労賞は、市政進展に長年尽力さ

れた方に授与するもの、またキラリ西予大賞は、

社会的な奉仕活動やボランティア等による善意の

篤行者及び産業、文化、スポーツ等における全国

規模以上の大会で優勝者等に授与する者でありま

す。 

 本条例による表彰は、その功績を広く知らしめ
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るとともに、他の者の模範となる活動に対して精

神面から報いる一方、受賞者のすぐれた功績や行

動を市民共通の誇りとして認識し、あわせて地域

社会の中で表彰に資する活動への士気の高揚が図

られるという極めて重要な事由を持つもので、そ

の寄与するところ大なるものがあると考えており

ます。よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願いを申し上げます。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第１２号「西予市浄化槽市

町村整備推進事業条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 宇和町明間地区における生活排水整備につきま

しては、平成１８年度に農業集落排水資源循環統

合補助事業の認可を受け工事に着手しており、平

成２２年の供用開始を目指し現在順調に事業が進

捗いたしております。 

 明間地区につきましては、一部地理的条件によ

り、本事業では整備できない地域がありますの

で、地域住民の公平性を保つ観点から、これらの

地域におきましては、平成１９年度より浄化槽市

町村整備推進事業の認可を受け浄化槽を設置し、

明間地区における生活環境の保全及び公衆衛生の

向上を図ることといたしております。 

 この事業につきましては、環境省の規定する実

施要綱により、市が設置主体となり管理運営して

いくことが必要であると定められており、補助事

業費に対する受益者負担金、使用料金の徴収及び

維持管理等に係る業務につきましては、条例でこ

れらを定め、事業の健全な管理運営を図るもので

あります。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長 上甲病院総括事務長。 

○上甲病院総括事務長 議案第１３号「西予市新

市立病院建設基金条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 現在、公立病院における医療現場では、医師不

足の問題を抱え、極めて厳しい状況にあります。

西予市の将来の医療につきましても、地域医療の

中核病院としての機能を備え、災害などにも対応

でき、患者さんに優しい病院を整備し、いつでも

市民の皆さんが安心して医療が受けられるように

することが求められています。このような状況の

中で、このたび本市宇和町在住の方から５，００

０万円のご寄附の申し出があり、ご本人の意向を

尊重して、医療関係の事業財源として活用させて

いただき、今後必要となる新市立病院の建設に係

る基金を設けることといたしました。 

 本条例は、この寄附を原資とする新市立病院建

設基金を設置するに当たり、その効果的な運用を

図るため、地方自治法第２４１条の規定に基づき

制定するものであります。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 議案第１４号「西予市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、休憩、休息時間の適正化のため

の人事院規則が公布され施行となることから、人

事院規則の一部改正に準じ本条例の一部を改正す

るものであります。 

 主な内容につきましては、勤務時間制度におい

ては、昭和２４年以来職員の休憩、リフレッシュ

についての休憩、休息時間制度が設けられており

ましたが、民間企業の通常の勤務形態では、休息

時間に相当する制度はほとんど普及していないこ

と等を考慮し、今回休息時間を廃止し、休憩時間

を６０分に一本化するものであります。 

 続きまして、議案第１５号「西予市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、非常勤の特別職で日額報酬の者

に対する報酬支給額について、会議等の実質的な

職務従事時間が半日以内の場合は、運用上４，５

００円の支給が慣例化しており、新年度から予算

措置上も半日報酬の方針が出されていることか

ら、当該半日報酬額について定めるものでありま

す。 

 また、別表に定める非常勤の特別職の種類につ

いて、その職務及び勤務状況からすると、特別職

に位置づけることが適当でない職が規定されてい

るなどその位置づけを整理するものであります。 

 続きまして、議案第１６号「西予市職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告に伴う一般職の職員

の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公

布され、人事院規則が改正されることから、これ
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に準じ本条例の一部を改正するものであります。 

 主な改正内容につきましては、少子化対策の一

環として、扶養手当における３人目以降の扶養親

族の支給額を５，０００円から６，０００円に改

め、管理職手当においては、年功的な給与処遇を

改め、管理職の職務職責を端的に反映できるよう

定率制から定額制に定めるものであります。 

 続きまして、議案第１７号「西予市職員の管理

職手当等の特例に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、国の三位一体改革やそれに伴う

県予算の見直し等による大変厳しい財政事情等を

考慮し、平成１８年度に実施いたしました管理職

手当及び期末手当の職務加算を５０％減額する特

例措置を平成１９年度においても適用するよう期

間の延長を行うものであります。 

 続きまして、議案第１８号「西予市過疎地域に

おける固定資産税の特別措置に関する条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本条例は、過疎地域の指定を受けております本

市における産業の活性化を図るために地方税法の

規定に基づき、市内において製造の事業の用に供

する設備を新設し、または増設したものに係る固

定資産税の特別措置について定めたものですが、

近年の社会情勢の変化に伴い、ソフトウエア事業

及び旅館業を対象事業に加えるものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第１９号「西予市在宅

ねたきり老人等介護手当支給条例の一部を改正す

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 在宅寝たきり老人等介護手当支給事業につきま

しては、在宅寝たきり老人等の介護者に対して、

寝たきり老人等介護手当を支給することにより、

その労をねぎらうとともに、高齢者福祉の向上を

図ることを目的として実施しております。この財

源の一部は、県からの補助がございますが、平成

１８年度から住民税非課税世帯のみが補助対象と

なり、所得段階に応じた補助額に改正をされたと

ころでございます。合併時において手当を月額２

万５，０００円に定めた経緯でございますが、最

も高額な町の支給額を基準に決定したためであり

ますが、その当時と比べ、現在では介護保険サー

ビスの利用も認定者の約９割の方が利用されてい

る状況であり、利用者の負担額も上限額が設定さ

れるなど、介護保険による在宅介護者の個人負担

が軽減されているところでございます。県内の他

市町と比較した場合、当市においては２倍以上の

額を支給いたしており、市の負担が非常に高くな

っております。 

 今回の改正は、このような状況を勘案させてい

ただきまして、支給要件及び支給額の適正化を図

るために支給額を２万５，０００円から１万５，

０００円に減額し、支給対象者を住民税非課税世

帯のみとするものであります。 

 続きまして、議案第２０号「西予市養護老人ホ

ーム条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、老人福祉法第１５条第３項の規定に

基づき、養護老人ホームの設置に関し必要な事項

を定めておりますが、法律の引用規定中に特別養

護老人ホームへの入所措置を想定した箇所がある

ため、老人福祉法との整合を図るとともに、施設

の設置目的を明確かつ厳格に規定するため所要の

改正を行うものであります。 

 続きまして、議案第２１号「西予市隣保館条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、県の指導監査で隣保館の館長は

常勤とし、一般職以外の場合は報酬によるべきと

の指定があり、本条例に館長の報酬規定を加える

ものであります。 

 続いて、議案第２２号「西予市予防接種健康被

害調査委員会設置条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律等の一部を改正する法

律の施行に伴い結核予防法が廃止されたことによ

り、本条例中の同法の引用部分について削除する

ものであります。 

 なお、廃止前の結核予防法に基づく予防接種に

よる健康被害については、予防接種法に基づくも

のとみなされることとなっております。 

 続きまして、議案第２３号「西予市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 
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 西予市野田最終処分場は、産業廃棄物処理施設

として、宇和町地区から排出されるかわらに限定

し受け入れを行ってきましたが、このたび埋立容

量がほぼ満了したことから、平成１９年３月３１

日をもって受け入れを終了し、施設を閉鎖及び廃

止するものであります。 

 また、し尿処理に係る手数料は、取扱事業者が

定めるべきものであることから、し尿くみ取り手

数料の規定について削除するものであります。 

 今後につきましては、公共料金に準じたもので

ありますので、料金等の設定については、業者と

十分協議を行うことといたしております。 

 続きまして、議案第２４号「西予市衛生センタ

ー条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 東部衛生センター及び西部衛生センターのし尿

処理施設使用料につきましては、１８リットル当

たり東部衛生センターが４０円、西部衛生センタ

ーが７円３０銭で５．４倍の格差がございます。 

 また、東部衛生センター関連の業者からは、宇

和、野村の農業集落排水及び公共下水道へのつな

ぎ込みによるくみ取り料収入の大幅減少の見通

し、近年の原油高による経営圧迫及び過去１０年

間のくみ取り手数料の据え置きなどの理由により

施設使用料の値上げ陳情があったところでござい

ます。 

 しかしながら、両施設の維持には、１８リット

ル当たり３０円程度の施設使用料が必要で、現在

の西予市の厳しい財政状況もありまして、性急な

使用料の大幅値下げは困難であるとともに両施設

の使用料の平準化につきましても、市民生活の影

響も考慮する必要があります。そうした状況を踏

まえ、両施設の使用料については、数年をかけて

段階的な調整を行い、平準化及び適正化を図る方

針でご理解をいただきたいと存じます。 

 今回の改正は、その初年度に当たり、東部衛生

センターでは、１８リットル当たり５円の減額、

西部衛生センターでは、約２倍に増額するもので

あります。 

 以上、６議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 議案第２５号「西予市農村公園

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、西予市三瓶町津布理地区におき

まして、県営中山間地域総合整備事業により施工

されておりました津布理農村公園がこのたび完成

し、愛媛県から財産の引き渡しを受けましたの

で、本条例に加えるものであります。 

 なお、譲渡を受けました施設は、木造平家建て

のトイレ棟、あずまや、取りつけ道路、遊歩道、

給排水設備などでございます。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第２６号「西予市農業集落

排水処理施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例では、農業集落排水処理施設の利用開

始、休止、廃止または休止中のものを再開すると

きには、届け出を行うことを規定いたしておりま

すが、届け出た個別事項に変更があった場合の取

り扱いについては規定いたしておりません。 

 しかし、施設使用料の算定において、届け出者

または利用人員数の変更等があった場合には、使

用料金の算定に関係することから必ず把握する必

要があります。 

 今回の改正は、届け出事項に変更があった場合

の変更届の提出について明文化し、必須行為とす

るものであります。 

 続きまして、議案第２７号「西予市農業集落排

水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 農業集落排水処理施設については、供用開始後

に加入する場合の分担金を１７万円と定めており

ますが、事務所や事業所等の建築物については、

その用途及び施設規模が一般家庭のものと異なる

ため分担金の額について不公平が生じておりま

す。 

 今回の改正は、新規加入の事務所や事業所等に

ついて、協議の上分担金の額を決定することによ

り、公平な受益者負担を図るものであります。 

 次に、議案第２８号「西予市公共下水道条例の

一部を改正する条例制定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 今回の改正は、下水道法第２４条第１項の行為

の制限等の許可に係る本条例の規定について、規

則委任に係る事項を整備するために所要の改正を

行うものであります。 
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 続きまして、議案第２９号「西予市公共下水道

事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例

制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、受益者負担金額の明文化と区域

外接続協力金の徴収について定めるものでありま

す。受益者負担金等の分担金については、地方自

治法第２２８条の規定により条例で定めることと

されておりますが、現行の条例では規則委任して

いるため、当該負担額について条例中に規定する

ものであります。 

 また、下水道処理区域に隣接する区域外の土地

所有者または建物所有者が下水道への接続をした

場合に、区域外接続協力金として当該受益者負担

金相当額を徴収できるようにするため所要の改正

を行うものであります。 

 続きまして、議案第３０号「西予市道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、道路法施行令の改正に伴い、道

路上に自転車及び原動機つき自転車または二輪自

動車を駐車させるため必要な車輪どめ装置、その

他の機具の占用が認められることとなり、その新

規占用物に対する占用料を加えるものでありま

す。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第３１号「西予市出産

祝い金支給条例を廃止する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 出産祝い金につきましては、西予市合併時から

若者定住の促進と児童福祉の増進を図ることを目

的として支給しているところであります。今般こ

の事業が若者定住の促進と児童福祉の増進に貢献

できているのか事務事業の評価を行ったところ、

出生率については、１，０００人当たり平成元年

度で７．８２、平成１０年度５．８６、平成１６

年度６．０４、平成１７年度６．０２と漸減傾向

となっているところでございます。 

 また、合併当初から今日まで祝い金支給済み対

象児７８０人中約１割の６０人が既に市外へ転出

している状況でございます。 

 また、平成１７、１８年度の在住３年未満の待

機者が７６人に達し、出産の際に祝い金として支

給できないという現状がございます。 

 以上のことから、一時金では定住の促進や福祉

の増進という目的に対しての貢献度は低いという

結果に達しました。 

 また、県内各市町の状況では、１市２町が実施

しておりますけれども、八幡浜市及び伊方町で

は、第３子以降からの支給、久万高原町では、一

律２万円を支給しているところであります。その

他の市町では記念品を数市が給付しているのみの

状況でございます。 

 以上のような事業の目的に対する効果の判定及

び他自治体の動向並びに本市の厳しい財政事情を

総合的に勘案し今回本条例を廃止するものであり

ます。 

 また、本条例の廃止にあわせて、三瓶地区限定

の祝い金制度である西予市出産祝い金支給特例条

例も廃止することといたしておりますが、それぞ

れの条例の適用を受ける待機者及び要件者の取り

扱いについては、申請があった時点で従前の例に

より支給することといたしております。 

 なお、一時金制度は廃止いたしますが、それに

かわる記念品の給付につきましては、検討したい

と考えております。 

 続きまして、議案第３２号「西予市在宅介護支

援センター条例を廃止する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 在宅介護支援センターは、高齢者及びその家族

の福祉の向上に寄与するため、老人福祉法第１５

条第２項の規定に基づき設置運営をいたしており

ます。現在運営をしております地域型在宅介護支

援センター及び基幹型在宅介護支援センターの業

務は、介護保険法の改正により平成１９年４月１

日から地域包括支援センターの業務に移管され、

本市の包括的支援事業の委託を受ける西予市社会

福祉協議会が同センターを設置することとなって

おります。これに伴いまして、今回西予市在宅介

護支援センター条例及び野村町在宅介護支援セン

ター設置条例を廃止するものであります。 

 続きまして、議案第３３号「西予市精神障害者

小規模作業所条例を廃止する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この条例は、地方自治法第２４４条の２第１項

の規定に基づき、精神障害者に対し雇用されるこ

との困難な者を通所させ、必要な指導、訓練等の

事業を通じて社会復帰の促進を図るため設置した
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施設の管理運営について定めたものであります。

平成１８年４月に施行されました障害者自立支援

法に基づき、小規模作業所も新たなサービスへの

移行となり、平成１９年４月からは地域活動支援

センターに移行することとなりました。現在、作

業所は指定管理者としてまつばの会が管理運営を

いたしておりますが、ことしの４月からは、市か

らの委託を受けＮＰＯ法人れんげ草が地域活動支

援センターの事業を自主運営することに伴い本条

例を廃止するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 議案第３４号「西予市低開発

地域工業開発地区指定に伴う固定資産税の特別措

置に関する条例を廃止する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、低開発地域工業開発促進法により固

定資産税の特別措置を行うため、４０年以内の時

限措置されたもので、旧宇和町、旧三瓶町が昭和

３８年に指定され４３年が経過、旧明浜町が昭和

４０年に指定され４１年が経過しており、いずれ

も期限が満了しておりますので、本条例を廃止す

るものであります。 

 続きまして、議案第３５号「田之浜地区コミュ

ニティセンター設置条例及び宮野浦地区コミュニ

ティセンター設置条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第２４４条の規定では、公の施設

は、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用

に供するための施設として位置づけられ、同法第

２４４条の２の規定により、その設置及び管理に

ついて条例で定めることになっております。 

 明浜町にあります田之浜地区コミュニティーセ

ンター及び宮野浦地区コミュニティーセンター

は、いわゆる地域住民の皆さんが日常利用される

集会所でありますが、建設時の補助事業の性格

上、コミュニティーセンターと呼び、地方自治法

で言う公の施設としてその設置及び管理等に関す

る条例を制定し、合併後においても暫定条例とし

て施行してまいりました。 

 しかし、市内にある地区集会所は、要件的には

公の施設に類しますが、使用がその地域住民に限

定され、広く市民の利用ができないこと、また地

域コミュニティーの増進を図ることを主たる目的

とした施設であり、地方自治法上の制限の範囲内

であれば、住民の利用関係の実態に応じてその管

理運営も自治会の主体性にゆだねることができる

とされております。したがいまして、このコミュ

ニティーセンターもいわゆる地区集会所であり、

本来市の管理下にあるべき公の施設として位置づ

けることは必要なく、本市においては、同種の集

会所の条例化もないことから同様の扱いとするた

め、暫定施行の設置条例を廃止するものでありま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 暫時休憩をいたします。１１時２０分よ

り再開をいたします。（休憩 午前１１時０９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

０分） 

 三好市長。 

○三好市長 議案第３６号「平成１８年度西予市

一般会計補正予算（第１０号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、物件費等々の予算

見積もりの際の過大・過少による増減額と工事請

負費の入札減少金、事業の不採択による減額など

が主なものであります。 

 このほかバス路線維持対策補助金や住宅新築資

金特別会計繰出金及び国民健康保険特別会計繰出

金への計上をしております。 

 また、あけはまシーサイドサンパークへの管理

運営委託料や乙亥会館の指定管理委託料の計上、

さらに県営道路事業負担金を計上しております。 

 本予算の補正額は５億４，２０２万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を２５１億６，９５１万

６，０００円と定めるものであります。 

 以上、ご説明してまいりましたが、詳細につき

ましては、担当課長に説明させますので、よろし

くご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い

を申し上げます。 

○議長 清水財政課長。 

○清水財政課長 それでは、予算書に沿ってご説

明を申し上げます。 

 ４９ページをお開き願います。 

 ４９ページの１５節工事請負費８７１万５，０

００円の減額につきましては、手都合集会所の補

助金の不採択になったための減額措置でありま
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す。同じく１９節負担金補助及び交付金４，８６

８万円は、２０路線にわたる過疎バス路線維持対

策補助金を計上いたしております。 

 ページ５１ページをお願いいたします。 

 ２８節繰出金３，０６０万８，０００円につき

ましては、地方交付税の確定によりまして財政安

定化支援事業分を措置するものでございます。 

 ５３ページをお開き願います。 

 ２０節の扶助費９９０万円の減額は、入院によ

る停止や死亡による消滅が主な理由であります。 

 ５４ページでありますが、２８節の中の介護保

険事業勘定繰出金２，８９６万１，０００円の減

額につきましては、報酬改定の影響や利用者の減

少が主な理由であります。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ２８節繰出金の９４６万９，０００円の内訳と

しましては、宇和町において２９件の５５４万

２，０００円、野村町が１６件の３９３万７，０

００円となっております。 

 次に、５９ページでありますが、２８節繰出金

１，９２０万９，０００円は、外来収入の過大見

積もりが主な理由であります。 

 ６１ページ、１３節委託料５，２７５万９，０

００円の減額でございますが、これはごみ１億円

削減に向けました取り組みの成果を計上いたして

おります。 

 次に、６３ページでありますが、２１節の貸付

金は、当初明浜上水道事業会計へ２，２５８万

３，０００円を貸し付けする予定でありました

が、その後の経営上の努力によりまして、何とか

１，０００万円の範囲の中で対応できる見込みと

なりましたので減額するものであります。その下

の２４節の上水道事業会計出資金３，１００万円

の減額は、入札減少金が主な理由であります。 

 ６５ページをお願いいたします。 

 １９節の中の新山村振興と農林漁業特別対策事

業補助金２，２８７万５，０００円の減額は、野

村町のキュウリ選果機導入事業に係る入札減少金

であります。 

 次に、６７ページでありますが、１９節負担金

補助及び交付金８，６８１万円は、補助事業の不

採択による減額であります。 

 次に、６９ページでありますが、１３節委託料

１，０３８万４，０００円につきましては、ふる

さと創生館運営業務委託料を増額するものでござ

います。その理由といたしましては、平成１８年

産の温州ミカンの生産量が、明浜協選で前年比４

６％の減、無茶々園では３０％の減となり、生産

量が極端に減少した年になりました。この上にミ

カンの価格は近年になく高騰したことから、ジュ

ース加工に回すミカン数量が大幅に減少し、搾汁

本数は前年度比４４．５％、売上高は５０．８％

まで落ち込む見込みとなっております。 

 また、加工場の改修工事を進める中で、工事が

予定より大幅におくれたことによりまして、ミカ

ンの搾汁期間と重複し、減益を余儀なくされてお

ります。このような不可抗力的なことによりまし

ての理由がございます。 

 ページ７２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費８３１万１，０００円の減額

は、魚礁設置事業の入札減少金が主でございま

す。同じく１９節の八西地区漁業合併関連施設整

備補助金１，４６８万円の減額は、三瓶町の水産

荷さばき施設事業の入札減少金であります。 

 続きまして、７３ページ、１５節工事請負費７

００万円の減額は、高山漁港海岸東護岸局部改良

事業に伴う入札減少金であります。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費２，２１９万２，０００円の

減額につきましては、主に海の駅の新設事業に伴

う入札減少金であります。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 １３節委託料の中の施設整備管理委託料９００

万円につきましては、乙亥の里の委託業務に係る

もので、管理運営を西予市商工会にゆだねていま

すが、その運営上で役職員ともども日々鋭意努力

を重ねておられますが、何分にも売上高が横ばい

状態であり、なおかつ燃料費の高騰、それに加え

まして予期せぬ公共下水道への経費支出などによ

っての計上でございます。 

 ７７ページ、お願いいたします。 

 １９節の企業誘致奨励金１，３７４万円につき

ましては、丸三産業株式会社と株式会社スリーベ

ルが、主に正職員、パート５３名を雇用すること

に対しての奨励金でございます。同じくその下の

１，３５９万５，０００円につきましては、株式

会社エリアとコカ・コーラボトリング株式会社に

対する埋蔵文化財発掘調査の補助金を計上いたし

ております。 

 ７８ページをお願いいたします。 
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 １５節工事請負費１，９９０万２，０００円

は、がけ崩れ防災対策事業の不採択による減額で

ございます。 

 ７９ページをお開き願います。 

 １９節県営道路負担金１，８５１万８，０００

円を計上しています。これによりまして、本年度

の負担金は７，９１８万円となります。同じく１

５節工事請負費２，９６５万８，０００円の減額

は、主に入札減少金や設計変更による事業費の

減、また事業の不採択などによるものでありま

す。その下の１７節公有財産購入費の減額は、主

に三瓶町垣生３４号線の事業変更によるものでご

ざいます。 

 ８０ページでありますが、１５節工事請負費４

２４万３，０００円は、農道向線舗装工事費を計

上しております。 

 ８２ページ、２８節公共下水道事業特別会計繰

出金２，７４１万６，０００円の減額は、主に消

費税の確定によるものであります。その下の１５

節工事請負費７９０万円の減額は、下松葉地区排

水路整備事業に係るもので、ＪＲ横断暗渠部分の

協議が完了しないために減額措置するものであり

ます。 

 ８３ページでありますが、１５節から２２節ま

での減額につきましては、市道徳城線に係るもの

で、国道４４１号線との交差点部分の協議が完了

しないために減額するものであります。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 １８節備品購入費３，９７２万１，０００円の

減額は、救急自動車整備費の入札減少金と各分団

に配備予定の小型ポンプつき積載車の補助事業の

不採択によるものであります。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 １９節の中の町並み建造物修理補助金につきま

しては、該当建造物が本年度は１件のみであり、

また少額であったために１，７５０万円を減額す

るものであります。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 一番下の行でありますが、災害対策基金といた

しまして４，９９９万７，０００円を積み立てす

るものであります。 

 なお、歳入につきましては、普通交付税の確定

によって４億１，１３３万１，０００円を計上し

ています。 

 また、今回の入札減や事業の不採択などにより

まして、国県支出金の減額あるいは市債の減額措

置を図っております。 

 また、これらの増減によりまして財政調整基金

繰入金を５億１，８２３万２，０００円、減債基

金繰入金２億円を減額しております。 

 以上で説明とさせていただきます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第３７号「平成１８年

度西予市授産場特別会計補正予算（第３号）」に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ６５万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を２，３６２万円とす

るものであります。 

 ３ページの歳出につきましては、施設授産場費

の事務費で５万２，０００円を増額し、事業費で

７０万２，０００円の減額であります。 

 ２ページへ戻りまして、歳入では、一般会計繰

入金６５万円を減額いたしております。 

 続きまして、議案第３８号「平成１８年度西予

市住宅改修資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５万７，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２，４７６万２，０００円

とするものであります。 

 ３ページの歳出につきましては、事業費５万

７，０００円を減額し、２ページの歳入では、償

還金の貸付金元利収入９６７万３，０００円、県

補助金１，０００円を減額し、繰入金９４６万

９，０００円、繰越金１４万８，０００円を増額

いたしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 議案第３９号「平成１８年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳出については、運営費で４万

１，０００円の減額、貸付金で２８万円増額し、

歳入については、償還金を２０８万７，０００円

増額、繰入金を４万１，０００円減額し、差額１

８０万７，０００円を予備費に計上するものであ

ります。これによりまして、歳入歳出予算の総額
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は６，０３３万５，０００円となります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第４０号「平成１８年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳出では、保険給付費の増額、

共同事業拠出金の減額、歳入では、国民健康保険

税、国庫県支出金、療養給付費等交付金並びに共

同事業交付金及び繰入金の調整が主なものであり

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 歳出では、総務費の総務管理費を１３３万８，

０００円増額、徴税費を７０万円減額、保険給付

費を１億８００万円増額、共同事業拠出金を４，

９７７万円減額、諸支出金を１１０万１，０００

円増額いたしました。 

 ３ページの歳入では、国民健康保険税を２，０

８５万８，０００円増額、国庫支出金を３，２６

６万１，０００円減額、県支出金を６，１１５万

１，０００円減額、療養給付費等交付金を１億

１，１１１万５，０００円増額、共同事業交付金

を３５８万５，０００円減額、繰入金を２，６９

７万円増額、諸収入を１５７万７，０００円減額

いたしております。 

 これによりまして既決いただいております歳入

歳出予算にそれぞれ５，９９６万９，０００円を

増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を５７

億４，６５１万１，０００円と定めるものであり

ます。 

 次に、診療施設勘定予算についてであります

が、今回の補正の主な内容は、歳出では、総務費

と医業費の精査による調整、歳入では、外来収入

の精査による減額とそれに伴う一般会計繰入金、

事業勘定繰入金の増額であります。 

 それでは、診療所別にご説明を申し上げます。 

 ２４ページの俵津診療所をお願いいたします。 

 歳出では、総務費を３９万５，０００円減額、

医業費を１５８万円増額いたしました。 

 ２３ページの歳入では、診療収入を３１０万円

減額、繰入金を４２８万５，０００円増額し、歳

入歳出予算の総額を８，６８０万８，０００円と

いたしました。 

 次に、３２ページ、狩江診療所の歳出では、総

務費を６３万円減額、医業費を１０万円減額いた

しました。 

 ３１ページの歳入では、診療収入を１００万円

減額、繰入金を２７万円増額し、歳入歳出予算の

総額を７，９６８万３，０００円といたしまし

た。 

 次に、４０ページの高山診療所でございます。

歳出では、総務費の施設管理費を１４１万円減

額、研究研修費を６万８，０００円増額、医業費

を１９６万円減額いたしました。 

 ３９ページの歳入では、診療収入を６１０万

４，０００円減額、繰入金を２８０万２，０００

円増額し、歳入歳出予算の総額を８，２３８万

６，０００円といたしました。 

 次に、５０ページをお願いいたします。 

 田之浜診療所の歳出では、総務費を３７万４，

０００円減額、医業費を１４万円減額いたしまし

た。 

 ４９ページの歳入では、診療収入を２２０万円

減額、繰入金を１７０万６，０００円増額し、歳

入歳出予算の総額を１，９５４万９，０００円と

いたしました。 

 次に、５８ページ、坂石診療所でございます

が、歳出では医業費を５０万円減額いたしまし

た。 

 ５７ページの歳入では、診療収入を６５万７，

０００円減額、繰入金では他会計繰入金を２２万

円増額、事業勘定繰入金を６万３，０００円減額

し、歳入歳出予算の総額を２９１万８，０００円

といたしました。 

 次に、７２ページ、土居診療所の歳出では、総

務費を３７０万円減額、医業費を１，３４０万円

減額いたしました。 

 ７１ページの歳入では、診療収入を１，８４０

万円減額、繰入金では、他会計繰入金を５７万

５，０００円減額、事業勘定繰入金を１８７万

５，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を１億

４，０９２万円といたしました。 

 次に、８０ページをお願いいたします。 

 杉之瀬診療所でございますが、歳出では、総務

費を８１４万３，０００円減額いたしました。 

 ７９ページの歳入では、診療収入を８２９万
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３，０００円減額、諸収入を１５万円増額し、歳

入歳出予算の総額を１，１８２万３，０００円と

いたしました。 

 次に、８６ページ、遊子川出張診療所の歳出で

は、総務費を１６３万１，０００円減額いたしま

した。 

 ８５ページの歳入では、診療収入を１７３万

６，０００円減額、繰入金を１万６，０００円増

額、諸収入を８万９，０００円増額し、歳入歳出

予算の総額を３７３万５，０００円といたしまし

た。 

 続きまして、議案第４１号「平成１８年度西予

市老人保健特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、歳出では、予算の執

行状況により不用額の見込まれるものの減額、ま

た予算不足の生じるものの増額計上で、歳入で

は、補助金等歳入財源の実績見込み額の計上で、

歳入歳出それぞれ１２０万７，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を６９億５，１７９万

５，０００円といたしました。 

 ９ページの歳出につきましてご説明をいたしま

す。 

 歳出につきましては、一般管理費を１９７万

７，０００円減額いたしました。内訳は給料８５

万円、職員手当等を１６０万円、共済費を２０万

７，０００円それぞれ減額し、予算不足の見込ま

れる第三者求償事務委託手数料を５８万円、共同

電算処理委託料を１０万円増額いたし、さらに１

０ページの医療諸費のうち、審査支払手数料を７

７万円増額いたしました。 

 次に、６ページに歳入につきましては、第三者

納付金の増額等に伴い、支払基金交付金の医療費

交付金を３９４万５，０００円、審査支払手数料

交付金を１０６万１，０００円、国庫支出金の医

療費負担金を２６３万円、７ページの県支出金医

療費県負担金を６５万８，０００円、８ページの

一般会計繰入金を８５万１，０００円をそれぞれ

減額し、また７ページに戻りまして、追加交付の

ありました国庫補助金の医療費適正化対策事業費

補助金これを４万８，０００円、また第三者行為

に係る損害賠償請求により納付実績がふえたこと

によりまして、８ページの諸収入の第三者納付金

を７８９万円増額いたしました。 

 続きまして、議案第４２号「平成１８年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精算に当た

り、歳入歳出とも調整を行うものであります。 

 それでは、予算の説明を申し上げます。 

 本予算の事業勘定では、歳入歳出それぞれ１億

９，３４９万８，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を４０億９，４８４万３，０００円とい

たしました。 

 それでは、４ページの歳出からご説明を申し上

げます。 

 総務費の総務管理費で３３８万６，０００円を

増額し、介護認定審査会費で８６万６，０００円

を減額いたしました。 

 また、保険給付費の介護サービス等諸費で１億

８，５７１万円、支援サービス等諸費で１９０万

円を減額し、高額介護サービス等費で４４０万

８，０００円を増額いたしました。 

 次に、地域支援事業費の介護予防事業費で１０

７万１，０００円、包括的支援事業２事業で１，

１７４万５，０００円を減額いたしました。 

 次に、３ページの歳入では、保険料の介護保険

料で１４２万３，０００円を増額し、国庫支出金

の国庫負担金を９，０８９万２，０００円、国庫

補助金を５，２６７万７，０００円減額いたしま

した。 

 続いて、県支出金の県負担金を５，７８２万

４，０００円増額し、県補助金で２８０万９，０

００円減額いたしました。 

 次に、支払基金交付金を９，６２３万５，００

０円減額いたしております。 

 また、繰入金の一般会計繰入金で２，８９６万

１，０００円を減額し、基金繰入金を１，８８１

万９，０００円増額し、分担金及び負担金の負担

金を１万円増額いたしました。 

 続いて、１８ページをお願いいたします。 

 施設勘定予算についてでございますが、明浜特

別養護老人ホーム勘定の歳入歳出をそれぞれ８５

９万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３億５，９４４万１，０００円といたしまし

た。 

 歳出では、総務費の施設管理費を１，６１４万

４，０００円、研究研修費を２万５，０００円、

サービス事業費の居宅サービス事業費を３７万

８，０００円、施設介護サービス事業費を１４１
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万３，０００円、施設整備費を５４万１，０００

円それぞれ減額いたしました。 

 次に、基金積立金を３４７万１，０００円、予

備費を２，３６２万３，０００円増額いたしてお

ります。 

 １７ページの歳入につきましては、サービス収

入の介護給付費収入を５９１万５，０００円増額

し、予防給付費収入を５万１，０００円、自己負

担金収入を２５１万円減額し、特定入所者介護サ

ービス等収入を５５５万３，０００円増額いたし

ました。 

 続いて、分担金及び負担金の負担金を６，００

０円、財産収入の財産運用収入を８，０００円、

諸収入の雑入を３２万３，０００円減額し、県支

出金の委託金を２万３，０００円増額いたしてお

ります。 

 続いて、３２ページ、お願いいたします。 

 明浜居宅介護支援勘定では、歳入歳出それぞれ

１４７万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を２，０８２万８，０００円といたしまし

た。内訳としましては、歳出では、総務費の施設

管理費を７１万９，０００円減額し、サービス事

業費の居宅介護支援事業費を１１万６，０００円

増額し、予備費を８７万６，０００円減額いたし

ました。 

 ３１ページの歳入につきましては、サービス収

入の介護給付費収入を３３０万円増額し、予防給

付費収入を２８５万６，０００円、繰入金の他会

計繰入金を１９２万３，０００円減額いたしてお

ります。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 明浜介護サービス勘定では、歳入歳出それぞれ

２７９万円を増額し、歳入歳出予算の総額を３，

１２２万円といたしました。内訳としましては、

歳出では、総務費の施設管理費を１０６万５，０

００円、サービス事業費の居宅介護サービス費を

１５万円減額し、予備費を４００万５，０００円

増額いたしました。 

 ３９ページの歳入につきましては、サービス収

入の介護給付費収入を５４０万１，０００円増額

し、予防給付費収入を１３４万４，０００円、自

己負担金収入を６万７，０００円減額いたしまし

た。 

 また、諸収入の受託事業収入を１２０万円減額

いたしております。 

 次に、城川居宅介護支援勘定の歳入歳出予算の

総額でございますが、この総額に増減はございま

せん。内訳としましては、歳入で、サービス収入

の介護給付収入を１５０万円増額し、予防給付費

収入を５０万円、繰入金の他会計繰入金１００万

円を減額いたしております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 暫時休憩をいたします。午後１時１０分

より再開いたします。（休憩 午前１１時５７

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１０

分） 

 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第４３号「平成１８年度西

予市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、多田地区営農飲雑用

水事業に伴う負担金の減額と南簡易水道における

新南水源開発事業に伴い、事業認可等において調

査研究が必要となったため工事請負費の減額補正

をするもので、歳入歳出予算の総額からそれぞれ

２，０４１万１，０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を６億７０７万６，０００円と定めるも

のであります。 

 歳出の主なものとして、総務管理費において、

中山間事業負担金９２万円の減額と人件費７９万

９，０００円、需用費２２万２，０００円、委託

料１２３万円、このほか備品購入費等の減額をあ

わせまして４４４万８，０００円を減額計上いた

しております。 

 施設整備費においては、多田地区営農飲雑用水

事業に係る工事請負費、伊崎地区恵比須橋導配水

管布設工事、新南水源削井工事、これらの工事請

負費をあわせまして１，５９１万３，０００円を

減額計上いたしております。このほか公債費の市

債利子償還金３万円を増額計上いたしておりま

す。 

 これらに対する財源として、県補助金３６万

５，０００円の減額、これは入札減少金に伴う事

業費の減によるものであります。このほか一般会

計繰入金３１６万１，０００円、基金繰入金１３

５万円、工事補償金２００万円、市債１，４２０

万円、これらの減額と工事分担金７６万５，００

０円の増額をあわせて見込み、充当いたしまし
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た。 

 次に、地方債の補正でございますが、簡易水道

事業債と過疎対策事業債の限度額をそれぞれ２，

３００万円に補正するものでございます。 

 続きまして、議案第４４号「平成１８年度西予

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１１１万８，

０００円減額し、歳入歳出予算を１２億５，０８

２万３，０００円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、施設管理費におきまし

て、処理施設制御ユニット修繕に伴う修繕料６０

万９，０００円の増額、施設整備費におきまして

は、伊崎地区恵比須橋下水道管布設がえ工事に係

る工事請負費２００万円、委託料５０万円の減

額、公債費におきましては、過疎対策事業債にお

ける起債前借りから長期貸し付けへの移行による

利率の変更のため利子７７万３，０００円の増額

をいたしております。 

 また、公債費償還施設管理費における財源内訳

の変更処理も行っております。 

 歳入につきましては、負担金４２４万円、繰入

金８７５万３，０００円を増額し、雑入１，４０

１万１，０００円、市債１０万円を減額しており

ます。 

 また、今回の補正では、地方債の限度額の減額

に伴います地方債補正を行っております。 

 次に、議案第４５号「１８年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算からそれぞれ１，

２８７万６，０００円減額し、歳入歳出予算を１

０億８，８４８万３，０００円と定めるものであ

ります。 

 歳出につきましては、事業費用の事業推進費、

施設整備費、施設管理費の不用額の減額でござい

ます。 

 歳入では、繰入金及び分担金の減額と雑入及び

事業収入の増額となっております。 

 詳細をご説明いたしますと、施設整備、施設管

理費それぞれにおいて事業費を精査した結果、不

用額を減額するものであります。事業推進費で３

５万円、施設整備費で５９６万７，０００円、施

設管理費で６５５万９，０００円それぞれ減額す

るものであります。 

 歳入といたしましては、繰入金２，７４１万

６，０００円、分担金１，２００万円の減額と雑

入２，００９万円、事業収入６４５万円の増額で

あります。 

 また、施設整備費補正に伴う継続費の補正を行

っております。 

 続きまして、議案第４６号「平成１８年度西予

市上水道事業会計補正予算（第４号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、受水費の減に伴う営

業費用の減額と資本的支出における工事請負費の

減額をするものであります。 

 まず、収益的収入及び支出の補正についてご説

明いたします。 

 今回の補正は、営業収益の主である給水収益を

５１７万２，０００円減額し、ほかとあわせて５

１８万４，０００円の減額計上をしております。 

 また、営業費用として受水費の減額や人件費の

調整による増額とあわせまして３７８万円の減額

計上をいたしております。この人件費の増額補正

に伴いまして、第５条で議会の議決の経なければ

流用することのできない経費を６９万５，０００

円増額し１億１，２４９万６，０００円といたし

ております。 

 これによりまして、収益的収入の総額は６億

３，２５０万３，０００円、収益的支出の総額は

６億５，５１０万円となりました。 

 また、３条中の長期貸付金２，２５８万３，０

００円を１，０００万円に改めております。 

 次に、資本的収入及び支出の補正についてご説

明いたします。 

 資本的支出の主なものとして、宇和上水道事業

第４次拡張事業に係る工事請負費を５，８００万

円減額し、このほか明浜、三瓶上水道事業に係る

工事請負費とあわせて６，３５６万７，０００円

の減額を計上しております。 

 また、資本的収入では、主に宇和上水道事業の

４次拡張事業に伴うものでありますが、企業債

３，６００万円、出資金３，１００万円の減額、

明浜水道事業に対する俵津配水池電磁流量計変換

器更新工事に係る一般会計繰入金５６万７，００

０円の減額、さらに追加内示があったことにより

国庫補助金４００万円の増額を見込み充当いたし

ました。 
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 これによりまして資本的収入の総額は５億３，

５８９万２，０００円、支出の総額は８億３，３

７５万８，０００円となりました。 

 次に、企業債の補正でございますが、企業債の

減額補正にあわせまして起債の限度額２億９，３

００万円を２億５，７００万円に改めておりま

す。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第４７号「平成１８年

度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、施設事業費用の材料費、経費を

調整するものでありまして、これにより収益的収

入及び支出の既決予定額に変更はございません。 

 ３ページからの支出の主なものでは、施設療養

材料費及び給食材料費等を増額するために、給与

費の職員手当を減額し、１項の施設運営事業費用

の中で調整させていただいております。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 議案第４８号「平成１９年度西予市

一般会計予算」について、平成１９年度予算並び

に諸議案のご審議をお願いするに当たり、今後の

市政運営の所信並びに予算編成の概要を申し上げ

ます。 

 私が市長に就任してから早いもので４年目を迎

えようとしております。この間、西予市の発展に

資するために全身全霊を傾注して取り組み、みず

からの職責を果たしてきたつもりでございます。

私は、就任から今日まで合併に当たって策定した

西予市建設計画を基本に据え、計画に盛り込まれ

た緊急性の高い主要事業を着実に実施してまいり

ました。 

 さらに、多くの市民の皆様にも委員会、審議会

等の委員として行政の政策意思決定過程にかかわ

っていただき、西予市総合計画を初めさまざまな

計画を策定いたしました。 

 また、各種イベントや大会を通じ、西予市づく

りに多数の市民の皆様がご参加をいただいたとこ

で、市民の交流、協働が進んだものと確信してお

りますとともに、このような積み重ねによりまし

て、市民や地域が喜び、輝き、納得できる西予市

ができ上がっていくものと思っております。 

 今ほど申し上げましたとおり、西予市は合併に

当たって策定いたしました建設計画に沿って、こ

の３年間で主要事業のうち、緊急性、効果性の高

い事業の第１段階は終わったのではないかと思っ

ております。ご案内のとおり、西予市は早い段階

でさまざまな事業に投資をしたことによりまし

て、愛媛県下の自治体の中では、合併特例債や過

疎債、辺地債などの地方債借入額は県下トップと

いうことになっております。果たしてそのことが

自慢できるのか否かについては、さまざまなご意

見やご批判があると思いますが、しかしながら、

これらの事業については、今までの旧町時代には

できなかった事業が、合併という大きなメリット

の中で遂行できたということを私たちは忘れては

なりません。例えば、インフラ整備にしても、市

道の整備、林道の整備、漁港の整備等々といった

経済効果を促進する事業、また身近な生活に直結

する生活環境の整備として公共下水道や農村集落

排水事業のような事業を実現することができまし

た。 

 また、人それぞれの理念の違いによっていろい

ろとご心配をいただいている点も承知しておりま

すが、西予市づくりに欠くことのできない事業を

実現させていただきました。 

 申し上げるまでもございませんが、クアテルメ

宝泉坊や第２ロッジ、乙亥会館、さらに現在進め

ておりますみかめ海の駅でございます。これらの

事業は、私たちが長年抱き続けておりました、い

わゆる夢の部分が実現できたということで、合併

という最大のメリットを十分生かしたものではな

いかと思っております。このように西予市は、確

かに初期投資は他の自治体に比較して投資してい

ったと思いますが、しかしこれらの事業の借入金

は、地方交付税で実質７割は償還、７割が返って

きますので、私は健全な投資であったと確信を持

っております。そして、これをもって建設計画に

掲げた第１段階の幕を閉じ、そして第２ステージ

への幕を上げていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 そこで、１９年度の重要・重点的な取り組みと

して次の５のテーマを掲げ、市長の使命を果たす

べく全力を尽くしてまいります。 

 まず、第１点目として、新庁舎建設に向けて可



－24－ 

能な限りの推進を図ってまいります。 

 合併時に振り返っての話となりますが、合併の

成否は合併協議会の中でも最も混迷の要因となり

得る市の名前と庁舎の位置であると言われており

ました。しかし、幸い西予市では、議員各位や住

民の皆様方がそれぞれの立場を理解しながら温か

くご支援、ご協力をいただいたことでスムーズに

合併に至ることができました。このよう中、旧５

町は平成１５年８月３１日に調印が行われた合併

協定書において、国の財政支援が得られる合併後

１０年以内に交通の事情、他の官公庁との関係な

ど市民の利便性を考慮して、宇和町内に新しい事

務所を建設するという内容になっていることは、

ご案内のとおりでございます。 

 また、現庁舎は昭和３０年に建設され、非常に

劣化が進み、防災上においてこの上もなく危険な

状態となっております。学会、マスコミ等におい

て今後予想として発表している南海地震あるいは

東南海地震は、いつ起きても不思議ではないと言

われている今日、このような劣化の激しい施設で

は、災害発生時における市民への指導、誘導等は

極めて困難であると認識をしております。 

 さらに、行政改革大綱に明記されています職員

の定員適正化計画では、合併後１０年間で１５０

人を削減するとともに、厳しい財政状況の改善を

図るために退職者勧奨制度を導入したことにより

まして、現在職員配置に大変苦慮をしているとこ

ろでございます。このようなことにかんがみ、厳

しい財政事情ではございますが、庁舎建設は避け

て通れない喫緊の重要な案件であり、かつ国の財

政支援が得られる間に可能な限りの推進を図らな

ければならないと考えております。 

 そこで、新庁舎建設に当たっては、市民の利便

性や行政事務の効率化、地域社会の経済への影

響、財政上の課題等々、他方面から慎重かつ綿密

な調査研究を要した上で、市民の皆様のご理解を

得なければならないと考えておりますので、何と

ぞご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 第２点目として、ＣＡＴＶの整備を図り、難視

聴対策や情報通信網の格差是正に努めます。 

 テレビや新聞等で報道されていますように、２

０１１年には現在のテレビ放送がアナログ放送か

らデジタル放送に切りかわり、その対応策を講じ

なければ、現在のテレビでは見ることができなく

なることはご案内のとおりでございます。市で

は、このようなことを踏まえ、平成１６年に市内

の有識者２３人をもって組織する西予市ケーブル

テレビ整備事業検討委員会を立ち上げ、調査研究

にかかっていただき、平成１８年３月１０日に答

申を受けているところでございます。私はこの答

申を真摯に受けとめた中で、最も重要視すべき点

は、本市は山間部や起伏に富んだ地形によって、

現在もテレビ、ラジオの難視聴地域が４，３００

世帯に上っている状況下であり、さらに２０１１

年のデジタル放送の移行後を考慮いたしますと、

市内の難視聴地域がますます拡大する懸念が非常

に強いということであります。 

 さらに、高速通信網であるＡＤＳＬにつきまし

ても、市内３局しか整備されていないのが現状で

あり、今後とも採算のとれない地域については、

事業者の整備は見込めないため、情報環境の地域

間格差は予想をはるかに超えるものと思っており

ます。このように地域特性の地形が原因であった

り、事業者の営利的な理由のみで情報通信網を市

民一人一人が享受できないことは、公正公平の原

則から照らしても非常に遺憾なことと受けとめざ

るを得ません。このために、西予におきまして

は、難視聴対策及び情報格差の解消を図るため、

ケーブルテレビ網の整備は必要不可欠なものとと

らえるとともに、２０１０年までに国民の１０

０％が高速ネットワークを活用できるＩＣＴ社会

構築を推進している国の政策ｕ－Ｊａｐａｎにも

視野に入れた政策が重要であると考えておりま

す。 

 次に、第３点目は、医療機関相互の機能分担と

連携を推進し、市民が安心して暮らせる医療体制

の確立を目指します。 

 本市経営の一般病院いわゆる市民病院は２医

院、また診療所が１１医院あり、スタッフの不眠

不休の体制によりまして、市民の健康と生命を守

っていただいていることはご承知のとおりでござ

います。 

 さて、今やどこの自治体も医療制度改革等によ

って病院の経営状況は大変厳しいものとなってお

ります。特に医師の確保が非常に困難をきわめ、

病院経営の存亡にかかわっている大きな問題とな

っております。 

 さらに、今後要介護者の増大に対応するために

介護体制の整備を図ることが重要な課題であり、
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福祉と連携を図りながら、通常の医療需要に対応

できるような体制の確立が求められているところ

でございます。このような状況の中、本市が経営

している病院２医院と診療所１１医院を今後どの

ような医療供給体制に整え、経営基盤を構築して

いくべきか、またそのことによって地域住民の医

療ニーズにこたえることができるか、厳しい判断

と選択に迫れています。 

 しかし、私は国の医療政策の動向からして、現

在の医師不足の解消は非常に困難であると判断せ

ざるを得ないと思っております。したがいまし

て、西予市における病院、診療所の医師不足の対

応策と経営基盤の安定を図る上には、医療施設の

再編や新たな対応も視野に入れることも不可欠で

あると、このように思っている次第でございま

す。 

 しかし、このことによって地域医療が捨てられ

るのではないかという不安の声が上がってくるか

もしれませんが、そこには創意工夫を凝らすこと

によって、安心と信頼がいただける医療供給体制

が構築できるものと思っておりますので、ご理解

を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、第４点目でございますが、定住の促進や

市民所得の向上のために企業誘致の推進に全力で

取り組みます。 

 今や日本経済は、１９６５年から７０年にかけ

て５年近く続いた戦後最長のイザナギ景気を超

え、国や大企業は楽観的なムードが漂っておりま

すが、しかし地方においては、全くといいほど実

感なきいざなぎ超えと言わざるを得ません。こう

いった現象が地域格差を生み、そしてひいては、

求人倍率の格差や所得格差の拡大につながるな

ど、今日の日本社会の大きな問題として取り上げ

られております。このような中でこの実態に対し

て、西予市はどのような施策を講じてこの地域格

差を少しでも縮めることができるか、またこのこ

とによって市民が安心し生きがいを持ちながら働

き、そして豊かな生活が送れるかなどを行政の責

務としてとらえ、真剣に立ち向かっていかなけれ

ばならないと思っております。平成１８年度は産

業創出課を設置し、企業誘致に向けて積極的な推

進を図ってまいりました。その成果もあり、愛媛

南部ヤクルト販売株式会社や株式会社スリーベ

ル、丸三産業株式会社が企業誘致して事業者とし

て決定し、宇和町内に事業を展開していただくこ

とになっております。 

 また、そのほかに四国コカ・コーラボトリング

株式会社と株式会社エリアについても、近々にお

いて認定事業者としての予定の運びとなっており

ます。 

 さらに、松山市の委託会社によるサテライト西

予も雇用環境を押し上げており、各種企業誘致に

より、今後も雇用が増大する見込みでございま

す。私はこういった実績を今後の企業誘致の推進

に生かし、さらに多くの優良企業を迎えたいと考

えておりますとともに、全力を投じて企業誘致の

推進に取り組んでまいります。 

 第５点目は、将来を見据えた財政構造の転換を

目指します。 

 私は、国の三位一体の改革の影響によって就任

当初から大変厳しい財政事情に直面し、さまざま

な分野における事業の縮小あるいは廃止を余儀な

くされ、市民の皆様の胸中を察しますと、地方か

らの声をもっと国政に届ける必要を強く感じてお

ります。国においては、さらにこの上財政健全化

を目指すとともに、景気回復を持続的なものとす

べく、より一層の行財政改革を強力的に推し進め

ようとしています。こうしたことで、地方の財政

はますます冷えるし、危機的状況に陥ることは、

火を見るより明らかになり、西予市におきまして

も、常に先の財政事情を案じながらこれまで徹底

した行財政改革を進めてきました。 

 しかし、１９年度の地方交付税も大きく削減さ

れることに加え、社会保障費の増大や特別会計へ

の繰出金が増加し、まさに過去に例を見ないよう

な厳しいかじ取りを強いられております。 

 そこで、私はこの実態をしっかりと受けとめ、

西予市丸を座礁させないために、将来を見据えた

財政構造の転換を目指さなければならないと思っ

ております。その目指すべき姿としては、限られ

た財源の中で、まずは徹底的な内部効率化に努め

るとともに、事業の実施に当たっては、成果目標

を設定します。 

 また、結果の検証を適正に行い、目的や効果の

薄れた事業は、再編、廃止します。 

 さらに、住民要望の中でニーズとウォンツを峻

別し、行政が真に行わなければならないのは何

か、サービスの提供主体としてふさわしいのはだ

れか、サービス基準はどうあるべきかなどを検討

し、時代に即した効果的で効率的な財政運営を目



－26－ 

指します。そのために、行政組織機構の見直しを

積極的に進め、組織の効率化、スリム化に努める

とともに、主要施策の重点推進及び山積する諸課

題に適切に対応するため副市長を２名置き、万全

の体制を整えたいと考えております。 

 以上、就任４年目となる私の考えを述べさせて

いただきました。 

 それでは次に、平成１９年度予算案の概要につ

いてご説明をいたします。 

 平成１９年度の予算は、次の３つの基本的な考

えのもとで予算編成をいたしております。その第

１点目として、合併後の混乱から抜け出し新西予

市を創造する予算、２点目として、中・長期の厳

しい財政状況に対応するため、緊急避難的な要素

を組み込んだ改革予算、第３点目は、総計予算主

義にのっとり、一会計年度における一切の収入と

支出を計上し、特別な事情がない限り補正予算は

編成しない予算、この３つの方針のもとで平成１

９年度各会計は、一般会計２２９億２００万円、

特別会計２１１億１，０２５万５，０００円、公

営企業会計４９億２，１８５万９，０００円、全

会計では４８９億３，４１１万４，０００円とな

り、一般会計では、前年度比３％の減で７億８０

０万円の減額となっております。 

 以下、一般会計予算案の新規事業と主な事業に

ついて款項の区分を基準とした目的別分類でご説

明をいたします。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するために議会だよりの経費や各常

任委員会及び庁舎建設等特別委員会への研修費を

計上しております。総額では２億３，４０５万

６，０００円としております。 

 次に、総務費でございますが、冒頭に申し上げ

ましたとおり、ＣＡＴＶ事業と庁舎建設事業によ

る経費を計上させていただいております。 

 ＣＡＴＶ事業につきましては、ＣＡＴＶ事業検

討委員の報酬や詳細設計委託料が主なものでござ

います。 

 また、新庁舎建設事業につきましては、市民か

ら構成される西予市庁舎建設計画市民検討委員会

の委員２９名の報償金やプロポーザル設計業務委

託料を計上しております。 

 そのほか平成２１年度評価がえに伴う土地鑑定

委託料や前石コミュニティーセンター、手都合集

会所の建設事業費を計上しております。総額で２

２億１，１８８万１，０００円としております。 

 次に、民生費でございますが、かねてより三瓶

住民の懸案事項であります特別養護老人ホームの

建設事業費を計上しております。私はこの事業に

つきましては、合併前からさまざまな経緯の中か

ら引き継いでまいりましたが、三瓶住民の皆さん

の福祉増進を図るために、これまで一生懸命なお

かつ精力的に進めてまいりました。 

 ところが、昨年仮称社会福祉法人幸生会が資金

面等の原因により事業がとんざし、各関係各位に

ご心配とご迷惑をおかけし、またそれからの対応

策に大変苦慮をしてまいりました。そこで、この

事業をスムーズになし遂げる方法論として何が考

えられるか、ありとあらゆる面から検討を重ねた

結果、経営面、実績面等々において堅実な宇和町

社会福祉施設協会にゆだねることとして、今回三

瓶特別養護老人ホーム建設補助金を計上させてい

ただいております。 

 また、障害者の自立支援対策として、宇和ひま

わりの郷への施設整備補助金や介護予防の推進を

図るために包括支援センターに係る経費、さらに

知的・身体障害者支援事業委託料などを計上して

おります。このほか出産祝い金や在宅寝たきり老

人介護手当については、その支給に対する効果や

サービス基準などを総合的に研究協議した結果、

見直しを行っております。総額では６１億３，１

０６万４，０００円としております。 

 次に、衛生費でございますが、市民の健康の保

持、増進と疾病の発生を予防するために各種健康

診断事業費や生活習慣を改善し、健康づくりに意

欲のある市民を支援する健康推進事業費などを計

上しております。 

 なお、各種健康診断に係る個人負担金につきま

しては、県下の市町の均衡を推しはかった上で、

今回若干の負担増とさせていただいております。 

 また、昨年最重要施策として掲げておりました

ごみの１億円削減計画は、皆様のご理解、ご協力

によりまして約６，０００万円の削減が図られる

見込みとなっております。目標額には達すること

ができませんでしたが、今後とも地道な活動を続

け、目標に一歩でも近づけていきたいと思ってお

ります。 

 このほか河川等の水質汚濁を防止するために合

併処理浄化槽設置整備事業を今後とも継続してま

いります。ご案内のとおりこの事業は、国、県の
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補助を得ながら実施していますが、１９年度事業

につきましては、県補助金の見直しが示され、県

費対象事業の中で、新築の場合は対象外となって

まいりました。 

 しかし、市では集合処理施設整備対象区域との

公平性を考慮し、若干の補助基準を下げた上で現

行どおり、新築家屋等も対象にして補助金を交付

してまいります。総額で１７億４，０４９万６，

０００円としております。 

 次に、農林水産業費におきましては、本市の基

幹産業の振興を図るため、田之浜地区において農

林水産業の後継者住宅を建築するとともに、農道

整備や圃場整備、営農飲雑の整備費を計上してお

ります。 

 また、国の支援策の農地・水・農村環境保全活

動支援事業を創設し、平成１９年度から２３年度

までの５年間で実施してまいります。これは、現

状の農村集落では、高齢化等の進行により農村の

集落機能が低下し、農地や農業用水等の適切な保

全管理が困難となってまいります。そのために今

後農村集落を守っていく上に農家だけじゃなく、

地域住民、自治会、各種団体も参加した活動組織

によって地域資源の適切な保全管理と農村環境の

保全に取り組むものでございます。 

 さらに、林業においては、平成１７年度から川

上から川下への木材の物流政策を展開し、林業の

振興と住宅供給を図る西予市産材木造住宅建設促

進事業は、平成１８年の実績見込みでは４６件の

利用者件数となっており、非常に好評を得ていま

す。こうした事象からしても、今後とも市単独事

業として継続すべきものととらえ、本年度も計上

させていただいております。 

 また、林道整備として白木ケ城線や中筋鉢ケ森

線、小振鍵山線開設工事ほか竜王線の整備工事費

を計上しております。 

 このほかに水産業費として高山・田之浜漁港整

備や国道３７８号線俵津バイパス改良工事に伴う

埋立地の負担金、周木漁港整備費等を計上してお

ります。総額で３１億７，６１０万円としており

ます。 

 次に、商工費でございますが、商工業の経営者

を支援するために中小企業振興資金の融資額の増

額やあけはまシーサイドサンパーク交流施設整備

事業費を計上しております。 

 また、このほかに産業創出事業として西予市農

林水産加工開発事業やブランド産品販路開拓支援

事業、地域内発型産業創出事業を目指すものに一

定の補助金を交付する支援費を計上しておりま

す。総額で４億３，０６６万８，０００円として

おります。 

 次に、土木費でございますが、本市の道路整備

については、今日まで建設計画に沿って多額の財

源を投入し整備を進めてまいりましたが、これか

らの財政事情を考慮しますと、このまま継続する

ことはなかなか困難と判断し、本年度から一定の

事業量を抑制することにいたしました。 

 しかし、緊急性、効果性の高いアクセス道や生

活道は今後とも財源の許される範囲で整備を図っ

てまいります。 

 そこで、市道改良工事として、宇和町では旧町

地区２７７号線ほか７本、野村町では荷刺大西鎌

田西線ほか１０本、城川では本村窪ケ市線ほか７

本、三瓶町では垣生２４号線ほか２本の改良工事

費を計上しています。 

 また、河川改修工事や都市下水道整備工事費の

計上、そのほかに公共下水事業の建設事業費の償

還金に充当するための繰出金などそれぞれ計上し

ております。総額で１６億５，９８２万７，００

円としております。 

 次に、消防費につきましては、火災及び災害に

速やかに対応できる体制の整備を図るために、小

型動力ポンプつき積載車７台、小型動力ポンプ２

台を導入し配備します。 

 また、耐久性貯水槽を５カ所設置するととも

に、災害対策費として明浜地区において津波一時

避難場所掲示板設置工事費を計上しています。総

額で８億３，９９９万８，０００円としておりま

す。 

 次に、教育費でございますが、本年も西予市の

未来を担う子供たちのために、全市内の小学６年

生と中学３年生を対象に児童・生徒海外派遣事業

を実施します。 

 また、豊かな体験事業の一環として、全市内の

小学５年生を対象に、広島交響楽団オーケストラ

を招致する経費を計上しています。 

 さらに、施設整備につきましては、三瓶中学校

屋内運動場改築事業費やそれに伴い庭球場の移転

整備費を計上しております。 

 また、文化体育事業として、古代ロマンの里の

整備計画に基づく笠置峠古墳整備やスポーツ立市
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に向けての取り組みとして、愛媛県クラブ対抗駅

伝大会や西日本軟式野球大会を招致する費用を計

上しています。総額で２４億８，３３９万４，０

００円としております。 

 以上、歳出予算の目的別の概要でございました

が、続きまして、歳入についてご説明いたしま

す。 

 まず、地方分権、三位一体改革の一環として行

われた税源移譲で、市民税は約２億９，０００万

円の増収になるものの、一方所得譲与税は皆無と

なり、また地方交付税は地方公共団体に交付され

る総額が、前年度に対して７，０４５億円、４．

４％の減という非常に大幅な減額となっているた

め、これらの基準を踏まえながらの見込みを計上

しております。 

 国庫支出金及び県支出金につきましては、普通

建設事業費等の抑制によって約３億円の減額とな

っております。 

 市債につきましても、後年度に負担を転嫁させ

ないために起債の発行を最大限抑えるものとして

おり、前年度より約４億円の減額としておりま

す。 

 以上、説明してまいりましたが、平成１９年度

予算は、前年度比約７億円、３％の減とし、前年

度に引き続き超緊縮型の予算であり、合併当初の

予算規模から比較いたしますと約３４億円の減額

予算となっておりますが、これも子々孫々まで過

重な負担を残さないための行財政改革のあかしで

あると思っておりますので、どうかよろしくご審

議を賜りご決定いただきますようお願い申し上

げ、私の市政運営に対する一端と平成１９年度予

算の概要について申し上げたものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から説明

をいたさせます。 

○議長 清水財政課長。 

○清水財政課長 それでは、まず初めに、平成１

９年度当初予算編成の概況についてご説明を申し

上げます。 

 予算編成に当たっては、依存財源率の高い地方

交付税の大幅な削減や税源移譲による市民税の影

響額も総体的に少なく、歳入財源は年々減少の傾

向にあります。 

 一方の歳出は、社会保障費や各特別会計繰出金

の増大、さらに公債費が増加し、極めて深刻な財

源不足は生じております。 

 そこで、本年度におきましても、平成１７年度

から導入しております早期退職者制度の継続や平

成１８年度から実施しております特別職給与、議

員報酬、職員手当の一部カットの継続による人件

費の削減、また行政評価システムを導入しての事

務事業全般の見直しと各種施策の優先順位につい

ての厳しい選択を行い、限られた財源を必要な事

業に重点的かつ効率的に配分した予算編成といた

しております。 

 では、予算書に沿って新規事業並びに主な事業

についてご説明を申し上げます。 

 それでは、予算書の６７ページをお開き願いま

す。 

 １３節の中の行政評価システム構築支援委託料

７６６万９，０００円の計上でありますが、これ

は限られた財源を有効に配分するための判断材料

あるいは仕組みの構築、さらには中・長期計画の

現実的な調整と振興管理を図るもので、本年度は

施策達成度評価や施策枠予算の設定及び特定事業

の事務事業評価等を行うための費用でございま

す。 

 次に、７７ページをお開き願います。 

 １３節ソフトウエア開発保守委託料８，３９５

万６，０００円の中に後期高齢者医療制度に伴う

システム開発委託料４，２６５万７，０００円が

含まれております。これは、平成２０年４月に創

設される後期高齢者いわゆる７５歳以上でござい

ますが、この後期高齢者を対象とする新しい高齢

者医療制度の移行に伴い、制度の運営を行う県内

すべての市町が加入する広域連合と一体的に電算

システム構築を行うための委託料を計上しており

ます。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 １２目情報推進事業費８，１４９万円でありま

すが、これは２０１１年で終了するアナログテレ

ビ放送からデジタル化への対応、難視聴対策及び

通信格差の解消を図るためのＣＡＴＶ事業の検討

に係る推進事業費及び設計委託料を計上いたして

おります。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 １６目庁舎建設調査研究費１，４１９万３，０

００円につきましては、合併協定書でうたわれて

いる新庁舎建設事業について総合的に検討を行う

調査研究費や基本設計に係る設計業務委託料を計

上しております。 
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 次に、８４ページでございますが、８節の報償

費８６０万円につきましては、前年度より５００

万円の減額計上といたしております。これは前納

報奨金の乗じる率を０．５から０．３に改正した

ことによるものであります。その下の固定資産事

務委託料２，８７４万４，０００円は、平成２１

年度評価がえに伴う３９０ポイントの鑑定委託料

を計上いたしております。 

 次に、９９ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費１，８０２万９，０００円で

ありますが、これは野村町の前石コミュニティー

センターの整備費と稲生集会所トイレの工事費で

ありまして、前石コミセンは、木造平家建て８

１．２２平米の建設予定であります。 

 次に、１００ページでありますが、１５節の８

７１万５，０００円につきましては、手都合集会

所の整備費で、木造平家建て４６．９３平米の建

設予定となっております。 

 次に、ページ１１１ページでありますが、１９

節の中の三瓶特別養護老人ホーム建設補助金５億

円の計上でありますが、これは社会福祉法人宇和

町社会福祉施設協会が三瓶町において建設予定の

特別養護老人ホームに対し補助金を行うものであ

ります。事業の規模といたしましては、入所定員

５０名、ショートステイ１０名、デイサービス３

０名であります。その下の在宅寝たきり老人介護

手当１，５００万円は、前年度より３，０００万

円の減額計上となっております。これは本年度よ

り住民税非課税世帯に属する者に限定し、かつ支

給額を月額２万５，０００円から１万５，０００

円に算定した額をここに計上いたしております。 

 １１９ページをお願いいたします。 

 １５節の中の４，７８２万円は、地方改善施設

整備事業で、野村町でございますが、市道奈良野

名場練線の道路改良を行うものであります。 

 次に、１２１ページでありますが、１３節の中

の保育対策促進事業委託料１，３５４万６，００

０円につきましては、乳児保育及び育児不安等に

ついての相談あるいは子育てサークル及び子育て

ボランティアの育成等を行うための支援事業に対

する委託料をここに計上いたしております。 

 １３８ページをお願いいたします。 

 １９節の中の浄化槽設置整備事業補助金２，９

６５万１，０００円でありますが、これは先ほど

市長も申しておりましたとおり、本年度から県の

補助対象事業が見直しがされております。しか

し、本市におきましては、今までどおり従前どお

り補助を行うものであります。 

 次に、１５６ページでありますが、１５節工事

請負費３，５００万円でありますが、これは人口

定住による地域の活性化と地域産業の振興を目的

とした農林水産業後継者向けの賃貸住宅を明浜町

において整備するものであります。事業規模とし

ましては、造成用地面積４１８．５７平米、木造

２階建て１戸、延べ床面積１７２．７１平米を計

画しております。 

 次に、１６２ページをお願いいたします。 

 １９節の中の県営圃場整備事業負担金８，３１

２万５，０００円は、経営体育成基盤整備促進事

業、これは宇和町山田地区でありますが、ここに

おけます圃場整備、配水槽、ポンプ場等の整備に

係る事業費負担を行うもので、事業年度は平成１

６年度から２１年度までとなっております。同じ

く中山間地域総合整備事業負担金３，９６４万

９，０００円につきましては、明浜町、宇和地区

におけるため池、圃場整備、用排水路事業等に関

する負担金であります。また、その下の東部地区

９，７５０万円は、これはため池、圃場整備、用

排水路、農道、営農飲雑に関する負担金でありま

す。その下の佐田岬半島東は、排水路、農道事業

等に関する負担金２２２万９，０００円を計上し

ております。県営畑地総合整備事業負担金９，１

８７５万５，０００円につきましては、排水路、

農道、区画整理事業等に関する負担金となってお

ります。 

 １６７ページをお願いいたします。 

 １３節の中の施設管理運営業務委託料６，１７

１万５，０００円につきましては、明浜町のふる

さと創生館、オートキャンプ場、塩ぶろ、民宿故

郷に係る管理運営費をシーサイドサンパーク株式

会社へ２，０４７万５，０００円で委託、また野

村町のほわいとファームに係る費用を株式会社野

村町地域振興センターへ２，３４０万円で、また

城川町の特産品センター、農産物加工センター、

食肉加工センター、産地形成と促進施設に係る費

用を株式会社城川開発公社へ１，７５５万円で管

理委託するものであります。 

 次に、１６８ページでありますが、１０目の農

村環境保全向上活動支援事業費５，２５２万２，

０００円でありますが、これは農地・水・農村環
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境保全活動支援事業に係る交付金を計上するもの

であります。 

 次に、１７２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費２億５，６３０万７，０００

円につきましては、平成１７年度認定の交流と潤

いのある地域づくり計画に基づき、林業関係車両

の安全な運行を確保し、林業振興を図るための林

道改良、舗装事業費を計上するものであります。 

 事業内容につきましては、野村町の林道白木ケ

城線開設、延長６９メートル、林道白木ケ城線支

線開設、延長４７５メートル、林道中筋鉢ケ森線

開設、延長９４０メートル、林道小振鍵山線開

設、延長５８３メートル、宇和町の林道竜王線舗

装、延長８６０メートルとなっています。 

 次に、１７３ページでありますが、１９節の中

の西予市産材木造住宅建設促進事業補助金１，５

００万円につきましては、西予市産材を利活用し

た住宅建築や公共施設等の木造化を推進し、林業

の振興を図るための補助金であります。これは平

成１７年度に制度化したもので、市内に住宅を建

築または購入する場合、市産材の使用材１立方メ

ートル当たり１万２，０００円を補助するもので

あります。しかし、限度は５０万円が限度となっ

ております。その下の間伐材出荷促進対策事業補

助金１，３６０万円は、間伐を促進し、林業振興

を図るための補助金を計上しております。 

 次に、１７９ページでありますが、１５節工事

請負費３，７７０万円につきましては、三瓶町の

魚礁整備事業費等稚魚育成を目的に、明浜町にお

いて増殖礁の整備を行うもので、平成１９年度か

ら２０年度において整備する予定にしておりま

す。 

 １８１ページをお願いいたします。 

 ４目の漁港建設費５億２，５６８万３，０００

円につきましては、田の浜特定漁港漁場整備事業

防波堤の延長１０メートル、高山特定漁港漁場整

備事業防波堤の延長５７メートル、高山漁港漁村

再生交付金事業、突堤延長１６メートル、周木漁

港漁村再生交付金事業、物揚げ場延長２２．５メ

ートルに係る費用を計上しております。 

 また、国道３７８号線改良事業としまして、三

瓶町垣生漁港漁村再生交付金事業及び明浜町俵津

バイパス道路改良事業に係る負担金を計上してお

ります。 

 次に、１８５ページをお願いいたします。 

 ２１節の４，７００万円でありますが、これは

中小企業の振興を図るために、融資基金として各

金融機関へ４，７００万円を預託し、これを金融

機関は預託金の１０倍の融資枠で設定して中小企

業者に貸し付け及び利子補給を行うものでありま

す。 

 次に、１８７ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費７，７８０万円につきまして

は、明浜町のシーサイドサンパーク内にシーカヤ

ック艇庫、広場、遊歩道等を整備し、地域の活性

化及び振興を図るもので、事業内容つきまして

は、シーカヤック艇庫これが２１６平米、広場６

２５平米、遊歩道９０メートル、モニュメント１

カ所でございます。 

 次に、１９３ページでありますが、１９節の中

の農林水産加工品開発事業補助金１００万円につ

きましては、西予市産農林水産物を原材料とした

加工品の開発経費の一部を補助し、地域の活性化

と特産品・加工品づくりを目指す事業者を育成す

るものであります。その下のブランド産品販路開

拓支援事業費補助金１００万円につきましても、

市産品の販路開拓、商品ＰＲ、市場調査等の一部

を補助し、ブランドとなり得る産品を育成するも

のであります。また、地域内発型産業創出事業補

助金１００万円は、地域特性を生かした事業の法

人化、地域課題に貢献する市民手づくり事業や新

たな分野に参入し、事業の多角化を目指す事業所

等を支援するものであります。 

 次に、２００ページでありますが、３目の道路

新設改良費６億９，８２７万４，０００円であり

ますが、これは宇和町の旧町地区２７７号線、多

田地区１２７号線、中川地区１０２号線、中川地

区２６号、２７号、３０号線、旧町地区９６号

線、旧町地区１８１号線、下宇和地区６号線のそ

れぞれの改良工事と石城地区４５号線の舗装工事

を行うものであります。また、明浜町では、すて

きな集落整備事業による道路改良を上げておりま

す。それから、野村町では、荷刺大西鎌田西線、

渓筋田之筋線、馬地惣財久線、岡上線、深山線、

中筋大洲線、愛宕線の改良工事と古市線の舗装、

惣川梼原線舗装、電源立地地域対策事業による道

路舗装工事を行うものであります。城川町では、

本村窪ケ市線、下高野子線、重谷線、旭町竜沢寺

線の改良工事と旭町竜沢寺線橋梁架設工事負担金

を計上しております。三瓶町では、蔵貫浦１３号
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線、周木２７号線、垣生２４号線の改良工事を行

うものであります。 

 次に、２０２ページでありますが、４目の高速

道路周辺整備事業費５，０２３万円につきまして

は、高速道路周辺である宇和地区の下宇和地区３

６号線道路改良、稲生地区排水路整備、下宇和地

区６号線側溝改修等を行うものであります。 

 ５目のまちづくり交付金事業費１億１，４５０

万７，０００円につきましては、宇和地区におい

て商店街及び卯之町町並み舗装整備、開明学校ト

イレ改築、卯之町町並みフットライト整備、野村

地区におきましては、徳城線改良、愛宕山公園整

備を行うものであります。 

 次に、２０５ページをお願いいたします。 

 ２目の港湾建設費１，４７０万円につきまして

は、三瓶港湾しゅんせつ工事費を計上しておりま

す。 

 次に、２１９ページでありますが、１５節の

３，１００万７，０００円と１８節の１，５３６

万４，０００円は、消防施設の整備費でありま

す。 

 事業内容につきましては、野村町の横林分団第

２部の倉庫を新築、また宇和町の伊延西、新城、

野村町の四郎谷、滝山、城川町の中野川地区にお

いて耐震性の貯水槽を設置します。さらに、老朽

化によりまして田之浜分団、下宇和分団第２部、

三瓶町三島分団第４部の小型動力ポンプ積載車の

更新等を行う経費を計上いたしております。 

 次に、２２０ページをお願いいたします。 

 １５節の２６６万２，０００円につきまして

は、自主防災組織を結成し、地域防災活動に積極

的に取り組んでいる明浜町において、津波災害防

止対策費としまして、一時避難場所表示板を設置

する費用であります。 

 次に、２２３ページをお願いいたします。 

 １３節の中の児童・生徒海外派遣委託料１，６

４１万３，０００円につきましては、西予市の未

来を担う子供たちのために、本年度も小学校６年

生３０名、中学３年生３０名を海外に派遣する委

託料を計上いたしております。その下の車借上料

８３万６，０００円は、市内小学生５年生を対象

に、広島交響楽団オーケストラの公演を実施する

ための経費を計上いたしております。 

 次に、２３６ページをお願いいたします。 

 ３目学校建設費３億８，８７１万６，０００円

につきましては、昭和３４年建築の三瓶中学校体

育館の老朽化に伴う改築を行うもので、鉄骨づく

り２階建て１，５１４平米の建設予定でございま

す。 

 ２４２ページをお願いいたします。 

 １３節の中の市民セミナー委託料１２０万円で

ありますが、これは生涯学習の一環としまして、

市民に学習機会を提供することを目的に市民セミ

ナーを開催するものであります。 

 次に、２５７ページをお願いいたします。 

 １５節の３，０９０万円でありますが、これは

古代ロマンの里の整備活用基本計画に基づきまし

て、笠置峠古墳の石室複製の設置及び古墳周辺の

整備約７００平米を行う工事費を計上いたしてお

ります。 

 次に、２６１ページをお願いいたします。 

 １９節の中の文とかまぼこ板の絵事業補助金３

００万円は、福井県坂井市、旧丸岡町であります

が、ここの日本一短い手紙と西予市の全国のかま

ぼこ板の絵との合同での企画展、文とかまぼこ板

の絵物語を展開するための補助金を計上するもの

であります。 

 次に、２６４ページをお願いいたします。 

 １９節の文化の里まちづくり活動事業補助金６

０７万６，０００円の中で開智・開明学校姉妹館

提携２０周年記念事業費３９７万６，０００円が

含まれております。この事業は、昭和６２年１０

月６日に長野県松本市旧開智学校と西予市の旧開

明学校は、文化財指定学校校舎を博物館として活

動していることをご縁に姉妹館の提携を結んでお

ります。本年度が姉妹館提携２０周年となること

から、各種交流事業等の記念事業費を計上したも

のであります。 

 次に、２６５ページをお願いいたします。 

 １３節委託料の中の１９０万円につきまして

は、第４２回愛媛県クラブ対抗駅伝大会が、来年

３月西予市におきまして、１９０チーム前後の参

加のもとで開催されますが、その経費を計上いた

しております。 

 次に、２６８ページをお願いいたします。 

 １５節の３，３５０万円の中に三瓶庭球場整備

費が含まれております。これは、三瓶中学校屋内

運動場改築に伴い、三瓶庭球場の移転整備費を計

上するものであります。事業規模としましては、

人工芝コート１面、クレーコート３面で２，８４
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０平方メートルとしております。 

 次に、歳入でございますが、自主財源のかなめ

であります市税は、三位一体の改革の一環として

行われた税源移譲で、市民税は２億９，３３９万

円の増額、固定資産税は負担調整等によりまして

４，３１５万１，０００円の増額、市税総額では

３億４，３３２万４，０００円、前年度比１２％

の増額といたしております。 

 一方、地方譲与税につきましては、所得譲与税

が廃止になったことによりまして、前年度比４

９．６％の減、額にいたしまして３億３，５８９

万１，０００円の減額といたしております。利子

割交付金、地方消費税交付金等々につきまして

は、平成１８年度実績に基づき算出した額の全額

を計上いたしております。 

 また、地方交付税につきましては、地方財政計

画で対前年比４．４％の減となっておりますの

で、これらを基準といたしまして１億６，６７４

万７，０００円の減額といたしております。 

 国庫支出金につきましては、普通建設事業の抑

制等によりまして、前年度より３億５８６万２，

０００円、前年度比９．６％の減となっておりま

す。 

 最後に、市債につきましては、建設事業費の削

減により前年度より３億９，４６０万円、前年比

１２．５％の減といたしております。そこで合併

特例債や過疎債、辺地債の財政上有利な起債を活

用し必要額をここに計上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長 暫時休憩をいたします。午後２時３５分

より再開いたします。（休憩 午後２時２４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時３５

分） 

 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第４９号「平成１９年

度西予市授産場特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 特別会計予算書の方をお願いいたします。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，３０３万１，０００円といたしております。 

 ９ページからの歳出の主なものは、施設授産場

費の事務費で、人件費等１，５８９万４，０００

円、事業費の賃金等７１３万６，０００円であり

ます。 

 歳入では、手袋加工賃等の施設授産場事業収入

４０９万３，０００円、繰入金で一般会計繰入金

及び保護施設事務費繰入金の１，８９３万６，０

００円を予定しております。 

 続いて、議案第５０号「平成１９年度西予市住

宅新築資金等貸付事業特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 １９ページからとなります。 

 本予算の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１，６２２万３，０００円といたしておりま

す。 

 ２７ページからの歳出の主なものについてご説

明をいたします。 

 住宅新築資金並びに改良資金に借り入れている

公債費の元金１，３１０万６，０００円と利子３

１１万７，０００円であります。 

 次に、２５ページの歳入の主なものにつきまし

て申し上げます。 

 住宅改修資金貸付元利収入７９万８，０００円

及び住宅新築資金等貸付金元利収入１，３７２万

８，０００円、住宅新築資金等貸付事業費県補助

金１６９万３，０００円、一般会計からの繰入金

２，０００円、繰越金２，０００円を予定計上い

たしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 議案第５１号「平成１９年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 ページは３１ページからですが、この奨学資金

は、西予市出身の優秀な学生生徒であって、経済

的理由により就学が困難な者に対し定額を無利子

で貸し付けるものであります。本予算は、新規貸

付予定者３８名、継続貸付者１０１名、計１３９

名分及び運営費をあわせまして５，５５５万９，

０００円計上いたしました。 

 歳入は、奨学資金等５，２３１万９，０００円

及び前年度繰越金３００万１，０００円を計上し

運営するものであります。 

 なお、奨学資金の貸し付けに当たりましては、

西予市育英会理事会に諮り、公正な決定運営を図

ることといたしております。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 武田生活福祉部長。 
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○武田生活福祉部長 議案第５２号「平成１９年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１１の診療所勘定予算で構成されておりま

す。 

 まず、事業勘定予算より説明を申し上げます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 平成１９年度の予算編成に当たりましては、国

民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るた

め、医療費の動向、医療制度改正の対応等国が示

す留意事項に基づき編成いたしたところでありま

す。今後とも保険給付費、介護納付金の増加が見

込まれることなどから、財政状況は一層厳しい状

況になることが予想されますので、健全な財政運

営のための最重点課題であります保険税収入の確

保や医療費適正化対策等を考慮し、そのために必

要な経費を計上いたしました。 

 ４５ページの歳出では、１款総務費９，８６７

万８，０００円、２款保険給付費３９億７，３０

３万７，０００円、３款老人保健拠出金９億１，

６５１万５，０００円、４款介護納付金３億１，

１８２万３，０００円、５款共同事業拠出金７億

３，４６０万１，０００円、６款保健事業費３，

０６２万１，０００円、９款諸支出金７０４万

７，０００円、１０款予備費で１，７０９万７，

０００円を計上いたしております。 

 ４３ページの歳入につきましては、１款国民健

康保険税を１２億７，５１８万６，０００円、４

款国庫支出金は１７億９，２０４万７，０００

円、５款県支出金２億７，４９３万９，０００

円、６款療養給付費等交付金１３億５９４万１，

０００円、７款共同事業交付金６億８，５２６万

８，０００円、９款繰入金７億３，５３０万３，

０００円、１１款諸収入２，０２５万円を計上い

たしております。 

 以上によりまして、事業勘定予算は歳入歳出そ

れぞれ６０億８，９４２万１，０００円といたし

ました。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の受診者は減少傾向にありまして、診

療収入も減収が見込まれ、一般会計からの繰入金

に頼る傾向が強くなり、年々厳しい経営を余儀な

くされておりますが、経費節減に努め、物心両面

にわたる経営の改善に積極的に努め、今後とも地

域になくてはならない診療所づくりを目指す所存

でございます。 

 ４７、４８ページの明浜町の各診療所勘定歳入

歳出予算総額及び診療収入の占める割合並びに一

般会計繰入金は、俵津診療所が総額７，９５１万

１，０００円であり、診療収入は６，１９３万

３，０００円でありまして、診療収入が占める割

合は７８％でございます。一般会計繰入金は１，

６５５万１，０００円でございます。 

 ４９ページ、５０ページの狩江診療所におきま

しては６，２５０万８，０００円でありまして、

診療収入は４，００６万１，０００円、割合は６

４％で、一般会計繰入金は１，７２８万８，００

０円でございます。 

 ５１、５２ページの高山診療所につきましては

７，７６７万１，０００円で、診療収入は４，３

２４万８，０００円、割合は５６％で、一般会計

繰入金は３，３３７万１，０００円であります。 

 ５３、５４ページの田之浜診療所につきまして

は１，９７１万３，０００円で、診療収入は１，

３５３万５，０００円、割合は６９％で、一般会

計繰入金は６０３万６，０００円であります。 

 次に、野村町の各診療所勘定でございますが、

５５、５６ページの坂石診療所が２８９万９，０

００円で、診療収入は７３万３，０００円、割合

は２５％、一般会計繰入金は１５３万４，０００

円であります。 

 ５７、８ページの惣川診療所につきましては９

５２万５，０００円で、診療収入は８０１万円、

割合は８４％で一般会計からの繰入金はございま

せん。 

 次に、城川町の各診療所勘定予算総額は、５

９、６０ページの土居診療所が１億４，３０７万

２，０００円で、診療収入は１億１５８万４，０

００円、割合は７１％、一般会計繰入金は１，８

８８万８，０００円であります。 

 次、杉之瀬出張診療所が１，７５４万１，００

０円で、診療収入は１，７４６万９，０００円、

割合は９９％であります。 

 ６３、６４ページの遊子川出張診療所が４８７

万５，０００円で、診療収入は４３０万３，００

０円、割合は８８％で、杉之瀬、遊子川いずれも

一般会計からの繰入金はございません。 

 次に、三瓶町の各診療所勘定予算総額でありま
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すが、６５、６６ページの二及診療所が４，３９

０万８，０００円で、診療収入は４，２５３万

５，０００円、割合は９７％であります。 

 次に、６７、６８ページの周木診療所が４，４

８１万７，０００円で、診療収入は４，３５１万

９，０００円、割合は９７％で、二及、周木いず

れも繰入金はございません。 

 なお、本予算案につきましては、本年３月２日

に開催いたしました国保運営協議会におきまして

慎重なご協議をいただきまして、本日ご提案申し

上げる次第でございます。 

 続きまして、議案第５３号「平成１９年度西予

市老人保健特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 急速な少子・高齢、低迷する経済状況、医療技

術の進歩、国民生活や意識の変化など、医療を取

り巻く環境は大きく変化しており、特に高齢者医

療制度については、急速に増大する老人医療費へ

の対応が必要でありまして、世代間の公平な負担

を実現するとともに、後期高齢者への施策の重点

化、公費負担の拡充を図る等のため、医療制度改

革大綱に沿って新たな高齢者医療制度の創設が平

成２０年４月に向け実現を図ることとされたとこ

ろでございます。そうした中、愛媛県でも本年２

月１９日に、西予市を含む県内２０市町が加入す

る愛媛県後期高齢者医療広域連合が設立されたと

ころでございます。そのような状況の中、平成１

９年度は、西予市においては、現在の老人保健法

のもとでの最後の予算編成となりますが、医療費

については、１人当たり老人医療費は県下でも低

位にあるとはいいましても、高齢化の進展、慢性

的な生活習慣病の増加等により毎年上昇傾向にあ

り、そのような状況を踏まえ予算計上を行ったと

ころでございます。 

 それでは、２５５ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６７億５，０１２万円と定めるものでありま

す。 

 歳出の主なものにつきましては、２６６ページ

からとなっております。総務費で７，１１０万

４，０００円、そのうち今年度は後期高齢者広域

連合経費の市町村分担金を２，２９０万４，００

０円計上いたしております。 

 次に、２６８ページの医療諸費では、医療給付

費６５億６，４００万円、医療費支給費８，７６

０万円、審査支払手数料２，６４４万円を医療受

給対象者数及び前年度の医療費実績額、また平成

１８年１０月からの患者負担の見直し等による保

険給付分の減額分等を考慮して、合計６６億７，

８０４万円を見込み計上いたしております。これ

は前年度対比で２．８％の減となります。また、

予備費として９７万円を計上いたしております。 

 次に、２６１ページに戻っていただきまして、

歳入についてご説明を申し上げます。 

 医療費に対する支払基金交付金として３３億

７，３４０万１，０００円、審査支払手数料交付

金として２，６３１万９，０００円、あわせて３

３億９，９７２万円を計上いたしました。 

 また、２６２ページの医療に対する国庫負担金

におきましては、医療費負担金として２１億７，

６１３万４，０００円、２６３ページの県負担金

につきましては、医療費県負担金として５億４，

４０３万３，０００円を計上いたしております。 

 一般会計繰入金につきましては、医療給付費分

５億４，４０３万４，０００円、事務費分７，２

１９万２，０００円、合計６億１，６２２万６，

０００円を計上いたしました。 

 また、２６５ページの諸収入として第三者納付

金を１，４００万円計上いたしております。 

 なお、歳入については、段階的に交付金割合の

引き下げと公費割合の引き上げが毎年行われてい

るため、前年度と比べまして交付金が大きく減少

し、公費である国庫負担金、県負担金、一般会計

繰入金が増加するという結果となっております。 

 続きまして、議案第５４号「平成１９年度西予

市介護保険特別会計予算」につきまして提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本予算については、地域住民の心身の健康の保

持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと

により、地域住民の保健・医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的として、包括

的支援事業等を地域において一体的に実施する役

割を担う中核的機関として地域包括支援センター

を設置し、事業を実施する予算を新たに計上いた

しております。 

 それでは、予算書の方２８１ページをお願いい

たします。 

 本予算の事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ４３億２，０８３万２，０００円

と定めるものであります。 
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 明浜特別養護老人ホーム勘定の歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ３億２，３９７万５，

０００円、明浜居宅介護支援勘定の歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ１，３５４万９，０

００円、明浜デイサービス勘定の歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ２，６０３万８，００

０円、城川居宅介護支援勘定の歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ２，１２８万４，０００

円といたしております。 

 ２８１ページからの内訳といたしまして、介護

保険特別会計事業勘定予算で、歳出の主なもの

は、総務費の総務管理費で７，５７０万６，００

０円、賦課徴収費１３６万３，０００円、介護認

定診査会費３，１４４万１，０００円、保険給付

費の介護サービス等諸費で３２億３，８８０万

円、介護予防サービス等諸費５億９，８２０万

円、その他諸費５３０万円、高額介護サービス等

費７，８２０万円、特定入所者介護サービス等費

１億８，２５２万円、地域支援事業費の介護予防

事業費で１，７８５万５，０００円、冒頭に申し

上げました包括的支援事業２事業これが８，５１

５万４，０００円であります。 

 ２７９ページからの歳入の主なものにつきまし

ては、保険料の介護保険料で６億３，４６１万

１，０００円、歳出の介護予防事業費の事業実施

に伴う利用者の負担金で１４８万１，０００円、

国庫支出金の国庫負担金で７億１，６６７万９，

０００円、国庫補助金３億７，１８５万５，００

０円、県支出金の県負担金で６億１，６８０万

４，０００円、県補助金で１，３３９万６，００

０円、支払基金交付金の支払基金交付金で１２億

７，６３２万円、繰入金の一般会計繰入金で６億

６，４５０万３，０００円、基金繰入金２，５１

２万３，０００円を予定しております。 

 次に、２８５ページの明浜特別養護老人ホーム

勘定会計でございますが、歳出の主なものは、総

務費の施設管理費で２億７，８９３万９，０００

円、研究研修費で１９万３，０００円、サービス

事業費の居宅サービス事業費で２１２万円、施設

介護サービス事業費３，６５４万１，０００円、

諸支出金の繰出金で３００万円、予備費として３

０８万５，０００円であります。 

 次に、２８３ページに戻りまして、歳入の主な

ものにつきましては、サービス収入の介護給付費

収入で２億５，７４５万６，０００円、自己負担

金収入４，２８９万１，０００円、特定入所者介

護サービス等収入２，３０６万１，０００円を予

定いたしております。 

 次に、２８８ページの明浜居宅介護支援勘定会

計予算でありますけれども、歳出につきまして

は、総務費の施設管理費で１，２４２万６，００

０円、サービス事業費の居宅介護支援事業費で７

１万１，０００円、予備費で４１万２，０００円

であります。 

 ２８７ページへ戻りまして、歳入の主なもの

は、サービス収入の介護給付費収入で５８２万

１，０００円、介護予防支援費収入３８万４，０

００円、繰入金で他会計繰入金７３４万２，００

０円を予定いたしております。 

 次に、２９０ページの明浜デイサービス勘定会

計予算でございますが、歳出の主なものは、総務

費の施設管理費で２，３０５万２，０００円、サ

ービス事業費の居宅サービス事業費で２１０万

１，０００円、予備費で８７万円でございます。 

 ２８９ページへ戻りまして、歳入の主なもの

は、サービス収入の介護給付費収入で１，６８０

万１，０００円、自己負担金収入３３６万円、繰

入金で明浜特別養護老人ホーム特別会計繰入金３

００万円、諸収入の受託事業収入で２８０万円を

予定いたしております。 

 次に、２９２ページの城川居宅介護支援勘定会

計予算でございますが、歳出の主なものは、総務

費の施設管理費で１，９８９万６，０００円、サ

ービス事業費の居宅介護支援事業費で１３８万

６，０００円であります。 

 ２９１ページの歳入に戻りまして、歳入の主な

ものは、サービス収入の介護給付費収入で１，２

２９万６，０００円、介護予防支援費収入１１５

万３，０００円、繰入金の他会計繰入金７８３万

２，０００円を予定いたしております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第５５号「平成１９年度西

予市港湾整備事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 ４０１ページからでございます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１３２万１，０００円と定めるものであります。 

 歳出では、長期債元金償還金１２７万３，００
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０円及び利子償還金４万８，０００円を計上いた

しました。財源につきましては、一般会計繰入金

を充当しております。 

 続きまして、議案第５６号「平成１９年度西予

市簡易水道事業特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 ４１１ページからでございます。 

 平成１９年度に実施します事業の主なものとし

て、多田地区営農飲雑用水事業を昨年に継続して

行い、また田穂簡易水道配水池新設工事を行うこ

ととし、歳入歳出の総額をそれぞれ５億７，１０

０万５，０００円と定めるものであります。 

 まず、歳入歳出予算からご説明申し上げます。 

 歳出の主なものして、総務管理費において、中

山間事業負担金として４，９７２万５，０００円

を計上し、このほか人件費等をあわせて１億７，

７８３万９，０００円を見込んでおります。 

 また、施設整備費において、多田地区営農飲雑

用水事業の工事請負費を県工事受託分２億５，４

００万４，０００円、単独分１，９９９万６，０

００円を計上しておりますほか、大野ケ原簡易水

道給水管布設がえ工事８００万円、田穂簡易水道

配水池新設工事１，３４４万円、下泊配水管移設

工事３００万円を計上いたしております。このほ

かの工事請負費、委託料、補償費等をあわせまし

て３億１，５５６万５，０００円を見込んでおり

ます。このほか公債償還金７，５７０万１，００

０円、予備費１９０万円を計上いたしておりま

す。 

 これらに対する財源の主なものとして、給水収

入１億２，０５５万９，０００円、県補助金６７

２万円、受託事業収入２億５，１６５万６，００

０円、一般会計繰入金８，６３２万５，０００円

を含む繰入金１億１，７２７万９，０００円、市

債５，６３０万円、このほか分担金及び負担金、

財産収入、繰越金、諸収入等をあわせて１，８４

９万１，０００円を見込み充当いたしました。 

 次に、地方債でございますが、多田地区営農飲

雑用水施設事業に係るもの、田穂簡易水道配水池

新設工事に係るものとして限度額を５，６３０万

円と定めるものでございます。 

 次に、議案第５７号「平成１９年度西予市農業

集落排水事業特別会計予算」について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 ４３９ページからでございます。 

 第１条の歳入歳出予算でございますが、歳入歳

出総額をそれぞれ１４億６，５７７万７，０００

円と定めるものでございます。 

 本年度の西予市農業集落排水事業における主な

事業としましては、汚水処理を実施しております

８地区の施設の維持管理業務と継続で事業を進め

ております宇和町多田地区、明間地区の施設整備

であります。また、明間地区におきましては、地

理的条件から、農業集落排水事業において整備す

ることができない地区について浄化槽市町村整備

推進事業の認可を受け、今年度においては、合併

浄化槽１０基の設置を計画しております。 

 平成１９年度の予算の主なものは、施設管理費

としまして７，１００万２，０００円計上してお

りますが、処理施設に係る光熱水費１，６０９万

８，０００円、くみ取り手数料２，０１３万円、

機械器具保守点検委託料３，０９５万３，０００

円等でございます。 

 次に、施設整備費でありますが、１１億５，７

９８万２，０００円を計上しており、その主なも

のは、人件費の一般職給料１，１８５万３，００

０円、職員手当等８７１万６，０００円、消耗品

費等の需用費１，６６１万３，０００円、工事設

計のための委託料４，４５３万１，０００円、処

理施設、管路施設及び合併浄化槽設置整備のため

の工事請負費１０億６，３０５万円、明間地区に

おける処理場用地取得費に係る公有財産購入費４

８０万円を計上しております。 

 次に、公債費でありますが、２億３，６７４万

９，０００円を計上しております。これは今まで

に建設された施設整備に対する元利償還金であり

ますが、元金１億７，４６１万８，０００円、利

子６，２１３万１，０００円をそれぞれ計上して

おります。また、予備費として４万４，０００円

を計上いたしました。 

 歳入の主なものにつきましては、汚水処理に伴

う施設使用料５，７４９万１，０００円、施設整

備事業における受益者の分担金３，４６０万円、

供用開始地区における新規加入者の負担金６８０

万円、県補助金６億８，５３１万４，０００円、

市債の元利償還並びに施設整備等として一般会計

繰入金２億７，２５６万２，０００円、前年度か

らの繰越金７１０万円、消費税還付金等の諸収入

５１２万円、市債３億９，６７０万円を充当して

おります。 
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 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還金の方法を第２表により定めております。 

 次に、議案第５８号「平成１９年度西予市公共

下水道事業特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 ４６３ページからでございます。 

 西予市の公共下水道事業についてであります

が、平成１６年度末より供用を開始している野村

処理区では平成１１年度から、また本年３月末に

供用開始予定の宇和処理区では、平成１２年度か

らそれぞれ事業に着手しております。 

 平成１９年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約３，０００メートル

の管路整備工事及び宇和浄化センターの汚泥処理

設備工事を、また野村処理区では、延長約２，０

００メートルの管路整備工事及び野村浄化センタ

ー汚泥処理設備工事をそれぞれ予定しておりま

す。 

 それでは、予算の説明に入りたいと思います。 

 本予算は、歳入歳出総額を９億２，６０８万円

と定めるものであります。 

 次に、地方債でございますが、限度額を３億

２，１５０万円、利率４％以内などを定めるもの

でございます。 

 詳細をご説明いたします。 

 事業推進費の６４万１，０００円でございます

が、宇和処理区における公共下水道事業の推進及

び普及促進などに要する経費でございます。 

 次に、施設整備費として７億３，６２６万１，

０００円を計上しておりますが、主なものとして

は、一般職給２，５８１万３，０００円、職員手

当等１，８６７万２，０００円、管路実施設計、

浄化センター建設工事委託等の委託料１億８，１

００万円、管路整備工事に関します工事請負費４

億８，９７０万円等であります。施設管理費６，

１０１万８，０００円でございますが、先ほどご

説明いたしましたとおり、宇和、野村両処理区の

維持管理費用であります。臨時雇い賃金５４万

９，０００円、消耗品費、光熱水費等の需用費

１，２２７万９，０００円、浄化センター維持管

理委託料等の委託料２，４７３万５，０００円、

公共下水道接続奨励金２，０１７万８，０００円

等を計上しております。 

 財源といたしましては、公共下水道国庫補助金

２億８，２００万円、市債の元利償還金及び施設

整備費等として一般会計繰入金を２億２２０万

１，０００円、前年度繰越金１１０万円、消費税

の還付金等を雑入として９２４万５，０００円、

市債として３億２，１５０万円、公共下水道事業

費分担金８，７００万円及び施設使用料２，３０

３万４，０００円を充当しております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率償還

の方法を第２表により定めております。 

 次に、議案第５９号「平成１９年度西予市上水

道事業会計予算」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

 公営企業会計予算書のページ１ページからでご

ざいます。 

 平成１９年度においては、宇和上水道事業にお

いて、第４次拡張事業として電気計装設備の新設

と更新を実施してまいります。 

 また、野村上水道事業において、坂石送水管布

設変更工事、三瓶上水道事業において、朝立送水

管移設工事を予定しております。 

 まず、業務の予定量についてご説明いたしま

す。 

 給水戸数につきましては、宇和上水道事業５，

６２０戸、明浜上水道事業２，１６０戸、野村上

水道事業２，３８８戸、三瓶上水道事業３，１０

０戸のあわせて１万３，２６８戸を予定しており

ます。 

 また、西予市全体における１日平均給水量を１

万２，３５３トン、年間総給水量を４５０万８，

４２０トンと予定しております。 

 続いて、収益的収入及び支出についてご説明申

し上げます。 

 費用の主なものでは、営業活動に係る営業費用

として５億２，６８９万円、企業債償還利息等の

営業外費用として９，７４５万３，０００円、こ

のほか特別損失、予備費等をあわせて水道事業費

用の総額を６億３，３４１万８，０００円と計上

いたしております。 

 これに対し収益の主なものは、営業活動に基づ

く給水収益の６億２，３４８万６，０００円であ

りますが、これを含む営業収益で６億３，０３７

万７，０００円、営業外収益で１，２２３万７，

０００円を見込み、このほか特別利益とあわせて

水道事業収益の総額を６億４，２６４万４，００

０円と見込んでおります。 

 また、営業運転資金として一般会計から長期借
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入金６５０万円を借り入れることと定めておりま

す。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明いた

します。 

 支出の主なものは、宇和上水道事業における第

４次拡張事業の工事請負費８，２００万円、野村

上水道事業における坂石送水管布設変更工事請負

費２，０００万円、三瓶上水道事業における朝立

送配水管移設工事請負費１，３５０万円であり、

これらを含む建設改良費として２億８，９５３万

１，０００円を計上いたしております。 

 また、企業債償還金１億７７５万３，０００

円、予備費１００万円をあわせまして資本的支出

の総額を３億９，８２８万４，０００円と計上い

たしております。 

 これに対し資本的収入の主なものは、企業債

７，０００万円でありまして、このほか工事負担

金、他会計繰入金をあわせて資本的収入の総額を

１０億９３１万３，０００円と見込んでおりま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

を補てんする財源は、総則の第４条括弧書きの中

で説明しておりますとおりであります。 

 続いて、地方債でございますが、宇和上水道事

業における第４次拡張事業に伴う建設改良費に係

るもので、限度額を７，０００万円と定めるもの

でございます。 

 また、一時借入金の限度額を２億４，０００万

円、棚卸資産購入限度額を１，６００万円とそれ

ぞれ定め、議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費として職員給与費１億３０４万

円、交際費１０万円と定めるものでございます。 

 なお、一般会計からこの会計へ受ける補助金

は、企業債償還に充てるための２，３３３万９，

０００円であります。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 上甲病院総括事務長。 

○上甲病院総括事務長 議案第６０号「平成１９

年度西予市病院事業会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 公営企業会計予算書をお開きいただきたいと思

います。 

 １２５ページであります。 

 第２条の業務予定量からご説明申し上げます。 

 病床数は一般病床２１０床、療養病床５２床、

感染症２床、合計の２６４床であります。年間患

者数は、入院８万５，２７８人、外来１３万８，

６７０人で、１日平均患者数は、入院で２３３

人、外来で５６６人を見込んでいます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 収入は、第１款事業収益は３２億７，２５４万

円を計上しておりますが、その内訳は外来、入院

の診療収入、室料の差額、人間ドックや検診収入

などの医業収益３１億９，２５８万６，０００

円、企業債利息に対する一般会計補助金などの医

業外収益を７，９９１万４，０００円でございま

す。 

 支出では、第１款医業費用として３２億７，２

５４万円を計上しておりますが、その内訳は、職

員の人件費や事務費、材料費、経費などの医業費

用が３１億４，１３２万９，０００円、企業債の

支払い利息など１億３，１１７万１，０００円で

ございます。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出についてご

説明申し上げます。 

 まず、収入で、第１款資本的収入として２，９

６３万３，０００円を計上しておりますが、内訳

として出資金２，９６３万２，０００円は、企業

債の償還に係る一般会計負担金でございます。 

 次に、支出でございますが、建設改良費８，９

１６万８，０００円と企業債償還金９，５５９万

円の総額１億８，４７５万８，０００円でありま

す。 

 建設改良費の主なものは、宇和病院では、ＥＯ

Ｇガス減菌機、患者監視モニターなどでありま

す。野村病院では、ＣＴ、ナースコール改修工事

などであります。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足す

る額１億５，５１２万５，０００円は、過年度分

損益勘定留保資金で補てんするものであります。 

 第３条、４条のご説明をいたしましたが、詳細

につきましては、１２７ページから病院事業会計

予算実施計画、１３０ページからは宇和病院、１

４０ページからは野村病院の予算明細書を記させ

ておりますので、ごらんいただきたいと存じま

す。 

 次に、第５条は、一時借入金の限度額を５億円

と定めさせていただいております。 
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 第６条といたしまして、議会の議決を経なけれ

ば流用することができない経費として、職員給与

費１８億６８８万６，０００円、交際費３４０万

円と定めております。 

 第７条は、棚卸資産の購入限度額を９億５，０

００万円と定めるものであります。よろしくご審

議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第６１号「平成１９年

度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 ページは１５９ページからでございます。 

 介護老人保健施設は、介護保険サービスの中核

を担う施設としての役割がますます期待されてき

ているところであります。提案いたしました本案

は、歳入歳出それぞれ４億１５万９，０００円と

するものであります。 

 業務の予定量につきましては、入所定員が８０

人で、入所１日平均７９人で、入所率９８％を予

定いたしております。 

 次に、１６０ページ、第４条の資本的収入及び

支出でございますが、資産購入費企業債償還金

３，２７０万円を計上いたしております。 

 不足する額につきましては、全額過年度損益勘

定留保資金で補うようにいたしております。 

 なお、詳細につきましては、１６１ページから

実施計画書等を記載いたしております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 諮問第１号及び諮問第２号「人権擁

護委員候補者の推薦について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 法務大臣から委嘱された人権擁護委員のうち、

野村町の兵頭義之氏及び太田俊岳氏が、平成１９

年６月３０日をもって任期満了となります。今回

の任期満了に伴い、その後任について検討をいた

しました結果、兵頭氏につきましては、引き続き

推薦することとし、太田氏には本人の意向もある

ことから勇退いただき、後任として渡邊美惠子氏

を推薦したいと存じます。 

 兵頭氏は、長年にわたり野村町役場の奉職後、

平成１３年４月から人権擁護委員としてご活躍い

ただいており、現在県人権擁護委員連合会副会長

の要職についておられます。 

 渡邊氏は、長年にわたり教職を務められ、在職

中はいじめ、不登校の問題など最優先課題として

取り組んでこられ、また教職退職後は、西予市福

祉事務所の家庭児童相談員としてご活躍されまし

た。それぞれ人格、見識高く、広範な知識と豊か

な経験から社会の秩序全般に通じ、人権擁護に深

い理解があり適任者であると考え、人権擁護委員

法第６条第３項に基づき議会の意見を聞くもので

あります。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長 森総務部長。 

○森総務企画部長 報告第１号「平成１７年度西

予市一般会計継続費精算報告書の報告について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成１７年度において健康保養地構想事業及び

農産物加工施設整備事業の継続費に係る継続年度

が終了したので、地方自治法施行令第１４５条第

２項の規定により、継続費精算計算書を添えてご

報告申し上げます。 

○議長 ただいま議題といたしました案件につい

ては、明後日質疑を予定しておりますが、これよ

り一部議案のみお諮りいたします。 

 まず、諮問第１号及び諮問第２号「人権擁護委

員候補者の推薦について」質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りします。 

 諮問第１号及び諮問第２号については、会議規

則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とし

ます。 

 お諮りいたします。 

 まず、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦

について」原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第

１号は原案のとおり同意いたしました。 

 次に、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦

について」原案のとおり同意することにご異議あ
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りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第

２号は原案のとおり同意いたしました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、発議第１号「西予市議

会委員会条例の一部を改正する条例制定につい

て」及び発議第２号「西予市議会会議規則の一部

を改正する規則制定について」の２件を一括議題

といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ５番元親孝志君。 

○５番元親孝志君 それでは、提案をいたしてお

ります２議案につきまして提案理由の説明を申し

上げます。 

 発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 昨年、地方公共団体の自主性、自立性の拡大を

図るため地方自治法が改正され、地方議会のあり

方につきましても必要な措置が講じられたところ

であります。地方自治法第１０９条第３号等の規

定により、閉会中においては、会議に諮ることな

く議長が委員会の委員を選任することができる例

外規定を設けるもの及び同法第１２３条の規定に

より、会議録を電磁的記録によることもできるこ

ととするために本条例の一部を改正するものであ

ります。よろしくご審議の上、ご賛同くださいま

すようお願い申し上げます。 

 次に、発議第２号「西予市議会会議規則の一部

を改正する規則制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 先ほどの発議第１号と同様、地方自治法が改正

され、地方議会のあり方につきまして必要な措置

が講じられたところであります。つきましては、

同法第１０９条第７号の規定により、常任委員

会、議会運営委員会または特別委員会が議会に議

案を提出できることとするもの及び同法第１２３

条の規定により会議録を電磁的記録によることも

できることとするために本規則の一部を改正する

ものであります。よろしくご審議の上、ご賛同く

ださいますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長 提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号及び発議第２号については、会議規

則第３７条第２項の規定により委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りします。 

 まず、発議第１号「西予市議会委員会条例の一

部を改正する条例制定について」は原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、発議第２号「西予市議会会議規則の一部

を改正する規則制定について」は原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時３５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時３７

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第６２号

「市道路線の廃止について」から議案第６７号

「西予市営土地改良事業の施行について」までの

６件を本日の日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、６件の

議案を本日の日程に追加し、議題とすることに決

定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第６２号「市道路線

の廃止について」から議案第６７号「西予市営土

地改良事業の施行について」までの６件を一括議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 
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 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第６２号「市道路線の廃止

について」、議案第６３号「市道路線の認定につ

いて」一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回１路線の廃止と４路線の認定をお願いする

ものであります。 

 まず、城川町の寺野線は、地区の生活道路とし

て機能しておりますが、本線終点から１８０メー

トルの地点に水源地があることから、全線廃止

後、水源地までの再認定をお願いするものであり

ます。須田線は林道として開設されましたが、現

在は地区の重要な生活道路として機能している道

路であります。日浦山本線は、本線の終点に住宅

があり、本線が唯一の生活道路となっており、維

持管理も地元で実施している道路であります。宇

和町の旧町地区１６６号線は、宇和浄化センター

へ通ずる重要な道路であり、市道として認定をお

願いするものであります。 

 なお、本件に係る市道の廃止及び認定につきま

しては、さきの２月２１日に開催いたしました西

予市道路格付専門委員会において承認をいただい

ております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 議案第６４号から第６７号「西

予市営土地改良事業の施行について」一括して提

案のご説明を申し上げます。 

 本案は、平成１９年度に城川町遊子谷、魚成、

野村町大西、西の４地区において県単独土地改良

事業を施行することに伴い、西予市営土地改良事

業施行条例第５条の規定により議会の議決を求め

るものであります。 

 事業の内容につきましては、城川地区の２件は

かんがい排水工事を、野村地区の２件は農道舗装

工事を施工するもので、これらにより効率的な農

業経営を図るものであります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

○議長 以上で理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は明日３月８日午前９時より一般質問を行

います。 

  散会 午後３時４２分 
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議  事  日  程 

１ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  

（日程１） 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 皆さんおはようございます。 

 きのう、きょうと思わぬ雪が降りまして、大変

びっくりいたしておるところでございます。こと

しは全般的には非常に温暖化でございまして、暖

かい春を迎えておるわけでございます。地球温暖

化と言われ始めて随分久しくなるわけでございま

すが、ことしぐらい一人一人が何かおかしいな

と、温暖化してるなということを感じるのも初め

てではないかなというふうに思っております。 

 ちょうど今から４５年前、１９６２年にアメリ

カの環境生態学者レーチェルカーソンが、沈黙の

春という１冊の本を書かれております。これは当

時アメリカそしてヨーロッパにおける近代農業に

おいて大量の殺虫剤を使用しておりまして、この

まま農薬を使い続けると、やがて地球上には虫が

いなくなって小鳥がいなくなる。春が来ても小鳥

がさえずらない沈黙の春が訪れるということで、

環境破壊に対する警鐘を鳴らされたわけでござい

ます。それから４５年たちまして、私たちは今地

球温暖化ということでこのことが証明されたのか

なというふうに思わざるを得ないのかなというふ

うに思っております。地球の大きさに比べます

と、我々一人一人の大きさというのは、一見無関

係に思えたわけですけれども、今ここに来て、一

人一人の何げない行動が地球の環境まで変えたと

いうことで、地球の大きさと我々一人一人の大き

さは、ある意味で表裏一体の関係にあるというこ

とも同時に証明されたのかなというふうに思って

おります。そういう中で、今環境問題も、そして

食糧の問題、資源、エネルギーの問題、あるいは

また経済の問題におきましても、地球規模でとら

えて、そしてその中で、例えば西予市で何ができ

るか、何をしなければいけないかということを議

論していかなければいけない時代が来たのかなと

いうふうに思っております。 

 三好市長も就任されました当初、最初の定例会

におきまして、所信表明の中で、たしかこう言わ

れたと私は記憶いたしておりますけれども、これ

からの時代はグローバルに考え、そしてローカル

に実践していかなければいけないということを言

われたと思います。前置きが長くなりましたけれ

ども、きょうはそういう中で、私はローカルな実

践という視点で２点ばかり質問をさせていただき

たいと思います。 

 それでは、介護保険制度の改正に伴う問題点に

ついて質問をいたします。 

 ５年に一度見直しが義務づけられている介護保

険制度は、２００６年４月から内容が大幅に改正

されました。今回改正された主な内容につきまし

ては、予防介護に重点が置かれたこと、施設の入

居費、食費が自己負担になったこと、サービスの

質の向上を目指すこと、地域密着型サービスの拠

点づくりなどであります。今回の改正に伴い、以

下の２点について質問をいたします。 

 初めに、施設給付の見直しに伴う利用者の負担

増についてであります。 

 これは、介護保険制度がスタートして、わずか

３年で利用者が倍増をするという状況に陥り、一

気に保険財政が苦しくなってきたことが原因して

います。今回の改正は、制度破綻を避けるための

苦肉の策だと考えております。既に２００５年１

０月から前倒しでスタートしております。具体的

には、介護保険の３つの施設サービス、特別養護

老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療

施設において、そこにかかる居住費と食費が全額

利用者側の自己負担になりました。今までの施設

サービスの自己負担は、サービス利用料の１割負

担と食費の一部、さらには日用雑貨に係る費用の

みでした。減免措置が適用される低所得者を除け

ば、厚生労働省が示した基準費用額をもとに計算

いたしますと、特別養護老人ホームの４人部屋に

入所した場合、月々５万円から６万円、国民年金
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の範囲を支払えば済んでおりました。しかし、２

００５年１０月からの改正では、月々の負担は８

万円を超えることになりました。当然国民年金だ

けでは足りません。居住費等が自己負担になるの

は、施設サービスだけでなく、居宅サービスに位

置づけられている短期入所サービスについても同

等の扱いになります。利用者にとって重い負担に

なることは明らかであります。 

 一方で、このような厳しい状況を強いながら、

国の指導は施設の個室化を自治体に要求していま

す。これは介護保険法のいう尊厳の保持に基づく

措置だろうと思います。西予市においても、１２

月の定例会において、宇和町の松葉寮と野村町の

法正園の個室化のための市の負担が計上されまし

た。４人部屋ですら負担に耐えられない利用者が

出始めている現状において、個室化にしたら、負

担はどうなるかという心配であります。既に改正

後施設からの退所を余儀なくされ、入所期間を短

縮するといった動きが出始めております。個室化

すれば利用者負担も１０万円を超え、官・民の格

差がほとんどなくなります。社会保障とは、本来

自力ではどうにもならない低所得者層いわゆる社

会的弱者を救済するのが公共の目的であったと思

います。今回の措置は、本来の趣旨からすれば、

当然理解、納得できません。特にことし３月から

定年を迎えられる団塊の世代の人たちが介護を必

要とされる１０年後以降が問題であります。１０

年後の受け入れ態勢と負担額は市民の理解が得ら

れるように計画されているのでしょうか。今回の

改正では、市町村は市町村介護保険事業計画にお

いて、当該市町村が定める日常生活圏域ごとの介

護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みや

地域支援事業の量の見込み等を定めることになっ

ております。 

 ここで質問をいたします。 

 １０年後西予市では、要介護者を何人程度と推

定されているのか。そのときの西予市の官・民あ

わせた受け入れ態勢、いわゆるベッド数は何床確

保できる見込みなのか。当然入所できない待機者

が相当数発生してまいります。その人たちはどの

ように対処される予定なのか。今検討されている

三瓶町の介護施設も全室個室の計画なのか。個室

化ということは、利用者負担と保険財政を考慮に

入れなければ、理想的で何も反対するものではあ

りません。 

 しかし、それは必要とする他の条件がすべて満

たされた後の選択肢であると思います。既に待機

者を抱える現状において、当面要求されることは

ベッド数の確保であり、利用料の抑制ではないか

と思います。さらなる個室化は、時期尚早と思い

ますが、理事者の考えをお伺いいたします。 

 ２点目は、地域密着型サービスについてであり

ます。 

 改正の主な目的は、施設介護の規制緩和と介護

を原点に戻すということであります。特に注目し

たいのが、小規模多機能型居宅介護であります。

このことにつきましては、私は当初から西予市の

介護施設は小規模多機能サービスで行ってはどう

かと質問をしてまいりました。大きな施設を建て

て周辺からそこに人を集める、いわゆるていのい

いうば捨て山にするのではなく、介護の理念であ

る住みなれた場所で、そこに住む人たちの手で人

とのきずなを失わない介護を実現することが介護

の理想ではないかと主張してまいりました。三好

市長もこのことにつきましては、以前から理解を

示していただき、既に宇和町ではあんしんの家と

して民家を改造した小規模多機能型サービスがス

タートいたしております。今回の法改正によって

市町村長が整備料を定め、市町村長の権限で事業

者を指定することができるようになりました。改

正によって以前より大幅に規制が緩和され、今ま

で主張してきたことが、さらに容易に実現可能に

なってきたと、今回の法改正を歓迎いたしておる

わけであります。この機会にぜひ他の４町にも広

めていただきたいと、改めて切望するものであり

ます。 

 今回の改正の特徴は、デイサービスを中心とし

ながら、必要であれば、デイサービスの時間を長

くしたり、いつでも在宅介護者の家を訪問した

り、ショートステイもできるような利用者のニー

ズに応じて２４時間、３６５日の安心を確保する

サービス拠点をつくりなさいという改正でありま

す。 

 さらに、利用料につきましても、サービスごと

に細かく分けるのではなく、１カ月幾ら程度の大

ざっぱに清算できるよう検討をされております。

そのためには、どうしても小学校区単位にサービ

ス拠点が必要になってまいります。当然検討しな

ければならないのは、今後さらに要介護者数がふ

えることが予想されますので、保険財政のことを
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考えれば、運営経費をいかに抑えていくかが今後

の課題になってまいります。 

 そこで、ぜひ検討をしていただきたい事例がご

ざいます。 

 私の近くに坂石診療所があります。診療所会計

は三瓶の診療所を除けば大半が赤字であります。

遠からず診療所の見直しが必要になってまいりま

す。坂石診療所におきましても、週１回当たり半

日程度の診療で、年間昨日の報告では平成１９年

度１５０万円余りの市の持ち出しが必要であると

報告がありました。当然住民との合意形成が必要

でありますが、私はこの診療所を地域密着型サー

ビス拠点にしてはどうかと常々考えております。

事業所については、西予市社会福祉協議会が事業

主体になれば、ケアマネジャー等を置く必要もな

く、経費的には随分安く上がると思います。 

 また、必要に応じて特区申請を行い、西予市独

自の経費のかからない地域密着型の施設運営を検

討すべきだと思います。特区につきましても、今

年度３月で終了する予定でありましたが、次年度

以降も継続することが決定いたしました。 

 また、ヘルパーについては、長野県の栄村が行

っておりますが、げた履きヘルパーといって、地

域の人が必要に応じてげた履きで行ける範囲にヘ

ルパーを確保し、実施した介護サービスの内容を

社会福祉協議会に報告すれば、施設に勤務しなく

ても、それに見合った報酬を月々受け取ることが

可能であります。この制度を西予市も検討する価

値があると思います。そうすることによって、夜

間でも介護をすることができ、当然利用者も安心

をして安く効率よく介護サービスを受けることが

できます。言うまでもなくヘルパーについては、

地域の人たちを活用することによって、地域の雇

用対策にもつながります。今周辺地域は、将来に

対するいろいろな不安を抱えております。その中

でも特に超高齢化社会になってまいりますと、自

分自身を含めて将来の介護に対する不安が一番大

きい課題であります。今自治体がなすべきこと

は、サービスを必要とするとき、いつでもサービ

スが受けられる体制を確保すること、将来の年金

制度に大きな不安があることを考えれば、質の向

上もさることながら、まずは経費削減が利用者に

とっても、自治体にとっても重要な視点であると

思います。だれでも安心をして疎外感がなくサー

ビスを受けることができる体制づくりが、これか

らの課題ではないでしょうか。ぜひ早急に地域密

着型サービスの拠点づくりを各４町にも検討をし

ていただきたいと私は切に思いますが、市長の所

見をお伺いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 元親議員のまず第１点目の

ご質問にお答えを申し上げます。 

 介護保険制度がスタートをいたしまして７年が

経過しようとしておるところでございます。平成

１２年度の要介護認定者は、全国で２１８万人で

ございましたが、１８年１０月では４４９万人と

なり、実に２０６％の増となっているところでご

ざいます。また、介護保険総費用額も倍増してお

るところであります。高齢化の進行や制度のさら

なる浸透と定着化に伴いまして、介護保険に要す

る費用は増加し、市町村財政の圧迫、さらには介

護保険料の高騰につながってまいります。 

 国におきましては、平成１８年４月から制度の

持続可能性、明るく活力ある超高齢社会の構築、

社会保障の総合化、これらの観点から介護保険法

の改正が行われたところでございます。ただし、

施設給付の見直しにつきましては、平成１７年１

０月から元親議員のご質疑のとおり、居住費、食

費について保険給付の対象外とされておりまし

て、基本的に自己負担となったところでございま

す。この改正の背景には、介護保険制度は皆様の

保険料と公費いわゆる税金ですけれども、これで

支えられておるところでございます。高齢化社会

の進展によりまして、介護サービスの費用が増大

する中で、保険料の上昇をできるだけ抑えるため

には、介護保険から給付される費用を効率化、重

点化していくことが必要かと思っております。 

 また、同じ要介護状態であれば、在宅と施設に

おいて給付と負担は公平であることが求められて

おります。そうした趣旨を踏まえ、所得の低い方

には配慮しつつ、補足給付とし、居住費、食費の

一部を特定入所者介護サービス費が設けられ、介

護給付費として保険者側が負担をしているところ

でございます。 

 施設の個室化につきましては、高齢者介護の理

念は、尊厳の保持と自立支援であり、個人の暮ら

し方を尊重し、その人らしい生活を継続できるよ
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うな個別ケアの実践と生活支援が重要となってま

いります。 

 また、入所者が施設の居住環境や自由度のなさ

に不満を持っていることから、国においては、改

修費用に補助金を交付いたしており、随時改修を

行っているところでございます。利用者負担の増

となっているところではありますが、前段に申し

上げました補足給付として低所得者のフォローを

行っております。 

 西予市は、平成１８年３月に第３期の介護保険

事業計画を策定いたしたところでございます。こ

の計画を立てるに当たりまして、予想される要介

護者の数でございますが、平成２６年度でござい

ます。これが３，１５４名、ベッド数は５７３床

を見込んでいるところでございます。このベッド

数の見込みにつきましては、国の通達によりまし

て、要介護度２以上の認定者数の３７％以下とす

ることが計画上義務づけをされているところでご

ざいます。三瓶町に建設を予定している特老につ

きましては、全室個室計画を予定しておるところ

でございます。今後の介護施設における個室化に

つきましては、国、県の指導を仰ぎ、また入居者

等の意向を把握しながら、可能な範囲で進めてま

いりたいと、このように考えているところでござ

います。 

 次に、地域密着型サービスについてお答えを申

し上げたいと思います。 

 民家を改造し介護予防の拠点として住みなれた

地域でなじみの仲間と過ごし、なじみのスタッフ

が介護に当たり、安心して落ちついた時間を過ご

せるサービスを行っているのが、現在宇和町社会

福祉施設協会が運営しておりますあんしんの家で

ございます。事業の概要につきましては、生活の

拠点を自宅に置きながら、自宅から毎日通え、生

まれ育った顔見知りのいる地域で一生過ごせるこ

とを目標に、介護保険でのデイサービス、ショー

トステイを中心に２４時間、３６５日安心して利

用できる介護サービスを提供いただいているとこ

ろでございます。これまで平成１６年に開所の田

之筋あんしんの家と１７年度に開所の多田あんし

んの家、この２カ所を運営をされているところで

ございますが、１日の利用者が約５名程度と、経

営は大変厳しい状況ではございますけれども、

年々少しずつその利用者が増加傾向にあるところ

でございます。 

 また、ことし４月には、石城地区山田あんしん

の家が開所する予定で、地域福祉の拠点としてそ

の役割が期待されているところでございます。 

 介護予防の拠点として民間の改修につきまして

は、国の交付金事業で実施をいたしておりまし

て、平成２０年度までに、これまでは年に１カ所

の計画としておりますのと、介護保険事業計画に

おいても、毎年１カ所の費用増の見込みを予定し

ている状況でございます。平成２１年度からの新

たな計画づくりに向けまして、平成１９年、２０

年度にことしの４月から設置をいたします包括支

援センターの事業推進状況を勘案しながら施設協

会、福祉協会等と連携を密にし、調査研究を行い

まして、地域に密着したサービスの拠点づくりの

推進を図ってまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

 なお、訪問介護ヘルパー制度及び坂石診療所の

見直し、利用方法につきましても、今後大変重要

な問題でございますので、関係機関、地域の皆様

のご意見を賜りながら進めてまいりたいと、この

ように考えているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 これは三好市長に１点お伺い

したいと思いますけども、今回の介護保険制度の

改正の目的につきまして、私先ほど述べました

が、ここでひとつ述べてない国の意図があるんじ

ゃないかなということをお伺いしたいと思います

が、実は今回の改正は、保険財政がもたないとい

うことで自己負担をふやすということでございま

すが、それと並行して、今介護保険はスタートし

てまだわずか７年でございますが、既にこのよう

な大幅改正が必要であるという現状でございま

す。介護保険がこれから問題になるのは、今から

が本格的な介護保険社会に入ってくると私は思っ

ております。先ほど言われましたように、２０２

６年ですか、三千何人あるわけでございますが、

それからが本当の介護という問題が浮き彫りにな

ってくるんではないかなというふうに思うわけで

すが、国とすれば、このままではとても施設介護

では対応できないと。何とかもう一度在宅介護に

戻ってほしいという意図があるんじゃないかなと

いうふうにうかがえるわけでございます。そのた
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めには何をしたらいいかということで、施設入所

費を高くする、ハードルを高くすれば、当然それ

をクリアできない人はいやが応でも在宅介護に回

らざるを得ないと。じゃあだれが在宅介護に回る

かというと、結局低所得者がそこに回されるんで

はないかなというふうな心配を個人的にするわけ

でございます。それでは本来の介護の社会化とい

う目的はどこにいくんぞという話になるわけでご

ざいますが、これから介護財政大変な時代を迎え

るわけでございますが、その中でそういうふうな

傾向、流れになる心配はないのかどうか、この点

につきまして市長はどのようなお考えなのか、お

伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再質問につい

てお答えさせていただきます。 

 その前に、本日は一般質問で多くの方々がまた

傍聴に来ていただきました。早朝からの傍聴であ

りまして、まことにありがたく思っております。 

 それでは、今ほどのご質問にお答えさせていた

だきますけれども、この介護保険制度というの

は、どうしても高齢化社会においてはしっかりと

らえて、それに対して私どもの西予市においても

体制づくりをしなくてはならないという問題でご

ざいます。特に西予市の場合は、現在でも３４％

強の高齢化率、これがあと五、六年すると３７％

まで瞬く間に上がっていくような状況でありまし

て、介護の出現率が大体１５％だといたします

と、先ほど部長の方が申しました数字になってい

くと、そのような進み方がしていくと、このよう

に思っておるところでございます。国の意図につ

いては、元親議員もおっしゃったような国も意図

があるんだと思いますけれども、私どもも施設型

介護であろうが在宅介護であろうが、しっかりし

た対応をすることによってやはり住民の方に対す

る介護サービスを進めていく必要があろうと思っ

ております。ただ、例えば先ほどおっしゃったよ

うに、施設型から在宅介護をする一つの流れの中

の低所得者層に対する何ていいますか、排除とい

う考え方は、私どもはしておりません。ご案内の

とおり、低所得者に対しては、補足的ないろいろ

な対応をしておるわけでありまして、そういうこ

とには今後ともならないんではないかと思ってお

ります。 

 そしてもう一点、小規模多機能の絡みの考え方

を申しますと、国の小規模多機能の今回の改正で

出てきたものは、残念ながら私どもが思っておる

のと違う施設型の形でありまして、非常に高くつ

くという現状であります。したがって、私は西予

市版の小規模多機能という考え方の中でデイサー

ビス、ショートステイという考え方を持った西予

市版の小規模多機能の方式を今後とも進めていき

たいと、こういう考えでございます。 

 以上です。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 市長に引き続いてもう一点だ

けお伺いしたいと思いますが、今の国会でも問題

にされております格差社会という問題が、今非常

に日本全国言われておるわけですけれども、この

格差社会というのは、だれが見ても明らかに現実

起こっておるなということを実感するわけです

が、これは資本主義社会であれば、当然行き着く

先は弱肉強食でございますので、ある程度予測さ

れた結果かなというふうに思っておるわけです

が、そういう競争社会の中で一番大切なのは、行

政の役割としてセーフティーネットという問題が

あろうと思います。今日本の社会の中でこれだけ

豊かな国でありながら、住民の皆さんはいろんな

心配をされておる。その心配の一番大っきなもの

はセーフティーネットの、いえば弱さというんで

すか、不整備、不十分な点にあるんではないかな

というふうに私思うわけですが、例えば皆さんが

言われるのは、将来の年金どうなるんか、そして

また今の介護の問題どうなるんか、そしてまた医

療の問題も医者不足いろいろ言われております

が、そういった問題等もございます。そういった

ものに対する行政の本当に心配しなくてもいいで

すよと、行政がそういう場合こうしますよという

セーフティーネットというものがはっきりと張り

めぐらされて住民が納得すれば、今の日本の社会

で何も心配する必要は本来ないと思うんですけど

も、現実は非常に大っきな心配を皆さんされてお

る。その最大の理由は、今言いましたセーフティ

ーネットのやはり不十分さにあるんじゃないかと

思いますが、その点につきまして市長の考え方を

お聞かせいただければと思います。 
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○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再質問につい

てお答えいたしますけども、この格差社会に対す

る問題は、当初の質問ではなかったことでありま

して、改めて別の質問だという考えで答えていい

のか、介護の関連で答えていいのか、どちらであ

りましょうか。 

（５番元親孝志君「市長にお任せいたしま

す」と呼ぶ） 

 そうですか。それでは、全般の中の介護でやは

り特定したほどよろしいと思っておりますので、

そのようにお答えをさせていただきます。 

 いわゆる介護の必要性に対するセーフティーネ

ットの必要性ということで考えますと、やはり私

どもは先ほどからも話しましたとおり、対応でき

るだけの施設をつくっていくということだと思い

ますし、ただもう一方では、介護保険料を余り上

げ過ぎたら、恐らく西予市のこの所得層から見た

ら大変なことになる。例えば、松山市、東温市の

ように５，０００円を超える介護保険料をいただ

くようになったら、恐らく皆さん相当の批判を受

けるのじゃなかろうかと。私どもは３，８００円

というような数字を基準としております。非常に

愛媛の中でも低い水準でありますが、この辺のと

ころも十分頭に入れながらセーフティーネットと

あわせながら考えていく必要があろうと、このよ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○議長 次に、３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私は３点について質問をい

たします。 

 まず第１点は、可燃物処理と今後の対応。 

 西予市では年間１億円のごみ処理費の削減を目

標に努力されております。これは称讃すべきもの

と思います。 

 しかし、１億円を削減するということは、裏を

返せば１億円の増収を意味するものであり、大変

な事業であります。このことは行政、議会、もち

ろん職員の言動、特に関係部課の職員の言動によ

り増収にもまた減収にもなる大切な事業である。

市民に協力を求めるにしても、職員みずからが率

先垂範し、計画、実践、指導、啓発と責任を果た

さんとすればするほど心身に重圧を受けることに

なると思う。市では１億円の削減を打ち出したと

きにそのことを考慮されたか、私はそのことが欠

けていたのではないかと思う。当然ねらいは経費

削減の上でありますので、不必要な職員の削減は

すべきであるが、行政上重要な部また課には、す

ぐれた職員の増員もあるべきと思うが、理事者の

考えをお聞かせ願いたい。 

 ２番、可燃物処理施設の今後の対応。 

 西予市の重要施策は、何といっても環境、医

療、福祉、教育であり、特にごみ処理について

は、やり方次第で経費のむだにも、また節約にも

なる要素があると思うのである。現在西予市に

は、処理施設野村クリーンセンター１カ所のみで

あり、処理方式は準連続型あるいは間欠運転型焼

却炉と呼ばれている。すなわち１日８時間程度の

稼働能力、耐久力の炉であり、１日の焼却量は約

１０トンである。現時点での西予市のごみの量は

年間約７，７００トンであり、１日平均で２１．

１２トンになる。したがって、現在は野村での処

理能力を超えるものは、八幡浜市の南環境センタ

ーに委託し処理を願っている状態である。年間の

ごみ処理費も約８億円と言われておる。野村の焼

却炉も標準耐用年数とするとあと二、三年の寿命

である。改修も迫っているが、できれば現在の炉

を大改修し、全連続型焼却炉にして１基を増設し

運用するのが一番よいと思うが、改造は新規増設

と建設費が余り変わらないとも聞いております。

他の方法は最近耳にするようになったＰＦＩ方

式、すなわち民間資金を活用し、民間の施設整備

と管理業務を委託する、すなわち民設民営にゆだ

ねる手法である。実は私ども議会の厚生常任委員

会で、一昨年８月秋田県大館市のＰＦＩ方式で建

設、運用されている施設を視察研修した次第であ

りますが、処理方式は全連続型燃焼式、すなわち

２４時間連続使用できる能力を持つ炉である。１

日の処理能力は９０トンで、内容は４５トン炉を

２基で対応するとのことであった。契約期間は１

５年であるが、話し合いによっては５年程度の延

長もあるとのことであった。委託金は１５年間で

約１１１億円で、建設費も委託管理費も含めると

のことである。この金額を単純計算すると、１年

間約７億８，６００万円、ちなみに大館市の人口

は当時８万４，０００人で、西予市の人口は４万

五千五百幾らであります。人口では大館市の約５
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５％であり、建設費も委託費もかなり安くなるの

ではないかと思います。また、その加熱を生かし

たエネルギーを活用すれば、まさに一石二鳥にな

るのではないかと考えるものであります。ともあ

れ改造かＰＦＩか、それとも県が推進しようとし

ている広域処理に乗るのか、それとも他市に全面

委託すべきか、早急に決断をすべきと思うが、市

長の考えをお聞かせ願いたい。 

 ３番目、庁舎建設の対応について。 

 本庁が老朽しておることは承知しております

が、議会としても庁舎建設等特別委員会を立ち上

げ今検討をしておるところであります。 

 しかし、西予市には市民生活に直結したごみ処

理問題を初めＣＡＴＶ、学校建設、特養、また宇

和病院等の大きな事業が山積していることはご案

内のとおりであります。実は私ども議員十数名

で、昨年の１１月東京でのあるセミナーに参加い

たしました。ある地域の方より庁舎の建設の話が

あったとき、ある講師の先生から、現況はどこの

自治体もまさに火の車である。特に合併直後の市

町村が庁舎の建築だなんて、これは本末転倒であ

る。どうしても危険庁舎と言うならば、プレハブ

でも我慢して時期を待つべきだと言われたことが

今も私の脳裏に焼きついております。よく考えて

みれば、先生の言われるとおりであると思う。庁

舎を建てるのが目的ではない。市民の安全・安

心、生活や福祉を守るためが目的であり、庁舎は

その措置上であり、やむを得ぬ手段であり、この

こと自体は市民の生活に直接関係はないものであ

る。これからは議員も職員も減に呈ずることは明

白であるので、私は本庁舎方式でも各支所の庁舎

を生かした、でき得れば地域にあった部ないし課

を配置する、すなわち事務分散型にすれば、今早

急に庁舎建設をする必要はないと思う。一時の補

助金や合併特例債を受けるために将来に禍根を残

すことがあってはならない。どうしても本庁舎方

式で１カ所に集合させると言うならば、私は次の

ことを提案するものであります。 

 大胆不敵と言われるかもしれませんが、宇和町

にある愛媛県歴史文化博物館が、聞くところによ

ると、県財政に大きな負担となり、年間多額の赤

字をもたらしていると聞いておる。赤字であろう

と歴史や文化継承、また医療、福祉は絶対に守る

べきであると思うが、歴史文化博物館を維持しな

がら、また西予市庁舎と併用できるなれば、これ

上ない喜びであると思う。 

 なお、県当局には私の聞き及んだことが間違っ

ておればお許し願いたい。無謀とは思うが、昔の

ことわざに打たぬ太鼓は鳴らんということがある

ので、心を鬼にして提案する次第である。市の情

勢を十分に県に説明申し上げ、何らかの方法で庁

舎と歴史文化博物館の両立が図られないものかと

考え、庁舎建設が市政を圧迫し阻害してはならな

いと思う。市長の考えをお聞かせ願いたい。 

 以上。 

 

○議長 武田生活福祉部長。 

 

○武田生活福祉部長 浅野議員の最初のご質問に

お答えいたしたいと思います。 

 市民生活課生活環境係の担当職員につきまして

は、平成１８年４月に１名の増員配置をしておっ

たところでございますが、家庭の都合で退職をい

たしました。その後は臨時職員で対応してまいっ

てきたところでございます。生活環境係は、西予

市内一番の人口を有する宇和町地域の担当ととも

に西予市全体の取りまとめを兼務をいたしておる

ところでございます。合併後の平成１６年度から

始まりました八幡浜市の広域可燃ごみの処理経費

の見直しによる経費増加、１７年度には１億円の

ごみ削減計画の作成、また引き続き１８年４月１

日からはごみの３Ｒ実施による分別見直しを行

い、ごみ処理経費削減の実施をいたしているとこ

ろでございます。１８年度途中から担当職員が体

調を崩しまして、現在１名休養中でございます

が、総合支所から１名の補充を行いまして、休養

中の職員を含め４名と臨時職員１名で対応してい

るところでございます。今後宇和清掃センターの

管理や組織改革、分課分室等も視野に入れまして

職員数を充実し、事業の推進に努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 次に、２番目の質問の処理施設の対応でござい

ますが、八幡浜市のごみ処理委託につきまして

は、平成２５年３月末までとなっているところで

ございます。愛媛県ごみ処理広域化計画の中で

は、八幡浜ブロック広域化ブロックで１施設とな

っておるところでございますけれども、市町村合

併や社会環境の変化等々もございまして、現在ブ

ロックを八幡浜と大洲圏の２つに分けて、八幡浜

ブロックごみ処理広域化計画推進協議会八幡浜支
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部が立ち上がっておりまして、愛媛県や八幡浜

市、伊方町との協議を行っているところでござい

ます。建設費につきましても高額となり、財政的

にも西予市だけの問題ではなく、十分研究協議を

行いまして、議員ご指摘のＰＦＩ方式なども視野

に入れて研究協議をしてまいりたいとこのように

考えておるところでございます。 

 野村クリーンセンターにつきましては、施設の

老朽化、耐用年数、広域化の方向性などを考慮に

入れまして、八幡浜ブロックごみ処理広域化計画

推進協議会八幡浜部会の中で今後進めてまいりた

いと考えているところでございます。今後とも環

境行政、ごみ処理削減計画の推進に格段のご高配

を賜りますようお願いを申し上げまして、浅野議

員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野議員の庁舎建設につ

いてお答えをさせていただきます。 

 合併協議で建設することが合意されております

庁舎建設を検討していくために、本年２月に市民

の代表者による庁舎建設計画市民検討委員会を設

置したところであります。庁舎建設については、

いろいろな考えがあることは承知しております

が、この建設計画は、合併前に確認されているも

のであり、建設に向けて取り組みたいと考えてお

りますが、ただ財政状況が建設計画策定時に比

べ、殊のほか厳しさが増している昨今であります

ので、計画内容をすべて実行に移すことは無理で

あります。事業費をできる限り抑え、加えて計画

内容の大幅な見直し等によって可能な方法を考え

ながら、機能的かつ効率的で西予市の身の丈に合

った庁舎にしなければならないと考えておりま

す。 

 一方、庁舎の意義と役割を考えますと、その場

の一時しのぎではなく、まちづくりの総合的な見

地から将来に悔いを残さない未来に向かって発進

する新生西予にふさわしい庁舎に仕上げるものと

考えております。 

 また、なぜ合併協で１０年以内に建設するとい

う主な理由は、合併特例債が活用される間で建設

することによりまして、７割弱の交付税措置があ

ることであり、それ以外の時期になりますと、１

０割の負担となります。３割をとるか、１０割を

とるか、財政運営を考えますと、どちらをとるか

が明白であると考えております。いずれにしまし

ても、今後基本計画を策定していく中で、市民の

コンセンサスを最大限に生かしていく所存であり

ますし、これを契機に長期的展望に立った組織機

構のあり方について十分な検討を加え、スリムで

合理的な行政サービスが図られることを念頭にお

いて進めてまいりたいと考えております。 

 また、議員のご質問にありましたが、西予市に

はごみ処理対策、ＣＡＴＶ整備、学校改築、特別

養護老人ホーム建設、宇和病院改築等々大型プロ

ジェクトが控えております。どれ一つとりまして

も市民の生活に直結する重要かつ必要不可欠な施

策であります。先行き不透明な時代にあって事業

の推進は困難も多く、苦渋の選択を余儀なくされ

ることもあると思いますが、中・長期財政計画と

の整合性並びに市民の合意形成を基本に置いて鋭

意取り組んでまいりたいと考えておりますので、

ご理解のほどをお願いいたします。 

 また、ご質問にありました県立歴史文化博物館

のご提案は、提案ということでお聞きいたしまし

て、庁舎の場所としては適当ではないんではない

かという考えを持っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 一般質問に入る前に、今回

の一般会計の当初予算を見ますと、２２９億円、

１７年が２５５億円が当初予算でございまして、

１７年対比では２６億円ほど切り込まれておりま

す。私はもう少し適正規模からいいますと下がっ

ていいんではないかなという思いも持っておるわ

けでありますけれども、今回の予算については、

理事者や財政当局のご苦労は大変であったかな

と、この予算編成に当たってのご苦労にまず敬意

を表したいと、このように思います。 

 さて、きょうは私は、どんぶり館の施設の拡充

の件と国・県の権限委任事務の現状とその対応策

について、２点について一般質問をし、理事者の

所見を伺いたいと思うのであります。 

 まず、どんぶり館の施設の拡充についてでござ

いますが、ご案内のとおり、昨年の７月からどん

ぶり館の社長を民間から選任をされ、市長が会長

に就任されました。これは経営に民間活力を導入
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された市長の英断で、実に先見性のある的を射た

決断であったと思うのであります。昨年末にどん

ぶり館を訪れまして、経営の状況についてお尋ね

をいたしましたところ、昨年の８月の売り上げ

は、開設以来最高の月間７，１００万円の売り上

げがあったと。その後も順調に推移をしていると

いう説明を受け安心をしておるところでありま

す。 

 しかし、かねてより気がかりになっております

ことは、駐車場の問題でございます。ご案内のと

おり、第２、第３のどんぶり館の駐車場は借地で

あります。年間の借地料が３３９万６，０００

円、１つの施設を経営するに当たっては、かなり

高額な借地料になっているのではないかと思うの

であります。今のところは経営が順調に推移して

おりますが、少し風邪を引くと、この３００万円

余りの借地料は、経営にとっては大変な負担にな

ってくるのではないだろうかと心配をいたしてお

るところであります。ただこれは借地であります

ので、軽々なことは言えないわけでありますが、

もしご協力を願えるとするならば、高速の手前に

現在２，３００平米程度の市有地がございます。

できればぜひこの市有地と交換をしていただきま

して、将来の経営安定に結びつける大切な視点で

はなかろうかと、ぜひそのような配慮をしていた

だきたいと思うのであります。特にイベントなど

を開催する折には、どんぶり館のちょうど前にあ

ります駐車場は、なくてはならないどんぶり館の

生命線でもあろうと思うのであります。ご案内の

とおり、平成２３年には宇和島まで高速道路が開

通をいたします。当然どんぶり館にとっては開通

後、宇和島は大切な商圏として位置づけなけりゃ

ならないし、そうなるであろうというふうに思っ

ているものであります。今経営体力があるうち

に、次のステップのための政策の展開が必要では

ないかと思うのであります。もちろん新経営陣で

検討を願う事項でありますけれども、提案すると

するならば、まずは今申し上げました駐車場の確

保、これは絶対必要だと思うのであります。 

 あわせまして、利用者の８割が市外からのお客

さんでございます。このことを考えますと、現在

の渡辺社長は、かっては専業農家でございまし

て、イチゴやブドウも立派につくられております

し、豆道楽という地域主体の会社も経営をされて

おります。非常に農業に対しては造詣の深い方で

ございます。この社長の考え方も含めまして、私

は次のステップとしては、体験農場等も構えてお

く必要があるのではないかなと、こんな思いをい

たしております。あわせまして、市長が会長でご

ざいますので、市長のこのどんぶり館の経営に対

するお考えの一端をお伺いをいたしたいと思うの

であります。 

 次に、国・県の権限委任事務の現状、特に合併

後でございますが、現状と今後の見通し、その対

応策についてお伺いをいたします。 

 平成７年の国会で、地方分権推進法が制定をさ

れました。これに歩調を合わせるように三位一体

の改革、そしてご案内のとおりの地方交付税の減

額による財政難、また元親議員も質問をされまし

たが、今話題になっております地域経済の格差が

生じていることは、ご案内のとおりであります。

３期目の加戸知事も格差のある南予の活性化を県

政の重要施策として位置づけられていることは、

大変喜ばしいことでありますが、その一方で市町

への権限移譲も推進する方針のようでございま

す。分権は時代の流れとはいえ、分権推進はさら

に地方の財政を圧迫するという苦渋の選択になる

のではないかと心配するものでございます。地方

の権限がふえるということは、地方の責任も重く

なり、その執行体制や幅広い事務処理機能、特に

効果的、効率的な処理能力が求められ、さらに正

確な現状分析に基づきます的確な将来予想によ

り、緻密な政策の展開が当然必要になってまいり

ます。職員も企画立案、調整、実施を一体的に行

う能力が当然求められると思うのであります。 

 そこで、次の２点についてお伺いをいたしま

す。 

 まず１点は、合併をいたしまして３年を経過し

ようとしています。合併後の主要な権限移譲事務

の推移はどのようになっているのか。あわせまし

て、今後の権限移譲事務がどのように推移するの

か、その見通しについてお伺いをいたしたいと思

います。 

 ２点目は、これらに対応するためには、当然の

ことながら組織機構の改革は急務と思うのであり

ます。その対策がどのようになされているのか。

あわせて、多様化、高度化する事務に対応するた

めには、厳しい財政状況とはいえ、高度な職員研

修は欠かすことのできない重要な要件と考える

が、どう対応されるのかについてお伺いをいたし
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たいと思います。 

 以上、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大竹議員のどんぶり館の

施設の拡充について、私から答えをさせていただ

きます。 

 どんぶり館は開業以来当初目標を大きく上回る

年間約５０万人を超える集客を維持し、経営は初

年度より黒字を計上しており、順調に運営してい

るところでございます。駐車場の確保につきまし

ては、経営陣の努力と高速道路西予宇和インター

チェンジの開通に伴う立地条件に恵まれ、新鮮な

地域食材が格安で手に入るなど多くの利用者の増

加により手狭になった駐車場を借地で対応してい

るところでございます。どんぶり館の取締役会に

おいても、たびたび議論を重ねており、自前の駐

車場の確保は今後の経営からも重要な課題である

と考えております。お示しの市有地、市の土地開

発公社の土地でありますが、インターチェンジか

ら国道５６号線のバイパス延沿いの一角にあり、

この周辺一体の商業圏として活性化を促すことは

重要であります。市としては、地権者との交渉を

踏まえご理解をいただけるのであれば、土地交換

に向け前向きに検討したいと考えております。 

 次に、リピーターの確保につきましては、昨年

１１月の株主総会及び取締役会におきまして、私

の方が代表権としての社長を退きまして、形上は

代表取締役会長についておりますが、後任に渡辺

邦広氏を選任いたしました。渡辺氏は宇和町出身

でありまして、四国初の農業生産法人及び有限会

社新城生産組合を立ち上げ、地域とともに経営さ

れている先見性にすぐれた方でありまして、民間

ならではの経営ノウハウを生かした経営運営を期

待しているところでございます。 

 また、どんぶり館が西予市第三セクターの牽引

役として相互の連携強化を図り、新たな商品企画

やサービスの充実を図るとともに、観光情報の案

内や体験農場なども含めた体制づくりが必要であ

りまして、そのことも取締役会に今俎上にのせて

検討をしておるところでございます。市といたし

ましても、南予地域の観光施設及び市内の第三セ

クターとしてのネットワークづくり等最大限支援

をしてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 それでは、大竹議員の２番目

の質問であります国、県の権限移譲事務の現状と

今後の見通し、その対応策についてお答えをいた

したいと思います。 

 １点目のこれまでの権限移譲の推移ですが、愛

媛県では、平成１８年３月に策定されました愛媛

県構造改革プランを受けて４月に県・市町権限移

譲検討協議会を設置し、市町の実情に応じた権限

移譲を円滑かつ計画的に推進していくための新た

な指針となる愛媛県権限移譲推進指針を９月に策

定し、住民に身近な行政を基礎自治体である市町

が担うよう、権限移譲の考え方や進め方、行政サ

ービスの維持向上の観点から、市町において担う

ことが適切と考えられる事務を示し、権限移譲が

推進されています。 

 また、平成１２年度以降は、愛媛県事務処理の

特例に関する条例で、法令改正により、事務の一

部の移譲が３５法令、３８項目となっています

が、合併後に主要な移譲はなく、本年度から権限

移譲具体化プログラムにより各市町で移譲事務が

進められているところであります。 

 西予市では、組織機構検討委員会及び担当部課

長により検討を重ね、予定される５０パッケージ

５４法令のうち体制専門的人材などに課題があ

り、一部ではありますが、平成１９年度から準用

河川の立ち入り及び境界確定に係る事務、新たに

生じた土地の届け出等に係る事務、市町内の町、

字の区域の変更届け出等に係る事務の３パッケー

ジ２法令を、２０年度から旅券の申請受理と交付

に係る事務ほか７パッケージ７法令を、２１年度

から開発の許可等に係る事務ほか４パッケージ３

法令の予定となっています。 

 今後市町は、住民に最も身近で地域の実情に応

じた行政サービスを提供する基礎自治体として、

一方県は、広域的な事務や市町の能力を超える事

務を担う広域自治体として、県と市町との適切な

役割分担のもと、地域住民に身近な行政はできる

限り市町で担うことが求められており、県から市

町への権限移譲が一層その必要性を増し、重要な

課題となっています。 
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 その一方、市町は、地方分権の一層の進展、三

位一体の改革、市町村合併等の進捗による市町の

広域化や規模能力の拡大等地方自治体を取り巻く

環境が大きく変化し、西予市も例外なく財政が圧

迫されています。権限移譲された事務処理が、市

町において円滑かつ適切に実施されるよう、県は

市町に対し次の支援措置を講じることとされてい

ます。 

 １つ目として、財政的支援としまして、市町の

権限移譲事務の処理に要する標準的な経費に相当

する権限移譲事務等市町交付金を交付する。 

 ２つ目といたしまして、人的支援として、市町

からの要望に応じて、当該業務に精通し専門的な

知識を有する県職員の派遣や市町職員の県への研

修受け入れを行う。 

 ３点目、その他の支援としまして、必要に応じ

て関係職員への説明会や研修会の開催等円滑な権

限移譲事務の処理の支援を行う。 

 ４点目、住民への周知としまして、市町への権

限移譲により、相談窓口や申請先の変更等が生じ

ることから、県と市町が相互協力のもと、変更さ

れる窓口やその時期等について各種広報等により

住民や関係機関への周知に努める。 

 以上のことを踏まえまして、住民サービスと西

予市の人的体制及び財政を基本に権限移譲に取り

組みたいと存じます。 

 ２点目の移譲事務に対します対策でございます

が、わかりやすく効率的な組織機構の見直しとあ

わせまして、愛媛県の支援措置を十分に活用しな

がら、また研修専門機関等への派遣研修や市独自

の研修を計画的に実施し、職員の専門的知識の取

得と資質の向上に努めていきたいと存じます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 それぞれ市長、総務企画部

長から的確な答弁をいただいてありがたく思って

おりますが、なお一層駐車場の確保については、

情熱を傾けていただきたいと、こんなお願いをし

ておきたいと思います。 

 総務部長も的確な答弁をいただいたわけであり

ますが、答弁は要りませんけれども、当然これか

ら職員の専門性、さらには組織機構の見直し、適

正化、このことが権限移譲とあわせて大事な要素

になってくるだろうと思いますんで、ぜひ今計画

されておりますことにつきまして、積極的に展開

をしていただきますようにお願いをいたしまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

○議長 次に、８番森川一義君。 

 

○８番森川一義君 通告により質問をいたしま

す。 

 まず最初に、文化会館の駐車場について質問を

いたします。 

 文化会館の駐車場には、道路側に文化会館専用

駐車場と看板が立っていますが、実際には市役所

の職員の車の駐車場になっているのが現状です。 

 また、ＪＲに乗車する人の車や近所の人たちの

車もあるようですが、１日に約３３０台の車がと

められていますが、自動開閉機を取りつけるか、

１台につき３，０００円でも駐車代を出していた

だいてはどうでしょうか。商店街の市営駐車場に

車を駐車すると、２時間で５００円要るのです。

月決めの人は月４，０００円要るのです。最近、

特に市役所に車をとめようと思っても、車を駐車

するところがないときがあるが、市の職員は文化

会館の駐車場に車を駐車してお金は要らないのか

なと言われています。文化会館の駐車場の中に

は、一部市の所有ではなく、土地代を支払いして

いるところがあるのです。現在、その土地代は市

で支払いをしているのです。市の職員で車を駐車

する人は、駐車場全部が市の土地だと思っている

人が多いのではないでしょうか。市が土地代を支

払いしていることを職員に理解していただいて、

協力してもらえれば、市民も納得することでしょ

う。市長の考えはどうでしょうか。市民が納得す

る答弁をお願いいたします。 

 経費削減と広告入り封筒について質問をいたし

ます。 

 新聞やテレビで北海道夕張市の財政状態が報道

されてからというもの、政治に余り関心のなかっ

た人たちでも、西予市でも何年かたったら夕張市

のようにならないだろうかと心配している市民も

います。観光への過大な投資で財政を破綻させた

北海道夕張市では、負担を押しつけられた市民は

悲鳴を上げているのです。 

 また、市の職員も財政再建団体の移行に伴い、
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総人件費の大幅削減を断行し、早期退職を検討し

ている職員が８割を超える予定で、実質２年で職

員を半減し、給与を３０％カットし、退職金は４

分の１まで減らす方針です。このようになれば、

職員の方も生活を維持していくのが大変です。市

民への行政サービスも全国最低水準となることが

明らかです。 

 また、２０年かけて３６０億円近くの借金を返

したころには、お年寄りだけの市になると言われ

ています。夕張市のように騒がれていませんが、

夕張市の近くの歌志内市では、経費削減のために

温泉施設チロルの湯を売却することを決めている

ようですし、１０年間の間、市の職員の採用が一

人もいないという状態で、市の職員が仕事中にで

きたごみを自分の家に持って帰って処分をしてい

るということです。夕張市のようにならないよう

努力をしているのです。２００７年度に世界一の

自動車会社になると言われるトヨタ自動車では、

むだ、むらのない経営が行われていて、他の会社

が参考にしていて、優秀な人材はヘッドハンティ

ングが行われています。西予市においても、む

だ、むらのないふだんからの心がけが必要です。

１年に何回かもしれませんが、西予市の名前が地

方紙や月刊誌の広告欄に載っていることがありま

すが、西予市が主催や共催でない限り、広告は必

要ないと思います。特に月に１回や２回発行する

新聞などは、読む人も限られているのです。西予

市が広告を出すよりも、市の広報紙や市の封筒に

西予市内の企業の広告を掲載して、少しの収入で

も確保してはどうでしょうか。 

 広告収入は微々たるものかもしれませんが、厳

しい財政状況を職員一人一人に認識させる意識改

革にもつながりますし、地元企業の育成にも役に

立ちます。市民は少ない経費で最大の効果をもた

らす市政運営の実現を望んでいるのです。 

 また、卯之町１５区に市の土地が２カ所、９０

３平米使われず遊休土地となっています。近くに

元の授産場もあります。土地が遊んでいる状態で

す。今後使う予定がないのであれば、市民に公表

をして土地を売却するなどして、土地を有効に使

う方法を考えるべきだと思いますが、市長の所見

をお伺いいたします。 

 ３番目に、西予市の荒地の開墾について質問を

いたします。 

 今農業は、割に合わない、きつい上に収入が少

ない、現在激減した農業人口の平均年齢は既に６

０代後半に突入しています。今後跡継ぎのないま

ま１５年を過ぎれば、確実に８０歳を超えて満足

に農業のできる人はいなくなる結末です。私はこ

れは未曾有の国難だと思います。日本の農業は、

１，０００年以上の歴史があるのです。これが食

糧の自給率を４０％を切っている状態です。昨年

のことですが、野村町の蔵良に法事に行ったとき

に、家の周りを見渡すと、荒地だらけでした。こ

れではいけないと思いました。西予市が全国の手

本となるように、いま一度かって農地だったのに

荒らしてしまったところや山林原野で簡単に農地

にできるところは開墾をして、西予市の農業を明

るいものにしていってはどうでしょうか。今中国

から輸入をしている野菜は、農薬が大量に含まれ

ているのです。西予市の将来の農業を真剣に考え

るべきときです。私が小学生のごろは、農家の子

供は８割から９割ぐらいクラスにいたと思います

が、今はサラリーマンと公務員の家庭が多いと思

います。小泉内閣のときの地方を切り捨てる政策

で、今まで以上に農業が減少する危機となってい

ます。せめて西予市だけでも西予市でつくったも

のは西予市民の口に入るように、荒地のない西予

市となるように知恵を絞るべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

 日本の土地はこれ以上はふえないのです。ま

た、西予市の土地もこれ以上ふえないのです。こ

れ以上ふえない土地を上手に生かしたいもので

す。西予市では４０代や５０代の方で仕事がなく

困っている人がいるのです。荒地を市が無料で借

りて、仕事をしていない人たちに耕作をしていた

だくなり、松葉学園や希望の森の方たちに耕作を

していただくなど、荒地に野菜をつくったり、花

や果樹を植えると同時に、単に収穫のためだけで

ない農業、例えば山すそを一面のソバの花、一面

の菜の花で飾り、美しい山里の風景をつくって

人々を引きつけたり、地域を自慢できるような農

業も考えられます。体験農業として活用する方法

もあります。西予市の農地を荒地のない生産性の

ある生きた土地によみがえらせれるよう、努力す

べきだと思いますが、市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

○議長 別宮助役。 
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○別宮助役 森川議員の文化会館の駐車場につき

ましてお答えをいたします。 

 通勤している職員の大多数が宇和文化会館駐車

場に利用させていただいておるわけでございま

す。これは文化会館に大きな催し物が行われな

い、いわゆる文化会館事業に支障を来さない範囲

におきまして使用させていただいておるわけでご

ざいます。 

 また、駐車料金につきましては、一考すべき点

はありますけれども、職員にも手当等の削減に協

力をいただいているのが現状でもございます。現

在の段階では、これ以上の負担を求めることはい

かがなものかということで、現在では難しいので

はないかと、このように考えておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 第２点目の経費削減と広告入り封筒等について

お答えをいたします。 

 新聞や機関紙等に掲載されております西予市の

広告は、現在本庁で一括いたしまして西予市の文

化やイベント等の紹介媒体として活用を図ってお

るところでございます。１７年度実績といたしま

して１１４件、１８年度実績といたしまして９３

件の広告を行っております。西予市の財政事情か

ら経費の削減に努めておりますが、市内外の方々

への広告媒体として情報発信も必要なことから、

広告効果が発揮できるように内容を十分に精査を

いたしまして掲載したいと考えております。 

 また、有料広告等については、近隣の大洲市が

市の広告、ホームページ、また広報紙等で封筒に

広告を掲載することで取り組まれておりますの

で、今後先行例等も参考にさせていただきまし

て、自主財源の確保に積極的に取り組んでまいり

たい、このように考えております。 

 また、卯之町１５区の元授産場につきまして

は、現在建物は貸し付けを行っておるところでご

ざいます。 

 遊休地２カ所につきましては、今後一般競争入

札等により払い下げ処分を検討していきたい、こ

のように考えておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小玉産業部長。 

 

○小玉産業部長 森川議員の３番目の西予市の荒

地の開墾についての質問にお答えをいたします。 

 西予市におきましては、愛媛県が策定をいたし

ました農業経営基盤強化促進基本方針に基づき、

優良農地における遊休農地は３１ヘクタール程度

存在をしていると言われております。その原因と

しては、農家の高齢化、担い手不足、有害鳥獣被

害、農産物の低価格が背景にあろうと思われま

す。国におきましても、自給率を向上させるた

め、あらゆる方策を模索しておりますが、市にお

きましても、農業委員による遊休農地の利用権設

定などを指導をしております。集落単位での法人

化を推進しており、他方面からの遊休農地や耕作

放棄地の解消に取り組んでいる次第であります。 

 ご質問の件につきましては、個人の所有権、耕

作権に基づくものではありますが、周辺の農地に

悪影響を与えるものであれば、文書等で耕作の復

活をお願いをいたしております。 

 ご質問中の福祉施設等へ貸し付けにつきまして

は、既に１４アール程度貸し付けをしているとこ

ろもあります。農地の貸し付けにつきましては、

法律に基づいて行っているところでございます。

現在耕作放棄地となっている土地は、飛び地にな

っているところが多く、費用対効果の面でも耕作

には不便な場所に多く見られます。今後は優良農

地の確保はもちろんのこと、周辺が山林となって

いるところは耕作不適切な農地として山林への転

用も啓発をいたしております。これ以上遊休化さ

せないためにも関係機関と連携をとり、担い手や

集落法人などへの貸し付けを推進をしているとこ

ろであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ８番森川一義君。 

 

○８番森川一義君 私の手元に月刊誌の新聞があ

りますが、このような新聞は一般市民は読まない

と思います。議員とか市役所の職員ぐらいだと思

います。こういう新聞のチラシ代は出さない方が

いいと思いますが、西予市が先駆けて出さないよ

うな方向で検討してもらったらと思います。 

 

○議長 答弁は要りますか。 

（８番森川一義君「はい、お願いします」

と呼ぶ） 

 炭倉総務課長。 
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○炭倉総務課長 森川議員の再質問につきまして

お答えをせらせていただきます。 

 現在、広告料としていろいろな会社から来てお

ります。そういった中で、合併当時一枠幾らとい

うような形でいろいろ来ておりましたが、議員さ

ん方々もご承知のとおり、市と市議会という形で

２面使っていたものを１面にしたり、それからい

ろいろなことで、昨年から非常に財政が厳しいと

いう中で、私の方で精査をせらせていただいてお

ります。昔出しておったんだからすぐにというよ

うな形でよくおいでになります。そういった中

で、私の方でチェックをしながら削減に向けて、

１７年度と１８年度では５０万円ほど削減をして

おります。そういった中で次々と削減に向けて努

力してまいりますんで、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

○議長 ８番森川一義君。 

 

○８番森川一義君 内容を見てやっぱり貴重な市

民の税金ですので、やっぱり出していただきたい

と思います。このように簡単に言うたら、県会議

員の個人攻撃みたいな新聞もありますので、よく

検討してもらったらと思います。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。１０時５０分よ

り再開いたします。（休憩 午前１０時３５分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時５

０分） 

 次に、３番宇都宮明宏君。 

 

○３番宇都宮明宏君 ただいま議長より発言の許

可を得ましたので、通告に従いまして一般質問を

させていただきたいと思います。 

 まず、行財政改革への取り組みについてお伺い

をいたします。 

 昨年末夕張市が財政再建団体となりまして、西

予市の財政状況についても住民を初め各方面から

心配の声が上がっているようでございます。とい

う状況ですので、現状につきまして自分なりの視

点で合併から今日までを振り返りながら、以下の

２点について伺いたいと思います。 

 まず、市町村合併と三位一体改革についてです

が、これを今になって考えてみると、市町村合併

につきましては、今までの補助金、交付金頼りの

行政運営を改めて、効率のよい組織に再編し、運

営をすべきだという国の方針であり、ある意味で

は、地方に対しての最後通告であったのではない

かなという気がしています。議会も行政も余りに

合併による財政支援措置のいい面ばかりを見過ぎ

て、事業計画や行政運営に甘さがあったため、今

日の財政難に至ったのではないかと思っておりま

す。我々議会も反省をしなければならないと考え

ますが、この点について理事者の考え方をお伺い

いたします。 

 次に、三位一体の改革についてですが、これは

自主財源の乏しい西予市のような自治体では、地

方交付税、補助金が減り、その上税源移譲による

収入は少なく、苦しい運営を強いられているのが

現実でございますが、この三位一体の改革も国の

立場から思えば、合併で最後通告をしていたにも

かかわらず、相も変わらずに箱物行政を続けてい

る地方に任せておいたのでは行財政改革は進まな

いので、さらに厳しく指導していくという決意の

あらわれではないかと思っていますが、この点に

ついても伺いたいと思います。 

 そして、財政判断の指数の一つである経常収支

比率について伺いますが、この見通しを分析して

いくと、この指数は、平成１７年度の９０．

６％、これが平成２２年には１００％を超えると

いう見通しになっており、これは標準となる数値

が７５％ということから、極めて厳しい危機的状

況と言わざるを得ない状態であると思いますが、

この数値のもととなる人件費、扶助費、公債費、

物件費を自分なりに考えてみますと、扶助費につ

いては、福祉にかかわるものですので、少子・高

齢化が進む西予市では、費用が自然に増加してい

きます。そして、公債費も今までに行った事業に

かかわってくるもので、簡単に圧縮できませんの

で、この分を人件費、物件費を縮小することで対

応していかなければならないと考えます。 

 そこで、平成１７年度決算額での人件費、物件

費と物件費の中に含まれる臨時職員の賃金の費用

をお伺いいたします。 

 そして最後に、小学生のぞうきんがけリレーに

ついてお伺いをいたします。 

 現在、西予市には多くの施設がありますが、そ

の中でも教育面を初めあらゆる面で有効に活用で

きる可能性がある施設があるのではないかと思
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い、米博物館の廊下について考えてみました。 

 この木造校舎で日本一長い１０９メーターの廊

下を持つ米博物館では、今商工会青年部が中心と

なって努力をされ、ぞうきんがけレースが行われ

ており、Ｚ－１グランドチャンピオン大会は報道

にも取り上げられ全国発信されて、交流人口の増

加や西予市の活性化に効果が上がっていると思っ

ております。そしてこれをさらに発展させるた

め、そして教育の一環として、ぞうきんがけとい

う昔ながらの作業を小学生の子供たちに教え、伝

えていくために、また少子化によって集団でスポ

ーツをする機会が少なくなっている小規模校の児

童が、団体行動の大切さを理解する上において

も、西予市内の各小学校対抗のぞうきんがけリレ

ー大会を行ってはどうかと考えます。この内容に

ついては、小学生の体力、そして各小学校の状況

を考えますと、廊下の真ん中をゴールとして約４

０メーターぐらいの距離で五、六人くらいが適切

かなと思っておりますが、詳細については、各担

当の方で協議をいただき、これをＺ－１を見習っ

て、報道各社に働きかけて、西予市をさらにアピ

ールするとともに、この競技を通して、自分の手

で掃除をすることの大切さ、そしてチームワーク

などを学んでほしいと考えますので、理事者の前

向きな答弁を期待しまして、質問を終わらせてい

ただきます。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 宇都宮議員の市町村合併と三位一体

改革につきましてお答えをいたします。 

 すべての地方自治体におきましては、権限や財

源が国に集中していた明治以来の中央集権体制下

のもとで、国からさまざまな形で指導監督を受け

てまいりました。その結果、国への依存体質が深

く浸透し、国は親、地方自治体は子という上下関

係で物事が進められ、子供が親にものをねだるよ

うに補助金や交付金等々の陳情、要望に奔走をし

てまいりました。つまり補助金、交付金等頼りが

表面化しておりましたことは、ご案内のとおりで

ございます。 

 しかしながら、平成１２年６月地方分権一括法

の施行以来、国と地方自治体は対等、協力関係と

なり、親離れを余儀なくされておりまして、これ

らの過程から地方自治体は自立心が芽生え、今日

に至るも努力成長をいたしておるわけでございま

す。したがいまして、補助金、交付金等頼りの依

存体質から脱却するため、全国の自治体は懸命に

努力をしてまいりました。このような変遷の中に

ありまして、国は唐突にして法的な枠組みと財政

誘導のいわゆるあめとむちを用いた合併を強力に

進め、各地に不安と混乱が入り乱れながら、その

選択に対してさまざまな議論が交わされてまいり

ました。そのあめとむちを用いた合併推進の背景

には、国も自治体も危機的な財政状況にございま

して、中央、地方とも行政システムの効率化を目

指さなければ、ともに明るい未来の展望を開くこ

とができない。国はこのままであれば、沈没して

しまうという危機感から生まれたものではないか

と、このように思っております。そのような中で

紆余曲折はありましたけれども、旧５町の判断

は、合併をてこに地方の分権、自立を目指すこと

となり、その後は国の財政支援策を活用した新し

いまちづくりのための協議を重ねてまいりまし

た。ここで宇都宮議員のご質問の要旨であります

合併による財政支援のいい面ばかりを見過ぎて、

事業計画や行政運営に甘さがあったため、今日の

財政に陥ったのではないかということでございま

すが、振り返りますと、確かにあめとむちを用い

た国の政策の意図とするところの認識に甘さがな

かったとは言いがたい点も見受けられます。その

ため、行政システムの効率化が図られていなかっ

たり、過大な建設計画などは否定できないではな

いかと思っております。したがいまして、旧５町

時代の認識の甘さによって、少なからずは現在の

財政負担をかけておりますが、しかし認識の甘さ

だけによって今日の財政難に陥ったわけではござ

いません。やはり危機的な財政事情となった一番

の要因は、三位一体の改革によるところの地方税

の大幅な減額や国庫補助金、負担金等の一般財源

化に伴う影響であると分析をいたしております。

今後は認識の甘さも含め、行財政改革に積極的に

取り組み、健全な財政を築いてまいりたいと考え

ております。 

 次に、２点目の質問でございますが、三位一体

の改革は、国による関与を縮減し、さらに税源移

譲によって市町村がみずからの責任と判断で施策

の内容を決定し、行政サービスを提供するための

いわゆる地方分権を推進する一環であると理解を

いたしております。 
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 しかしながら、この改革は国のかけ声だけに終

始し、十分機能された制度になっていないため

に、地方は大変な痛手を受けているのが現状でご

ざいます。こうした中、西予市は厳しい財政状況

を踏まえ、簡素で効率的な運営を行うとともに、

身を削るような不断の努力を進めてまいりますの

で、どうかご理解を賜りますようお願いを申し上

げます。 

 次に、人件費、物件費及び臨時職員の賃金に係

る費用でございますが、職員に係る給料、手当は

３５億１，２００万円、共済負担金、退職組合負

担金等を合わせますと４６億２，８００万円でご

ざいます。また、物件費につきましては７億３，

８００万円で、そのうち嘱託職員及び臨時職員の

賃金は５億９，０００万円となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 宇都宮議員のご質問にお答えを

したいと思います。 

 現在の米博物館は、旧宇和町小学校の第一校舎

であり、現在も高台の上でその歴史を物語ってお

ります。入館者数も年間１万７，５００人と市内

外から多くの方に来館をしていただいておりま

す。西予市内の学校でも今年度１７校、７１８名

の児童・生徒が米博物館を見学し、ぞうきんがけ

レースを体験しております。これらのぞうきんが

けレースの体験は、主に総合的な学習の時間ある

いは社会見学の時間で体験をいたしております。 

 また、社会科副読本の西予のくらし、この中に

も米博のぞうきんがけのことを紹介しているとこ

ろであります。これら小学生の学習体験は、あく

まで授業の一環として実施をしているものであ

り、宇都宮議員の質問のように、西予市内対抗戦

ということになってきますと、時間的あるいは財

政的に大変厳しい問題があります。そのような状

況から、学校教育活動の一環ではなく、他の団体

の活動として取り組まれることを期待しておりま

すし、ともに西予市をアピールしていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、清掃作業については、それぞれ議員の皆

さんも学校時代経験をされたように、１年生から

６年生、班分けをされて決められた時間に清掃活

動をしてきたというふうに思います。このように

清掃をすることの大切さについても、学校では十

分指導をしております。ただ今後は、家庭におい

ても清掃の大切さあるいは整理整とん、こういっ

たようなことが身につくように指導をしていただ

くと大変ありがたいというふうに思っておりま

す。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ３番宇都宮明宏君。 

 

○３番宇都宮明宏君 ただいまそれぞれ答弁をい

ただいたわけでございますが、まず時間的なちょ

っと制約がございますので、ぞうきんがけリレー

大会、そしてそれぞれ人件費、物件費、臨時職員

等の経費に対するこれら性質的な経費の内容につ

きましては、委員会の中でお伺いをしていこうと

思っておりますので、ここでは、ひとつ事業の今

後の取り扱いについて、財政担当者としての財政

課長に伺いたいと思いますが、西予市の現状は、

先ほども質問しましたとおり、財政再建団体も考

えなくてはならないほど厳しいと思っております

が、その割には次々と事業が順調に進んでいるよ

うな気がしております。このことに対して私違和

感を覚えているわけでございますが、これと先ほ

どもお伺いいたしました経常収支比率の重要性、

この考え方、そしてこの数値を改善していく努力

を課長にお伺いしたいと思います。 

 

○議長 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 それでは、お答えをいたしま

す。 

 まず、私の決意といいますか、考え方といいま

すか、その点についてお答えをいたします。 

 安定した行政を運営するに当たりましては、こ

れは一番大事なことが、健全な財政を構築するこ

とだと思っております。そういったことで、財政

課職員はこの３年間、その一念のもとで取り組ん

でまいりました。今後もそのような考えのもとで

進めてまいりたいと思います。 

 それから、経常収支比率でありますが、この点

につきましては、今は現在行政評価を進めており

ます。この行政評価が完全なものになってまいり

ますと、これはおのずから経常収支比率は下がっ

てまいるものだと、このように考えております。 
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 それから、事業の推進のあり方でありますが、

議員さんが言われるように少し違和感があるとお

っしゃられておりましたけれども、これはきのう

の市長の所信表明の中にもありましたとおり、合

併前の建設計画、これを尊重してまいった事業と

いうふうに私は認識しております。そういったこ

とで、これからの財政事情を考えますと、このハ

ード事業につきましては、極力抑制していくべき

だということを私なりに思っておりますし、また

皆さん方もそのような認識に置いていただきたい

と、このように思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 ３番宇都宮明宏君。 

 

○３番宇都宮明宏君 最後に、市長にお伺いした

いと思いますが、この事業への取り組みについて

でございますが、いろいろ事業を今からするに当

たっては、例えばこの事業をするなら、あっちの

事業をやめるとか、そのためにここの経費を削る

とかしなければならないと考えておりますが、私

個人も議員としてそこらのチェックに対する甘さ

を反省しておりますが、全職員に対しまして、今

後危機感を持った経費削減への努力、そして事業

採択に対する指導を徹底していく決意を市長にお

伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、宇都宮議員の再々質問に

ついてお答えをさせていただきます。 

 その前に、一番最初の冒頭の中で、財政再建団

体になる危機を言われましたけれども、西予市は

それはほとんどないという確信を持って私どもは

進めておりまして、地元の新聞にそのようなこと

が書かれてありましたけれども、全くありませ

ん。私は自信を持って今進めておりして、中・長

期計画の見直しの中で、現在このように厳しい当

初予算を策定しておるところでございまして、そ

れだけはご心配なしにお願いをしたいと思ってお

ります。 

 それと、事務事業の取り組みでございますが、

今ほど財政課長が申しましたとおり、行政評価シ

ステムを今入れて、行政評価システムに盛って、

根本的にその施策が今後進めるべきか、進めるべ

きでないかというところまで入っていくと。ただ

事務事業評価だけではなしに、施策評価まで入っ

ていくのが行政評価システムであります。それを

重要視しながら今後職員にもその考えを徹底した

予算編成を進めていくということに進めていきた

いと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 通告により、地域づくりと

地場産業の育成についてお伺いをいたします。 

 今や安倍政権は美しい国づくり、経済の活性化

で税収をふやし、財政再建を目指すという経済成

長路線を掲げているが、景気が拡大したといって

も、イザナギ景気のように賃金の上昇や消費の拡

大を伴うものではなく、大企業や銀行などが空前

の好業績に沸く一方で、中小企業や労働者は相変

わらず苦しんでいる状態であります。サラリーマ

ンの給料は、過去５年間で９５％に下がり、非正

規社員が就業者の３分の１にもなり、給料取りの

４分の１が年収が２００万円以下という状態で、

パートの最低賃金が、全国平均で時給６７３円、

最低が６１０円となっています。すなわち結果と

して、経済格差が決定的となったのであります。 

 また、首都圏や大都市圏での経済活動が活発で

ある反面、地方圏では、いまだに景況感に明るさ

が見出せない地域も目立っています。大方の庶民

にとっては、景気回復の実感は余りないというの

が本当のところではないでしょうか。国は国民が

景気回復と構造改革の成果を実感できる、国民の

だれもが安心できる成長戦略の具体的なプログラ

ムを早急に示すべきではないでしょうか。 

 さきに愛媛新聞において、愛媛県では来年度の

当初予算案を発表した中で、特産品のブランド化

など農林水産業の振興、南予地域活性化対策に力

点を置いた南予関連予算は約５０億円と発表して

おりますが、そこで西予市としては、豊富な農林

水産物のブランド化した産業の育成こそが必要で

はないかと私は考えております。その計画があれ

ば、もちろんあるべきであると思うんですが、お

伺いをいたします。 

 次に、近年自然災害が多発する中で、災害防止

に向けた治山治水対策や森林整備等自然環境や生

活環境への安心・安全が保障されているのか、地
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球温暖化の枠組みとなる京都議定書が昨年２月に

発効したことに伴い、国際公約となった温室効果

ガス６％削減する、森林吸収量３．９％確保対策

の着実な実行が急務とされているが、西予市とし

ての取り組みはいかに。地球の温暖化による災害

がふえている中で、今までは考えられない気温の

上昇、竜巻、強風、海水の温度の上昇、温暖化、

暖冬、それによる災害が起きたときの復旧費用を

考えるとならば、危険性があるところは予防が必

要ではないでしょうか。対応と対策をお聞きいた

します。 

 次に、最近になって外材の価格が中国の発展に

伴って急膨しております。聞くところによると、

倍になっているんじゃないかなというような説も

ございます。西予市の７０％は森林であります。

原油価格の高騰により、森林整備を兼ねて間伐材

を利用してバイオエタノールを生産してはどう

か。また、間伐材を利用したチップ化、それを燃

料とするとか、あらゆる面に利用してはどうか、

それをまた産業化してはどうか。 

 また、オーストラリアの大干ばつで世界に穀物

の価格が急騰しております。聞くところによる

と、２倍、３倍になるんじゃないかと言われてお

ります。日本の食糧の自給率を高めるとともに、

大豆、小麦、トウモロコシ等の穀物の大量輸入を

やめ、穀物、植物を原料とするバイオエタノール

の産業をつくってはどうだろうか。 

 次に、地産地消についてお伺いをいたします。 

 農産物直売所で販売することで、生産者の消費

者のニーズが把握できる農産物の根づけが可能な

になる等々の今まででは生産者は単なるつくるだ

けの人であり、消費者の反応やニーズはわから

ず、農産物が幾らで売られたかも全く他人任せで

あったもんではないでしょうか。 

 一方、消費者は生産者の顔が見え、安心・安全

が担保され、新鮮で完熟という広域流通では得が

たい品質を確保できる。 

 また、販売網の整備により、都市の消費者と農

村の交流が深まり、消費者が見える、生産過程が

見えるトレーサビリティーの活用とか、最近よく

通信販売とかと言われてますが、ネットによる販

売を強化していってはどうだろうか。 

 また、農業収益の確保の視点からも農業生産の

拡大と生産間競争の激化、輸入農産物の増加等に

よる農産物の余剰化と価格の低迷、自由化、国際

化の流れに対応して、地域農産物、特産物の地域

ブランド化確立することによって流通コストの削

減にもつながります。 

 また、農業収益の観点より農産物の余剰化に対

しては、加工によって高付加価値の実現への期待

が高まっています。長期保存の面からも、地域ブ

ランド、地域野菜の差別化を図っていく面から

も、加工によってより多くの消費者ニーズの対応

が可能になり、地産地消こそが農業の活性化、地

域の活性化につながるのではないでしょうか。 

 また、ブランド化はネット販売の武器でもあ

り、西予市の特産品をブランド化し、リピートに

追われる特産品売り場にしようではありません

か。いつまでも中国、県外の商品を売っていて

は、ユーザーは生産者の意気込みが伝わってまい

りません。 

 また、特産売り場の展示の仕方によっても商品

は生きてきます。特産売り場こそ、西予市の玄関

口であり、また顔ではないのでしょうか。将来へ

の取り組み及び展望をお伺いいたします。 

 私の質問を終わります。 

 

○議長 小玉産業部長。 

 

○小玉産業部長 坂本議員の地域づくりと地場産

業の育成についての質問にお答えをいたします。 

 南予地域は、基幹産業である農林水産業の低迷

や公共事業などの減少によりまして、東予、中予

地域に比べて特に経済活動の落ち込みが著しいほ

か、若者の都市部への流出、産業の担い手不足、

農地の荒廃なども深刻な度を増している現状であ

ります。このため西予市では、第１次産業、製造

業、観光産業、３つの産業における競争力の強化

に重点を置いた戦略的な取り組みを進め、地域活

性化につなげることが喫緊の課題と考えておると

ころでございます。 

 西予市の豊富な農林水産物のブランド化につき

ましては、県が農林水産物のブランド推進のため

に立ち上げたえひめ愛フード推進機構の発足を受

け、市では地域ブランド化の推進に対しまして支

援を行っております。これまでに宇和で栽培して

いる県新品種「あまおとめ」、明浜特選温州ミカ

ン「浜風みかん」、三瓶特選の温州ミカン「ｍｉ

ｋａｍｉｋａｎ」が愛媛農林水産物ブランド化に

認定をされております。ブランド商品は品質、安
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心、安全などにすぐれ、県産農林水産物の上級品

として消費者に認知度向上と差別化商品として県

外を中心とする販売の拡大を目指し、今後さらに

ブランドづくりを推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の近年自然災害が多発する中で、

災害防止に向けた治山治水対策や森林整備等自然

環境や生活環境での安心・安全が保障、予防され

ているのかとのご質問にお答えをいたします。 

 地球の温暖化の問題は、海水の上昇や異常気象

による災害、生態系の破壊など、予想をされる影

響の大きさや深刻さから重要な問題であります。

西予市面積の７５％を山地が占め、急峻で地質的

にも脆弱な地帯を多く抱えております。このよう

な山地流域については、山崩れなどの山地災害を

防止するための治山事業や自然環境を有する地域

などにおいて環境保全保安林整備の間伐を実施を

することにより保全の向上に努め、自然災害を未

然に防ぐ対策を今後も積極的に実施してまいりた

いと考えております。 

 次に、バイオエタノールの事業化の可能性につ

きましては、地球温暖化の防止や廃棄物の抑制、

資源の循環利用の観点からバイオエネルギーの期

待が高まっています。 

 しかしながら、資源の安定的な供給やコスト面

を含めますと多くの課題があります。今後技術開

発の動向を見きわめながら研究をしてまいりたい

と考えております。 

 次に、第３点目の地産地消についてお答えをい

たします。 

 里山、海の豊かな自然環境の中で生産した農産

物を地元で消費する地産地消の推進は、顔の見え

る生産者、消費者の相互理解を深め、安全・安心

な農林水産物の安定供給と消費拡大、地域産業の

活性化を図ることは、大変重要であります。これ

らを推進するため、各地域の特色を生かしたさま

ざまな農産物の安定供給が図られるよう各地域の

生産関係者、農協、行政機関などと連携を図り、

農産物の普及、奨励に努めているところでござい

ます。 

 また、生産者と消費者をつなぐため、地域にお

ける各種観光物産関連の各種イベントの開催をあ

わせた地産地消の取り組みを行っているところで

ございます。特産品のブランド化につきまして

は、産地間競争が一層進む中で、安全・安心の高

品質生産や高付加価値農業の取り組みの推進が不

可欠であります。新たな産品育成や商品の開発を

戦略と位置づけまして、多様な優位販路開拓の展

開や地産地消の活動などを積極的に支援をしてい

きたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 詳細にわたって部長の方か

らご説明を願いましてまことにありがとうござい

ます。お伺いした中におきまして、概論では非常

にごもっともなお考えとお聞きいたしました。 

 しかし、実態はどうであるかということが、こ

れは問題じゃないかと思うんですが、と申します

のは、私は以前にもこの地産地消の問題を取り上

げました。そのときに学校給食に使っていただい

たらどうかなと。学校給食の食材はいかに今なさ

れておるか。地域のものが即食材として上ってい

るんだろうか。研修に行ったときには、ほとんど

が、例えば具体的に言いますと、タマネギ、それ

からミカン、ミカンはこれ西宇和郡西宇和生協だ

ったと思うんですが、それからタマネギは北海道

じゃなかったですかな。それでほかの食材も土地

のものを――なぜ私がきょう完熟ということを申

しましたが、具体的に言いますと、トマトの味を

今中学生なり小学生が、本当にこれがトマトの味

じゃということを知ってる生徒がどれだけいるん

だろうか、私は疑問に思います。今店頭に並べら

れているトマトは、青いうちにとって、これは物

産館は別なんですが、スーパー当たりでは青いト

マトをとってうらして売ってるんですね、色づけ

してです。そうしますと、かんだときに味が青臭

くて、さくさくしてます。かたいです。物産館

の、地名を言いますとどんぶり館で売っているト

マトを先日買って食べたんですが、非常に完熟し

てました。しゅんの味がしてます。だからそこが

地産地消の食育につながる面じゃないかと思うん

です。というのは、何で西予市のタマネギをつく

っとんのに、北海道のタマネギをスーパーの店頭

で売らないかんか。トマトがよそのもんを売らな

いかんか、中国のものを売らないかんか、ベース

はここにあるわけなんです。ですから、各住民の

農家からつくったものを、これが本当のトマトの

味じゃというようなことが食育の一環として取り
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入れられたならば、おのずからそこに地産地消の

概念がわいてくるんじゃないか。前にも教育長に

答弁いただいたんですが、今現在愛媛県下でも今

治地区においては、もう１０年以上も給食に地産

地消の問題を取り上げて食育をやってるわけで

す。ですから、食材の健康であって、そして安心

であってというような面からも即刻学校給食には

地域の食材を上げていただきたい。そして、商品

が不足するならば、農家と契約栽培に踏み切った

らどうでしょうか。そのかわり生産者はきちっと

した農薬をかぶせてない、保障をして、そして化

学肥料もこれだけしかやってないというようなこ

とを皆さんに知らしめるためにも、地域の農産物

を給食に必ず早期に上げていただきたいと思うん

ですが、いかがでございましょうか。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 坂本議員の地産地消を給食でと

いうのは、旧宇和町の議会のときにもご質問があ

ったと思いますし、そのときにもお答えをさせて

いただいたわけですけれども、今５つの町が一緒

になりまして、宇和と三瓶についてはセンター方

式で、宇和の場合が、今現在約１，６００食ぐら

いをつくっております。それで１，６００の給食

を短時間でつくるためには、大きさあるいは量、

これらが集まる――集まるというか集めることが

できるところから供給をしていかないと、時間的

なこともありますし、経費のこともありますし、

そういうことで、現在センター方式のところで

は、地産地消が難しい状態であります。ただし、

米飯する場合の米、それから季節的なもので、特

産でブドウ、イチゴ、それからミカン、これにつ

いては、給食センターについても地産地消をやっ

ております。それから、それ以外の自校方式でや

っておる学校、特に城川の学校は、１００％に近

い地産地消で学校給食を運営しております。そう

いうことで、給食の食数によってもなかなか難し

い面もありますし、それから食育の関係について

は、もちろん今学校でも授業の中で取り上げては

おりますけれども、やはり基本的な食事のとり方

等については、やはりそれぞれの家庭で責任を持

って子供たちの健康づくりのための食事、これは

考えてほしいなというふうに思っております。 

 以上、ちょっと答弁にならないかもしれません

けれども、現状はそういうことです。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 まことに具体的にご説明願

えてありがとうございます。これをやっていただ

くことによって、若者の定住が可能になるわけで

す。生産者がただ企業だけで都会へどんどんどん

どん――農業では生活できないということで、若

者がどんどんどんどん大都会へ向いて出ていくわ

けです。南予の有効求人倍率は０．５から０．７

ぐらいに推移しとるんじゃないかと思うんです

が、生活の場がなければ、出ていかざるを得ない

わけです。子供もつくれません。そうしますと、

やはりここの１次産業の中心であります農産物な

んかを積極的に栽培に従事する若者がふえれば、

それも地域の活性化につながるわけです。ぜひと

も今現在対応ができないんじゃなしに、このよう

な対応をしていくんだというような取り組みを今

からでもしていただいたら、若者の定住、農地の

活用、それから収益の増大、農業生産者の、これ

も海産物も同じなんですが、そういった就労の

場、それから農家の生産性の向上、こういったも

んにつながっていくわけです。ぜひとも今後そう

いった面から見ても、地域の活性化のために取り

組んでいただいたらなと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 平成１９年第１回定例会に

おきまして、一般質問の機会をいただきましたの

で、通告により２点ばかり質問させていただきま

す。 

 まず初めに、経費削減の取り組みについてお尋

ねをいたします。 

 西予市民の皆さん方は、合併によるサービスの

向上を期待しておられましたけれども、市民の声

を伺ってみますと、現実には十分なサービスが行

き届いてないような実感があります。西予市にお

きましても、国からの財源の減少、財政状況の深

刻な中でさまざまな経費削減の取り組みが行われ

ていると思いますが、どのような基本理念で行わ

れているのか、関係各位にお尋ねをいたしたいと

思います。 
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 ２点目の広告事業推進についてでございます

が、さきの森川議員の発表がありましたので、簡

単に発表させていただきます。 

 現在、全国１７０の自治体において厳しい財政

状況から、一歩踏み込んで広告ビジネスに力を入

れた自治体があり注目されております。市で使用

している封筒に広告を載せたり、広報紙等に広告

枠を設けたり、またホームページでの広告も行っ

ている自治体もあると聞き及んでおります。 

 また、豊田市では、市で使用する封筒に広告を

入れるかわりに、市で作成している封筒を企業か

ら無償で提供していただいて、それを使用するこ

とによって年間１００万円の経費削減が行われて

いるという事例があります。 

 また、広告事業に先進的な取り組みをしている

横浜市の事例でございますが、市の広報、各種封

筒、職員の給与明細書、図書カード、公共施設の

看板等に広告を掲載しているようであります。今

後広く西予市内外の民間企業の皆様の力を協力を

いただきながら、市が保有をしているさまざまな

施設等を媒体として企業等の広告を掲載し、収入

増や経費削減を図ってみてはいかがでしょうか。

収入増が望めない現在において、さまざまな問題

点があるとは思いますが、財源確保のために広告

事業推進を行うべき価値はあると思います。関係

各位のご答弁をお願いいたしまして、質問を終わ

らせていただきます。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 山本議員の経費節減の取り組みにつ

いて、どのような基本理念のもとで行っているか

ということにつきましてお答えをいたします。 

 市民のニーズは年々複雑・多様化し、それらす

べてにこたえるには、それ相応の財源が必要とな

ってまいります。このような中、合併前には予想

もされなかった国の三位一体の改革によって、西

予市の財政運営は逼迫し、ここ数年の予算におい

て顕著にあらわれていることは、ご存じのとおり

であります。その限りある財源の中で、行政はい

かに市民の皆さんに対して最大のサービスを提供

し続けていくかということが今後の大きな課題で

もあります。三位一体の改革により地方交付税、

国庫補助金、負担金等々が激減している今日、こ

れらの限られた財源で市民の皆さんに満足いただ

ける事務事業を展開をしていくということには、

当然ながら今までどおりにはまいりません。 

 そこで、今まで当然のことのように進めてきま

した事務事業について、いま一度その内容や事業

効果等を精査をし、効果の低い事務事業等は削減

あるいは廃止、またみずからできる業務はみずか

ら行う等、極限までむだを排除し、不要な経費を

省き、真に必要とされかつ効果のある事務事業に

絞って財源を充てる必要があると考えておりま

す。 

 また、行政と市民の役割分担を明確にし、住民

自治の原点に立ち返り、市民参画を進め、市民行

政がそれぞれの役割に応じて、協働により西予市

の新しいまちづくりを推進していかなければなら

ないと考えております。この理念のもと、平成１

７年度より順次事務事業の見直しを行っていると

ころであり、また現在、事務事業評価システムに

よって事務事業全般にわたって見直しを行い、評

価の高い事務事業に予算を配分していくことが今

後必要ではないかと、このように考えておるわけ

でございます。 

 第２点目の広告事業推進についてお答えをいた

したいと思います。 

 山本議員のご質問の広告事業の推進につきまし

ては、先ほど森川議員の経費削減と広告入り封筒

につきましてのところで答弁をいたしました内容

と同様に、今後先行事例の手法や評価を参考にい

たしまして、自主財源の確保に鋭意努力してまい

りたい、このように考えておるわけでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 ご説明をありがとうござい

ました。 

 広告ビジネスにつきましては、新居浜、松山は

この間、３月５日の朝ＮＨＫのテレビで広告ビジ

ネスの取り組みについて松山市の実態を報道され

ておりましたけれども、宇和島でも有料広告を発

注いたしました。そして大洲が年間２００万円の

経費削減を目指して進めるための準備を今、来年

度から取り組むということで承っております。ぜ

ひとも西予市も他方におくれないようによく吟味

していただいて推進を図っていただきたいと思い
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ます。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○議長 次に、２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 最後になりましたけれど

も、２点だけ質問をさせていただきたいと思って

おります。 

 その前に、締め切りぎりぎりに持ってまいりま

して雑筆をやっておりますことをお許し願いたい

なと思っております。 

 本題に入る前に、今ちょうど商工会の副会長さ

んもおいでますし、それから女性部長さんもおい

でるんでございますけれども、それを前にひとつ

しゃべらせていただきたいなと思っております。 

 ちょうど商工会が合併して１年になりまして、

そこの中で今どう取り組んでいくかということが

一つずつ動いておりますけれども、たまたま一昨

日ですか、商工会の職員をどのようにこれからな

るのかということの中で話をしましたら、これか

ら１０年間は一切雇用はありませんと。それか

ら、そうすると、このままでいくと、現状の半分

の中で優秀な人材をそろえて商工会の組織を維持

しなきゃいけない。それとともに、商工業者に対

するサービスを落とさないようにどのようにする

かということが出てきまして、これはなかなか難

しいなと、そういうことを思っております。そう

いう方向の中で基本的にそれがありますし、地域

農業っていいますか、地域振興の中の状況の中で

は、ＪＡが各支所を引き上げて４月からいきま

す。その中でどういう現象が起こっているか。以

前であるならば、行政が農業政策に関しては農協

とタイアップをしながら一つの方向をつくり上げ

たという時代がありました。農協が自分たちの農

協の組織を維持する、いろんなその分が出てきま

して、本当に地域の購買といいますか、生活にか

かわる購買部といいますか、Ａコープといいます

か、それすらなくなってきている、そういう状況

があります。そういう状況を踏まえながら２点だ

けお願いをしたいなと思っております。 

 私は地域起業条例、これは仮称でございますけ

れども、これについてお願いをしたいなと思って

おります。 

 この中で２点だけ、西予市企業誘致条例、これ

ちょっとだけ資料がありますのでしゃべります

が、５，０００万円以上投資をし、それ以上に従

業員が５名以上、その中であるならば、限度額総

額１億円以内、期間５年以内、促進奨励措置で

す。固定資産が課せられることになった年度以降

の当該固定資産を減免という分があります。それ

から、雇用促進奨励金、これが１人当たり正規雇

用で３０万円、それから臨時といいますか、パー

トといいますか、それは１５万円ですか、そうい

う形の中で誘致企業に関してはそういう方向の中

で取り組まれておりますし、これも総額５，００

０万円以内、５年以内ということになっておりま

す。 

 それから、もう一つあります。 

 西予市の情報通信関連企業誘致条例、これは今

コールセンターとか、それからデータセンターと

かというのが出て、これから西予市の中にもそう

いう線で５０、雇用５０人規模そういう企業が出

てくるような方向づけで聞いております。これに

つきましても、１５人以上雇用、それから開業時

に事務所の建設または改造を行った場合に要した

額の１００分の３０に相当する額１，０００万円

以内で１回限りと、それから事業用資産奨励金、

これは直接事業の用に供される事務所の賃借料及

び通信回線の使用料にかかわる額に対して交付、

年額の３分の１に相当する額、年１，０００万円

以内、期間５年以内というもんがあります。それ

から、雇用促進に関しては、上の企業誘致条例と

同じでございます。 

 そこで、一番心配しているのは、本当に１の条

例も２の条例も、資本力があってその一つの形を

つくり上げてくるっていう一つの大きなものの考

え方がありますけれども、一度に５，０００万円

というのは、なかなか市内業者の中の資本力がな

い、一度に投資することができないという業者が

多いんではないか。例えば、１年にことしは１，

０００万円投資で雇用人口５人ですよ。２年目に

また１，０００万円ですよ。３年目に１，０００

万円です。５年間で５，０００万円投資する。何

にもならないんです、これ。固定資産とかそうい

う分に関して、やはり地元企業を興す人たちに対

しても何らかのそういう措置があってしかるべき

ではないのか、このことをお聞きしたいと思って

おります。 

 それから、１次産業について、施設をつくって

いくときにおいても同じ現象が起こってきます。
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農業っていう分がもともと基本的には、以前では

資本力っていいますか、バック資本力っていうの

が大きくありました。地価が高いという分に関し

ては、山林の力があるっていうときはそういうこ

とがありましたけれども、現在ではその１次産業

がどう持っていくかということの施設でさえなか

なか難しい。１つつくれば５００万円、１，００

０万円って必ずかかってきます。そこの中で上が

ってくる生産性っていうのは、なかなか１次産業

とかそれに対しては、それに見返る分が出てこな

い。減価償却難しいなと、そういうのが現況であ

ろうと思っております。その辺も含めて条例を検

討すべきではないのか。やはり地場で育った人間

は、地場の中で企業を興して、そこの中で生き残

っていくという安心感っていうのは一番あるんで

はないか。これももう一つ、第２の条例について

でも同じなんですけれども、通信関連でも同じな

んですけれども、今ちょうど城川町は以前から、

私は城川町出身ですが、以前からＡＤＳＬという

のが欲しいと。それでもあの当時は高速通信網で

ございました。それが入ってくるならば、インタ

ーネットでも今のデータセンター、コールセンタ

ーそれくらいでも何とかついていけれる、その辺

を思いながらやってきて何とか――もうこっから

余り言うたらいけませんので、それができたと思

ったときに、３０人規模の企業を連れてきた途端

にポシャったと、そういうこともあるんです。だ

から、今現在の中で、野村町と宇和町なんです、

ＡＤＳＬが入ってるのは。そこを利用して城川町

の業者、それとほかの業者がタイアップをしてコ

ールセンター、民間で立ち上げようというそうい

う方向で資本金も募ったりして動いております。

やはりそしたらば、１５人以上、その投資金額が

こうだという、１００分の３来るよっていう分が

あるんですけれども、そこまでの資本力を持って

ってすることができない、これもやっぱり企業誘

致と同じように一つのものの考え方、起業条例っ

ていう部分が私は欲しいと思います。そういうこ

とで、このことに関して、担当課では、以前には

こういう話を、私これで３回目か４回目だと思っ

ております。それをこれからそういう方向をいろ

んな形でつくっていくというようなのを、ちらっ

とそういう情報も聞いておりますが、その点も含

めながらご答弁をお願いをしたいと思っておりま

す。 

 それから、あと一点でございます。 

 農協と農業のＪＡが撤退したということも関係

あるんですが、基本的に普通財産、行政財産は市

長の裁量っていうのがすごいありますが、普通財

産を民間でそこで地域おこしに活用したい、そう

したときに、どこが網がかかってくるか。今は地

代が要るんです。それでそれから向こう、そした

らそこへ建物を建てたときに、そら当然だといえ

ば当然なんですけれども、資産税が要るんです。

それでも一つのグループというか、２００人ぐら

いのグループの中で会員を募りながらそれをし

て、一つの農業の分野をそこで販売していこう。

それで少しでもそういう地域に残るじいちゃん、

ばあちゃんもおりますけれども、若い人たちも１

カ月に５万円、６万円そこで売り上げよう、私は

１０万円ですよ、年間で２００万円そういうとこ

ろの中で稼いどる人もおります。そこにおる従業

員は１５％の手数料なんです。それでそうします

と、やもすれば赤字が出るんです。それでも頑張

らざるを得ないという形の中で動いている、そう

いうときに、それに対して土地の使用料がかかる

となかなか難しい足かせになって、その辺は一つ

の条例の中にここにあるんですが、財務規則の中

にもあるんですけれども、その辺を理事者が一つ

の分の地域づくりにおいてはそういう配慮、そう

いう議論をしながら配慮をしてほしい。それが１

点です。 

 もう一点あります。 

 これを借りるときに、行政が先にその地域がこ

うなるからこうやったらって、先に動くぐらい積

極的に協力をするぐらいのものの持っていき方が

欲しい。こっちがこれ、商工会の名前で申請する

っと書類持ってるんですけども、やはりそれをや

ったときに、やはり行政は先にそのことに関して

便宜を図り、積極的にそのノウハウというのもき

ちっと教えるべきじゃないか。そうやってできる

限り、一番最後で具体的なことを言いますと、４

月にＡコープがなくなります。そうすると、私の

地域では、日常商品製品買うことができないで

す。遠くにはあります。野村もあります、それか

ら土居もありますけれども、私ら車持っている者

は行けるんですよ。そうじゃない人は本当に困っ

ている。それに対してみんなが出しながらＡコー

プに似たものをつくってそこの日常生活に支障を

来さないようにどうするか、その話をやってる。
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それがこれからいろんな、だからたかが城川だか

らそれがどうだっということじゃなくして、そう

いう地域おこし、そういうものをするときには、

普通財産、市の、それはできるだけ便宜を図って

ほしい。そういう２点目に対しては、２点目あり

ます。 

 そういうことでございます。これ本当に一般質

問していいのかどうかっというのがありますけれ

ども、直面したことで、これから本当に地域の部

落といいますか、組といいますか、それがもう崩

壊します。１００戸ぐらいあるところが、もう５

年、７年たったら２０戸になります。当然環境と

かいろんなこともありますけれども維持できな

い。そこに直面してるんです。それをいかに残す

かっというものも判断も含めながら、やはりいろ

んな残すためにも欲しいし、やっぱりそういう少

しでも構わないから、そういう収入を与える場面

が欲しい、そういうことでこの２点を質問をして

終わりにさせていただきます。１２時も過ぎたと

思いますので、これで終わります。よろしくお願

いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、梅川議員の最初の質問、

地域起業条例についてお答えをさせていただきま

す。 

 誘致企業に対する優遇制度につきましては、昨

年の９月議会で企業誘致条例の全面改正及び情報

通信関連企業誘致の新条例をご承認いただいたと

ころでございまして、企業がより立地しやすい条

件を整備したところでございます。ただこれら２

つの条例は、市民の雇用や投資額の要件を定めて

いるために、今議員のご指摘のとおり、年１，０

００万円の段階的な投資では、総投資額が５，０

００万円に達しても奨励の対象にならないのは今

ほどのご指摘どおりであります。 

 しかしながら、産業活性化には個人の起業や新

分野創業などの新たなパワーの活躍が不可欠であ

りますので、このたび新しい支援制度を創設し、

今回の当初予算にも出しておりますが、事業費を

計上させていただきました。議員ご質問の条例化

の手法ではなく、要綱による制度でございます

が、ご理解をいただきたいと思います。 

 支援制度の一つが、地域内発型産業創出事業で

ございます。この事業は、地域農林水産資源等を

活用する製造業、第１次産品や農産加工品の販売

業、市民生活分野関連のサービス業を対象事業と

して法人を設立して、これらの事業に取り組む個

人及びグループ並びに異分野からの新規参入する

法人を補助対象者としております。 

 支援の内容につきましては、創業時に必要な経

費の２分の１、１００万円を限度に補助するとと

もに、創業後１年間の人件費についても、雇用者

１人について１カ月１万円から２万５，０００円

の助成を行うものです。 

 要綱の趣旨は、起業や新規創業を促すことにあ

りますので、ご質問の野村や宇和で起業の動きが

あるという情報通信関連事業の場合、その業務

が、例えば地域企業に対する情報サービス、情報

処理サポートという内容であれば、この要綱の補

助対象となる起業と思っております。 

 ２つ目の要綱が、農林水産加工品開発事業でご

ざいます。 

 この事業は、特産品加工業の振興を図る目的と

しておりまして、西予市産品農林水産物を主原料

として加工品の開発経費の２分の１、１００万円

を限度に助成する制度であります。特色のある加

工品の開発や既存商品にさらなる付加価値や改良

を加える事業が対象でありまして、個人、グルー

プ、法人を補助対象としております。 

 ３つ目が、西予市ブランド産品販路開拓支援で

ございます。名前は支援事業でございます。 

 この事業は、西予市産品の商品の販路を開拓す

るために、物産展やアンテナショップの設置、商

品パンフレット等々を要する経費の２分の１、こ

れも１００万円を限度に助成するものでありま

す。１次産品の販路拡大も想定して、一般企業だ

けでなく、農協や漁協、農事組合法人等も補助対

象としております。 

 以上、３つの制度は、法人設立段階、加工品の

開発段階、商品の販路拡大段階等の事業の熟度に

合わせて活用できるように意図したものでござい

ます。 

 これ以外の支援でございますが、起業時に自己

資金が不足する場合には、当然融資が必要になる

かと思います。高額な金利は新規事業者に対して

大きな負担となりますので、この軽減を図るため

に、現在起業時の初期借入金の利子補給制度を設

ける方向で作業を進めております。 
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 以上、起業創業に関する行政支援制度案の概要

をご説明させていただきました。答弁とさせてい

ただきます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 梅川議員の地域おこしについ

てお答えをさせていただきます。 

 行政財産につきましては、用途または目的を妨

げない場合においては、目的外使用として許可を

行っておりますとともに、普通財産の貸し付けに

つきましても、財務規則に基づいて貸し付けを行

っているところであります。その貸付料につきま

しては、財産処理審議会に定めております賃貸借

基準に基づき、固定資産評価額に４％を乗じた金

額にいたしております。 

 また、普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し

付けについては、西予市財産の交換、譲与、無償

貸し付け等に関する条例に基づき判断を行ってお

ります。 

 該当となる場合は、他の地方公共団体、その他

公共団体、または公共的団体において、公用もし

くは公共用または公益事業に供するときと地震、

火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを

受けた者が貸付財産を使用の目的に供しがたいと

認める場合となっております。 

 なお、駐車場につきましても、同様の貸付料が

必要となってまいります。 

 以上、ご説明申し上げましたとおり、現在市と

いたしましては、条例等にのっとって遂行させて

いただいておりますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げまして、答弁とさせていただきま

す。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 ちょっと時間も過ぎて申し

わけございませんが、再質問をやらせていただき

ますが、ちょうど今市長が説明をしていただきま

したこれだけの支援というのがあるということ、

それでそれが発展につながったらありがたいと思

っております。しかしながら、一面的には少ない

んではないかと。当初予算の中ではまだ議決あり

ませんけれども、１，０００万円だったかな。そ

の分がのっていたということは記憶に持ちながら

思っておりますけれども、やはり投資する金額に

対してやはりその辺をもう少しお考えを願いた

い。それがお金が欲しいということよりも、それ

をサポートしてほしいと。それができる上がるま

でのサポートをしてほしいという、基本的にはそ

ういう意味です。 

 それと、普通財産につきましては、できるべく

そういう方向の中で地域おこし、それをするとき

には、やっぱりその辺をいろんな形の中でお考え

を願いたい、そういうことです。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、梅川議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 一面的少ないのではないかという質問でござい

ますが、私どもはこういう市が支援をするという

ことは、今議員がおっしゃるとおりサポートでご

ざいまして、全面支援をするわけではありませ

ん。企業を経営されたり、いわゆる起こす起業で

すね。起こす起業をされる方々は投資をするわけ

でありまして、やはりリスクを負う必要もござい

ます。だから、そのリスクの中であえて踏み込ま

れることに対する導入としてサポートするわけで

ありまして、市としての今の現状としては、この

辺が適当ではないかと、まず最初その辺のところ

を思っておりますので、今回予算計上をしており

ます。ぜひとも委員会の中で慎重にご審議をいた

だいて、またご決定をいただいたらと、このよう

に思っております。 

 以上です。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 これをもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は明日３月９日午前９時より会議を開きま

す。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後０時１８分 
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議  事  日  程 
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   議案第１６号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１７号 西予市職員の管理職手当等 

          の特例に関する条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１８号 西予市過疎地域における固 

          定資産税の特別措置に関す 

          る条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第１９号 西予市在宅ねたきり老人等 

          介護手当支給条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２０号 西予市養護老人ホーム条例 

          の一部を改正する条例制定 

          について 

   議案第２１号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２２号 西予市予防接種健康被害調 

          査委員会設置条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

   議案第２４号 西予市衛生センター条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市農村公園条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市農業集落排水処理施 

          設条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２７号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第２８号 西予市公共下水道条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第２９号 西予市公共下水道事業受益 

          者負担金徴収条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第３０号 西予市道路占用料徴収条例 

          の一部を改正する条例制定 

          について 

   議案第３１号 西予市出産祝い金支給条例 

          を廃止する条例制定につい 

          て 

   議案第３２号 西予市在宅介護支援セン 

          ター条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３３号 西予市精神障害者小規模作 

          業所条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３４号 西予市低開発地域工業開発 

          地区指定に伴う固定資産税 

          の特別措置に関する条例を 

          廃止する条例制定について 

   議案第３５号 田之浜地区コミュニティセ 

          ンター設置条例及び宮野浦 

          地区コミュニティセンター 

          設置条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３６号 平成１８年度西予市一般会 

          計補正予算（第１０号） 
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   議案第３７号 平成１８年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第３ 

          号） 

   議案第３８号 平成１８年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第３９号 平成１８年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計補正 

          予算（第２号） 

   議案第４０号 平成１８年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４１号 平成１８年度西予市老人保 

          健特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４２号 平成１８年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４３号 平成１８年度西予市簡易水 

          道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４４号 平成１８年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第４５号 平成１８年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４６号 平成１８年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４７号 平成１８年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計補 

          正予算（第２号） 

   議案第４８号 平成１９年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第４９号 平成１９年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５０号 平成１９年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５１号 平成１９年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成１９年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成１９年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５４号 平成１９年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第５５号 平成１９年度西予市港湾整 

          備事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成１９年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第５９号 平成１９年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６０号 平成１９年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６１号 平成１９年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

   議案第６２号 市道路線の廃止について 

   議案第６３号 市道路線の認定について 

   議案第６４号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６５号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６６号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６７号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

 ２ 陳情第 １号 日豪ＥＰＡ交渉に関する陳 

          情について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第 ７号 西予市副市長定数条例制定 

          について 

   議案第 ８号 地方自治法の一部を改正す 

          る法律の施行に伴う関係条 

          例の整備に関する条例制定 

          について 

   議案第 ９号 西予市部設置条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市名誉市民条例制定に 

          ついて 

   議案第１１号 西予市表彰条例制定につい 

          て 

   議案第１２号 西予市浄化槽市町村整備推 

          進事業条例制定について 

   議案第１３号 西予市新市立病院建設基金 

          条例制定について 

   議案第１４号 西予市職員の勤務時間、休 

          暇等に関する条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１５号 西予市特別職の職員で非常 

          勤のものの報酬及び費用弁 

          償に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

   議案第１６号 西予市職員の給与に関する 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１７号 西予市職員の管理職手当等 

          の特例に関する条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第１８号 西予市過疎地域における固 

          定資産税の特別措置に関す 

          る条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第１９号 西予市在宅ねたきり老人等 

          介護手当支給条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２０号 西予市養護老人ホーム条例 

          の一部を改正する条例制定 

          について 

   議案第２１号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２２号 西予市予防接種健康被害調 

          査委員会設置条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市廃棄物の処理及び清 

          掃に関する条例の一部を改 

          正する条例制定について 

   議案第２４号 西予市衛生センター条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２５号 西予市農村公園条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２６号 西予市農業集落排水処理施 

          設条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２７号 西予市農業集落排水事業分 

          担金徴収条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第２８号 西予市公共下水道条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第２９号 西予市公共下水道事業受益 

          者負担金徴収条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第３０号 西予市道路占用料徴収条例 

          の一部を改正する条例制定 

          について 

   議案第３１号 西予市出産祝い金支給条例 

          を廃止する条例制定につい 

          て 

   議案第３２号 西予市在宅介護支援セン 

          ター条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３３号 西予市精神障害者小規模作 

          業所条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３４号 西予市低開発地域工業開発 

          地区指定に伴う固定資産税 

          の特別措置に関する条例を 

          廃止する条例制定について 

   議案第３５号 田之浜地区コミュニティセ 

          ンター設置条例及び宮野浦 

          地区コミュニティセンター 

          設置条例を廃止する条例制 

          定について 

   議案第３６号 平成１８年度西予市一般会 

          計補正予算（第１０号） 
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   議案第３７号 平成１８年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第３ 

          号） 

   議案第３８号 平成１８年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第３９号 平成１８年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計補正 

          予算（第２号） 

   議案第４０号 平成１８年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４１号 平成１８年度西予市老人保 

          健特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４２号 平成１８年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４３号 平成１８年度西予市簡易水 

          道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４４号 平成１８年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第４５号 平成１８年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第４６号 平成１８年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第４７号 平成１８年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計補 

          正予算（第２号） 

   議案第４８号 平成１９年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第４９号 平成１９年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第５０号 平成１９年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第５１号 平成１９年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第５２号 平成１９年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第５３号 平成１９年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第５４号 平成１９年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第５５号 平成１９年度西予市港湾整 

          備事業特別会計予算 

   議案第５６号 平成１９年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第５７号 平成１９年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第５８号 平成１９年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第５９号 平成１９年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第６０号 平成１９年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第６１号 平成１９年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

   議案第６２号 市道路線の廃止について 

   議案第６３号 市道路線の認定について 

   議案第６４号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６５号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６６号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

   議案第６７号 西予市営土地改良事業の施 

          行について 

 ２ 陳情第 １号 日豪ＥＰＡ交渉に関する陳 

          情について 
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  開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第７号「西予市副市長定

数条例制定について」から議案第６７号「西予市

営土地改良事業の施行について」までの６１件を

一括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑は議案順に大綱の質疑のみで願います。 

 まず、議案第７号「西予市副市長定数条例制定

について」から議案第９号「西予市部設置条例の

一部を改正する条例制定について」までの３件に

対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 これの３件については、これより採決を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号から議案第９号までの３件について

は、会議規則第３７条第２項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第７号「西予市副市長定数条例制定

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第７号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８号「地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

制定について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第８号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９号「西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について」は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第９号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０号「西予市名誉市民条例制定

について」及び議案第１１号「西予市表彰条例制

定について」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １６番岡山清秋君。 

○１６番岡山清秋君 ただいまの第１１号の議案

でありますが、昨年の９月だったと思うんです

が、一般質問の方でやらせていただきました。私

がこの場で涙ながらに訴えたことではなかろうか

と思いますが、市長のハートをちょっとくすぐっ

たのかなという気がいたしますが、そういった思

いで喜びを秘めておりますけれども、１点だけ申

し添えておきますが、この件につきましては、昨

年渓筋の消防団、ポンプ操作で全国大会等行かれ

ました。あのように活躍された方等々、そういっ

た方も対象になるのではないかと思うんですけれ

ども、やはり全国大会といえども大きな大会と全

国大会でも小さな大会があります。私が言いたい

のは、大きな大会は大々的に報道もされますし、

活躍された方は十分にわかるわけでありますけれ

ども、中には個人で小さな大会、小さな全国大会

に参加をされた方等については、なかなか一般の

方、報道されても新聞の片隅に少し出るぐらいの

ことでわからない方があろうかと思います。そう

いった方については、やはり本庁の方にはわから

ないときがあるわけでありますから、やはり日ご

ろから支所並びに公民館あたり、それぞれがご町

内の方それぞれ気をつけていただいて、選考の対

象にしていただきたいと思います。 

 そして、この議案の中に選考の方法として委員

会を立ち上げると書いてありましたけれども、ど

のような方がどのような人選をされるのか、構わ

ない限り教えていただいたら幸せかと思います

が、よろしくお願いいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、この場から岡山議員の質

問に対してお答えさせていただきます。 
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 昨年の議会で岡山議員から質問もあったことも

頭に入れております。私ども早くこのような表彰

条例をつくっておかなくてはいけないと思ってお

りましたけれども、今の時期までなりました。こ

れに対してはおわびを申し上げたいと思いますけ

れども、今からこれをつくってしっかりした運用

をしていきたいと思っております。 

 今ほどおっしゃるような、いわゆる個人が出場

するような全国大会等々もこの中で言いますキラ

リ西予大賞等々の対象になろうと、このように思

っておりますし、そういうものを今ほど言われま

すように、総合支所なり公民館なり等々からしっ

かりした情報を、あるいは議員の皆さんからも入

れていただくというようなことで、漏れがないよ

うな方法で運用をしていきたいと、このように思

っております。 

 今ほどおっしゃった選考委員会でございますけ

れども、これもまだ人選はどうっていうことを今

決めておるわけじゃありません。まずこのように

条例を通していただいた上で今後考えていきたい

と思っておりますが、選考委員会を年何度も開く

のではなしに、ある程度限られたときに開くとい

う方法で考えております。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１２号「西予市浄化槽市町

村整備推進事業条例制定について」の質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 ちょっとこれ質疑をしたい

んですけれども、一番最初に説明があったときに

私が聞き漏らしてたのかなと思うんですけれど

も、２４ページの第２表ですか、その辺のちょっ

と説明をお願いしたいと思うし、これ一つの事業

区でやるのか、それとも西予市全体でのこういう

形になるのか、ちょっとその辺を聞き漏らしてお

りましたので、再度説明を願いたいと思います。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 ただいまのご質問にお答えいた

したいと思いますが、２表につきましては、農業

集落排水事業、これと同じでございます。今後補

助事業の名前は違いますけど、農集の中で特会を

組んで管理運営していくということになりますの

で、地区としては明間地区の中での管理というこ

とになります。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ３１番浅野豊重君。 

○３１番浅野豊重君 ちょっと僕が言うか思うた

ら先言われたので、非常に残念でありますが、こ

の下水道、それから農業集落、それから漁業集落

というものを考えたときに、何であれに該当しな

い分がこういう形で何でもっと早くできなかった

かという、非常に僕は不満を抱いております、正

直なところ。ほんで、これは市長がこの場所を制

定すると、定めるというようなことになっており

ますが、もし定めなくとも、ある地区においてそ

ういうことが申し出があった場合は、後でも定め

るのか、ちょっと今関連しておりますし、そうい

うふうに受けとめてはおるのですが、ぜひ先言っ

たように、下水道とそれから集落排水との整合性

を見れば、非常にそういうことのできないとこ

ろ、今までおくれたような、非常に僕はおかしい

と思っている。もっと早く本当してほしかったけ

れども、今になってはもうこれ仕方ないので、や

はりそういう広い範囲に広めてもらって、そうい

う要望があれば、ぜひやってほしい。 

 もう一つは、普通の浄化槽ですね。今からそう

いう問題が出てくると思います。普通の浄化槽で

あって、本人そのものは別に影響はないと思いま

すが、しかし本当に河川をきれいにするとかとい

う場合においては、これは非常に大事になってく

るので、やはりそういうことにやっぱり行政がタ

ッチしてやりはしないかというようなことを、逆

にこっちから持ちかけるようなことも必要じゃな

いかなと。この目的がやはり河川をきれいにする

とか、そういう問題があるのであったら、ぜひそ

ういう方に進めてほしいなというような感じをし

ております。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 ただいまのご質問にお答えいた

したいと思いますが、まず１点目でございますけ

ど、今回の農集と一緒にやろうということにつき

ましては、環境省の方の要綱がありまして、その

中に特定地域排水処理施設というようなこの施設

に該当するかどうかというような基準がございま

して、今回の場合につきましては、倉谷、板ケ谷

地区について、農集の明間地区からかなり距離が

離れているというようなことの位置づけからし
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て、この特定地域に該当するだろうというような

見解をいただきました上で合併処理槽と農集とを

一緒にして施行、それから先ほど言いましたよう

に管理は農集の方で特会でやるということになっ

たわけでございます。 

 この後、合併処理槽だけの事業、農集、漁集そ

ういうものをのけた段階で、これ単独の事業とし

てずっとやっていけるかどうかにつきましては、

その場所とか排水状況、その辺を国との協議を行

った上でできるかどうかの判断はやっていきたい

というふうには思いますけど、かなり集落が小さ

くて集落間の距離が長いような地区については、

今後検討を加えていく必要があるというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長 次に、議案第１３号「西予市新市立病院

建設基金条例制定について」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１４号「西予市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」から議案第１８号「西予市過疎地

域における固定資産税の特別措置に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの５件に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 お尋ねしますが、第１４

号でよろしいわけですね、質問させていただい

て。 

○議長 はい。 

○１７番酒井宇之吉君 終業の時間が５時半って

いいますと、今商工会が５時半で閉めておりま

す。非常に夜、冬になると非常に暗い時点で家庭

へ帰るという現状に出ておりますけども、県下一

円にこの制度が施行されるのか、まず確認してお

きます。 

 もう一点ございますのは、非常に私は、たばこ

は吸いませんが、休憩時間以内に外へ出てたばこ

を吸ってる人の休憩的なものの考え方はどのよう

に理事者は考えられておるのか、その点につきま

してお尋ねしたいと思います。 

○議長 炭倉総務課長。 

○炭倉総務課長 今のご質問にお答えをささせて

いただきますが、勤務時間、今は５時１５分まで

でございますが、昼休み４５分という休憩時間と

あと１５分休憩をとりたいと。これは組合と交渉

をいたしまして、組合職員が昼休みは１時間欲し

いという中で勤務時間を５時半までにせらさせて

いただくという形をとらせております。 

 県下におきましても、大多数が５時半という形

になってきております。 

 それから、たばこの休憩時間につきましては、

休憩という形をとるということまでには強制的な

措置はしておりませんが、２時間に１本とか、そ

ういう形でちょっと５分ほど――５分もかかりま

せんけど、そこらちょっとたばこの室へ行かさせ

ていただくということは、大目に見ておるような

形をとらせていただきたいと考えております。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 たばこの件につきまして

は、私個人ということではなしに、市民の方から

どうなってるんかどうかということを尋ねてくれ

ということでございましたので、できましたら、

もう少し喫煙室を庁舎内できちっと構えられて、

市民が庁舎内で就業しているというような認知の

中から制度的な考え方を確立していただきたい

と、かように思う次第でございます。終わりま

す。 

 以上です。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第１９号「西予市在宅ねたき

り老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例

制定について」から議案第２４号「西予市衛生セ

ンター条例の一部を改正する条例制定について」

までの６件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ３１番浅野豊重君。 

○３１番浅野豊重君 きのうの一般質問に対して

非常に理事者側からは心強い答弁をいただいて本

当にありがたく、まず庁舎建設問題初め今起こっ

ておる事業に対して前向きに取り組んでいくとい

う、非常に私どももいろいろ心配をしておりまし

たが、夕張の話が出たら、もうそのようなことは

心配することないよという形で、議員はもちろん

でありますが、市民の皆さんが非常に胸をなでお

ろしているというところだと思います。その気持

ちでやってほしいと思いますが、それに引きか

え、この在宅寝たきり老人介護手当、これに対し



 

－79－ 

ては、おととしの委員会においても非常に混乱を

したところでありますけれども、今度２万５，０

００円を１万５，０００円にすると。もう金額

は、これ私らも仕方ないと思っておりますが、こ

れを非課税家庭に限るということは、ちょっと私

もうなずけない、そういうように思っておりま

す。その際に、実はこの間の議員全員協議会のと

きにこの話を出したら、市長は国境をつくらない

という形が言われました。私は今の時代には、国

境をつくらないじゃなしに、むしろ西予市のカラ

ーを、西予市に来たらこういういいことがあるん

だよということを僕は出すべきじゃないかと。た

だ一列にこう並ぶでなしに、やっぱりそのカラー

を出すべきという形では、今申しましたように、

非課税家庭じゃなしに、むしろ非課税家庭でない

方は、特に特老あたりを利用したい、したくてた

まらない、そういう人がおるので、やはりそのこ

とを抑えるためにも、我慢してくださいというこ

とを抑えるためにも、やはり金額の大小は別とし

て、やはりこういう形でご苦労しておる家庭には

やりますよという、その姿勢が僕は大事じゃない

か、そういうふうに思って、やはりこの問題に対

して非課税家庭のみというのは、僕は納得できな

い。やはりここはひとつ何して、行政の姿勢、や

はりご苦労かけるところはご苦労かけますが、ひ

とつ頑張ってください。そうでなければ、例えば

特養の数、今待機者が幾らおるか知りませんけれ

ども、後でちょっとそのことも言ってもほしいと

思いますが、その人たちが我よ我よと、こう来た

場合には、本当困るじゃないか。そのためにもや

はりきのうから出ております小規模多機能とか、

やはり在宅介護に力を入れるという、この行政の

姿勢を僕は示してほしいなと。これが説得力があ

る行政運営ではないかというように考えておりま

す。ぜひその点を踏まえて、非課税家庭のみとい

うところだけは、ひとつ削除をしてほしいなと、

私はそういう考えを持っておりますので、ひとつ

検討を願いたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、浅野議員のご質問にお答

えしますけど、まず基本的なことを私が言わさせ

ていただいて、数的なことは、また担当部長の方

が話があると思いますが、私自身は、なぜ非課税

世帯に限定するかといいますと、やはり福祉の根

本は、他人を思いやる心であろうと、このように

思っておりますが、その中で、いわゆる十分な生

活ができる方々に対してまで福祉がすべてしてい

くのがいいかどうか、福祉の対象にするのがいい

かどうかと考えますと、私はそれは違うのではな

いかと思っております。いわゆる弱者救済が福祉

の根本であろうと、このように思っておりますの

で、この寝たきり老人の介護のことについては、

やはりその非課税世帯を対象にするのが、やはり

この本旨からしていいのではないかと。それ以外

について基本的には、介護の問題については、既

に新しく介護保険ができて、旧城川時代にこの寝

たきり老人の介護手当が出たときには、介護保険

制度がないときにつくられたといういきさつを聞

いております。したがいまして、あれから十分そ

れだけの機能が、いわゆる私たちの中で制度化さ

れてきた。だからその分については、やはり私ど

もはのけていって、非課税世帯の中であとその対

象者としてしっかり私どもはお助けができるよう

な行政であるべきではないかと、このように思っ

ております。 

 以上です。 

○三好市長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 ただいまの浅野議員のご質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 現在、それぞれの施設がございます。この施設

につきましての入所率、大体九十七、八％が入所

している状況でございまして、これらに対する、

いわゆる待機者といいますか、この方あたりの数

字が大体３００名近くの待機者がございます。た

だし、それぞれの施設ごとに重複した申し込みを

されておるところでございますので、実際には約

３分の１、１００名前後ではなかろうかと、この

ように考えているところでございます。 

 もともと平成１２年に介護保険法制度ができま

して、国の方としては、本来は施設介護ではなく

て、基本的には在宅介護を進めているところでご

ざいます。ただ平成１２年当時から今日に至る間

におきましては、やはりまだまだ施設の数、ベッ

ト数が足らないという状況の中から１９年度でも

予定をいたしております特老関係も本市において

も予定をしておるところでございますけれども、

２６年度の要介護者等算定いたしますと、せんだ

って申し上げました３，１５４名程度がございま

すけれども、これがことしの４月１日から発足を

いたします包括支援センター、できるだけこの包
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括支援センターの事業を充実することによりまし

て、できるだけ要介護度の予防をここで徹底をし

ていくと、こういうような制度でございまして、

今後は待機者がだんだんとこう少なくなるよう

な、元気なお年寄りをつくると、こういう考えで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

○３１番浅野豊重君 意味はわからないのではあ

りませんけれども、やはりきのう言ったように大

きなものに対して非常にあれを持っておりなが

ら、本当になぜこういうとこだけしわ寄せが来る

か。確かに国の制度がよくなったということ、わ

かります。しかし、行政がやはりやることに対し

てやはり賛成をする、後押しをしてやるぞという

気持ちがなくなるようなことになってきて今おり

ます、非常に。ほんで、そういう、例えば１００

万円使って１億円の仕事ができるんだったら、そ

ういうことをした方が得なんです。行政として

も、やはり少しの金だけど、ちょっとほかのとこ

がないけど、うちはこれやってやると。そのこと

が皆さんが、おいやれよ、頑張れよっという行政

を支えてくれる、理解してくれるということをす

る方が、結果、僕は得策じゃないかという感じを

抱いております。 

 もう一つ、前ちょっと話しましたけれども、そ

ういうことも言うならば、高齢者の関係もちょっ

と触れてみますと、僕はあのときに、例えば１０

万円の金を、そのまま現金は必要ないんじゃない

かと。本当に長くご苦労してくださった人には当

然のことながら、その心、感謝の気持ちをあらわ

さなきゃいけないけんど、現金で１０万円じゃな

しに、もっと品物で、本当ご苦労でしたという気

持ちをあらわす方がいいじゃないかということを

言いましたけれど、やはり１００歳になって１０

万円もらって、それ本当にうれしいかどうか。き

のうの例えば出産祝い金のあれです。それほどに

は別にあれはこうしてないよというけど、しかし

そういうことは皆様にもやはり目を向けておるん

ですよと、行政は目を向けておるんですよと。行

政というものは日の当たらんとこへ日を当てる、

影をなくするというのが行政と思いますので、ぜ

ひそういうとこを全部把握して、やはり皆さんは

よくなるけんど、やっぱり行政の方はよくなるよ

という考えで今後、物事をひとつ考えてほしいと

いうことを申し添えて、私の質問を終わります。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 浅野議員の熱い思いについては、私

も同感でありますが、やはり福祉というのはばら

まきではいけないと、私は思っておるわけです。

今回の寝たきり老人の介護についても、愛媛県下

最高の水準にいっております、これでも。したが

って、私はばらまきをしたらいけんということを

私どもは皆さんにお願いもして、住民の方にもお

助けくださいよということを言っとるわけであり

まして、何もこれを悪い方向にしておるわけでは

ありません。愛媛県の中の最高水準であることだ

けは、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長 １８番兵頭勇君。 

○１８番兵頭勇君 ただいまの議案第１９号の在

宅介護老人手当の関連、重複するかと思います

が、一口に言いまして、ただいま先輩の浅野豊重

議員の考えと同じ考えを持つ者であります。と申

しますのは、ちょうどこの件につきましては、今

浅野議員も言われましたように、２年前に厚生常

任委員会に付託を受けまして議論をいたしまし

た。その結果、やはり同意できないということで

今の体制ができておるというふうに思います。そ

の際には、やはり理事者が示されました案としま

しては、非課税世帯のみに限ると、金額は２万

５，０００円ということであったというふうに記

憶をいたしております。私はちょうど身に持って

経験をしたわけでありますが、この在宅の介護と

いうのは大変厳しいものがあります。これはやは

り親が最期の場面で、生まれ育って自分の家で暮

らしたいというのは、親心であろうと思います。

子供もそうであろうと思います。精いっぱい家で

見てあげたいという気持ちがあると思います。そ

の介護をするには、やはり並々ならぬところがご

ざいます。親が施設に行くには嫌だと言われたと

きには、介護をする者は嫌と言っても行ってくだ

さいというのはなかなか言えんと思います。その

ことをひとつ考えていただきたいと思います。ま

すます西予市におきましても、高齢化が進むと思

います。これはやはり西予市にとっては大事な場

面であろうと思いますが、そのようなことを考え

ますと、やはり今度の案につきましては、考慮す

る点が、私はあるというふうに思います。個人的

な意見にもなりますが、私はそのような考えを持
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っております。 

 以上でございます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 兵頭議員の熱い思いについても、私

も基本的には同感であります。私も母がそのよう

な状態でありますので、下の方の介護をすること

についても、非常に女性でございますから、息子

でも嫌がるときが最初はありましたし、しかしな

がら、そういうことを今ほどおっしゃるように、

なるべく家に見てほしいという母の気持ちもあっ

たりしまして、非常に言われる意味もよくわかっ

ております。 

 しかしながら、これは私は大局的に立った中

で、行政としてのあり方を言ってるわけでありま

して、個人の私的な感情で行政が動いておりませ

ん。したがって、私の考え方としては、愛媛県下

としても最高の水準の中で私どもがどの部類に光

を当てるかということになりますと、例えば今私

がこの寝たきり介護の手当をいただいても、率直

に言ってそれだけの今、報酬という形でいただい

ておりますので、そういうものを二重にいただく

ということは、私は個人的には余り正しくないの

ではないかと。ある一定以上の方々については、

やはりこらえていただいて、それ以下の非課税の

方々に大変だからひとつお渡しするというのが、

私どもの行政のあり方としていいのではないかと

いう思いでございます。 

 以上です。 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 私も２人の先輩が質疑をさ

れましたので、その考え方同じでございますけれ

ども、一つだけ、城川町がこの条例を、言うたよ

うに旧町のときにつくるときに、一時金を廃止を

いたしました。そのときに関しては、一時金をも

らってる高齢者がかなり怒られました。そのこと

の説明責任を議員は果たさなきゃいけないという

ことで、それでおさまって、その後その財源をど

のように使うかということで、やはり介護をする

とこへ出すべきじゃないか、そのときは議員とし

ては３万５，０００円出してほしいということで

あったんですけども、財政上で２万５，０００円

になったという思いを持っております。やはりこ

こも市長が言われるように、愛媛県の中では突出

しているというものの考え方をせられておりま

す。私はただ減らすという部分というよりも、維

持してほしいという気持ちと、それとどこか予算

を、それこそばらまきと言われましたけれども、

そういう部分がやはりこれと相対してある部分が

あるのではないか、その辺も一緒に考えて、大切

なとこにはそういう形の中で残していただくっと

いうものの考え方、はっきり言いますと、一時金

として出すものは、以前私の考え方としては、城

川町と同じように、それを何万円か、１０万円

か、いろんな形の中で持っていくっていう部分

は、もう今の時代違うんじゃないか。だからそれ

を廃止してここのこういうとこへ持っていくべき

じゃないのかなというのが言いたいんでございま

す。そういうことです。終わります。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの梅川議員のご質問について

お答えいたしますけれども、先ほども申しました

とおり、旧城川にできた制度であるということで

ありまして、それがこの合併の中で一番いいとこ

ろをとったというのが、この現状だったと思いま

す。その制度自身は私も悪くない、非常にいい制

度をつくられたなと、このように思っておるわけ

でありますが、しかし、ご案内のとおり、介護保

険制度が平成１２年にできたわけでありまして、

それより以前にこの制度が城川のときにつくられ

ておりました。これは斬新な考え方だと、私は思

っておりますが、ただその後にできた介護保険制

度の中で、このことを大きく入れた介護保険制度

になったということでありまして、それがそのま

ま同じような状態で持ち越されてきたっというこ

とがあるわけであります。だから、その点につい

ては、お互い行政の中で考慮していいのではない

かというお話をさせていただいておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 １点だけ私の方からもまた

説明をさせていただきたいと思います。 

 合併当時の介護保険制度とその後におけます現

在の介護保険制度、これは非常にサービスの内容

が変わってございます。非常に施設の数もふえて

おります。そしていろんなメニューもふえており

ます。そういった中で、特に介護保険にかかわる

諸費用、個人的な負担ですけれども、これは１割

ということで決定しておるところでございますけ

れども、その限度額を超えた場合、これは一定の
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金額までしか個人負担はございません。といいま

すのは、その超えた分につきましては、介護保険

の中から戻し入れという形で、一度払っていただ

きまして、その後で介護保険の中から支払いをし

ていくという制度でございまして、それぞれ限度

額が４段階に分れているわけですけれども、限度

額でそれ以上は要っても、個人負担はないですよ

という状況にございます。 

 それと、在宅におきましても、介護そのものの

中身は、実はいろんなメニューがございますの

で、いつでも同じに、施設入所の方と同じように

利用ができるということでございます。 

 それと、あとは、この補助をすることによりま

して、いわゆる二重に支給をしているという状況

からこのようなことでございますので、ご理解を

ひとつお願いを申し上げたいと、このように思っ

ております。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２５号「西予市農村公園条

例の一部を改正する条例制定について」から議案

第３０号「西予市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例制定について」までの６件に対する質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３１号「西予市出産祝い金

支給条例を廃止する条例制定について」から議案

第３３号「西予市精神障害者小規模作業所条例を

廃止する条例制定について」までの３件に対する

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 第３１号について質疑をさ

せていただきます。 

 この件につきましても、やはり国も少子化問題

の中で動かれております。県もそういう部分があ

ると思います。西予市としても、国、県その分の

中の外れた部分という分に関しては、やっぱり出

すべきじゃないのかなというものの判断を私個人

は持っておりますし、この条例が一時金でもらっ

ても、そらうれしいことはうれしいでしょうけれ

ども、それよりも子育てっていう分があると思い

ます、私は。今一番国の中でも大っきなこのこと

は課題であろうと思っております。するならば、

この一時金でないならば、そしたら子育てに対し

てどういう方向でやるのかっていう部分が、この

条例を廃止する上において、ほかの子育てという

部分が並行して出てきてほしい。やはり本当に西

予市の中では結婚する人も少ないし、いろんなよ

うに子供も生まれにくい。でも一番は、子供が生

まれる方向づけ、それを支援して方向づけ、日本

綜合地所ですか、それは会社の中で全部見ましょ

うっという部分が出てきておりますし、群馬県の

太田市、その分に関しても第３子とか、そういう

分の中で中学校まで見ましょうとか、そういう部

分が各自治体で特色を出している、やっぱり国の

方向づけとして。やはり私は、一時金は廃止をす

るんというんだったら、それもいいでしょうけれ

ども、やはり子育てに対しては、この間の答弁の

中では、記念品を出しましょうとか、そういう分

がありましたけれども、子供が生まれることが一

番の宝で、夫婦にとっては。記念品が欲しい問題

でもないと思いますし、基本的にお金も欲しいも

んでもないと思う。でもそれをいかに支えていく

かという部分、この一時金はなくっても、やはり

子育てという部分に対しては、西予市の行政もき

ちっと手を添えるべきではないのか、私はそのよ

うに思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 私も同感でございまして、ぜひその

ような方向に行きたいと、このように思っており

ますが、どのような子育て支援をしていくか。根

本的には、今の少子化問題は、国家の戦略として

考えるべきでありまして、国の方もそのような方

向で今十分考えられておると思っておりますが、

それに対してこの一基礎的な自治体である西予市

がプラスアルファの行為をどうするかという問題

になります。それについては、私どもも今から細

かく検討も加えていきたいと思いますけれども、

例えば保育園とか幼稚園の延長保育等々、休日、

祭日等々の預かりとか、いろんな問題があろうか

と思います。あるいは、もう少し財政的なことも

含めて考えなくてはいけませんけれども、医療費

を子育ての中でどの辺まで無料にしていくか等々

というのも大きな問題としてなってくると思いま

す。そういうところへ私どもは今から踏み込んで

いくやはり財源も必要になってくると、このよう

に判断をしておりまして、まず第１段階として、

ここから次の段階へ進んでいこうと、このような
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考え方は今持っておるところでございまして、ぜ

ひともご理解とご支援のほどをお願いしたい、こ

のように思っております。 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 今の市長の答弁に対して、

ありがたいという分もあります。ぜひとも子育て

っという分に関しては、あらゆる方向が――方向

といいますか、持っていき方があろうと思いま

す。ぜひともこの子育てということに関しては、

今市長が答弁されましたように、その方向づけを

きちっともう早急に出していただきますというこ

とをお願いをして、私の質疑を終わりますが、答

弁は要りません。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３４号「西予市低開発地域

工業開発地区指定に伴う固定資産税の特別措置に

関する条例を廃止する条例制定について」及び議

案第３５号「田之浜地区コミュニティセンター設

置条例及び宮野浦地区コミュニティセンター設置

条例を廃止する条例制定について」の２件に対す

る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前９

時４７分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１０時１４分） 

 先ほどの議案第９号の採決の折に、起立全員と

申しましたが、起立多数でありますので、ご了承

願います。 

 続いて、予算に関する質疑を行います。 

 議案第３７号「平成１８年度西予市授産場特別

会計補正予算（第３号）」から議案第４７号「平

成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号）」までの１１件に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第４８号「平成１９年度西予

市一般会計予算」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ５番元親孝志君。 

○５番元親孝志君 民生費の中に特別養護老人ホ

ーム建設補助金５億円というのがあるわけです

が、これは昨日一般質問もさせていただきました

が、補助金５億円ですけども、５０床を全室個室

化とした場合の総事業費とそれと国・県の補助率

これが幾らかということが１点ございます。 

 それから、もう一点でございますが、この三瓶

の特老に関しましては、我々合併当初から懸案事

項でありまして、その過程紆余曲折ありましたけ

れども、やっとここにきて落ちついたかなという

ふうに我々安心をいたしておるところでございま

すが、実は先般、私三瓶の住民の方からお聞きし

た話でございますが、この信憑性のほどをお伺い

したいと思いますが、今市が建設を予定されてお

ります三瓶町の旧三瓶南中学校の跡地に建設を予

定されておるようでございますが、住民の方の話

を聞きますと、どうもこの予定地というのは、住

民の地区のグラウンドであるということで、どう

も市と住民との見解の相違があるようでございま

すが、今後住民の今言われております地区のグラ

ウンドであるという意識に基づいて反対運動も起

こっておるようでございますが、市としてこの現

状をどのように把握されておるのかということ

と、今後この問題に対して、もしこれが事実であ

るとすれば、どのように対処される予定なのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 元親議員のご質問にお答え

をいたしたいと思います。 

 この事業につきましては、国・県の補助金はご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、後段の地元の皆さん方の

地元のグラウンドであることの意識とそれに対す

る一部反対があることについてのご質問だったと

思いますけども、これについて今後の対応等々含

めてお話をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、私ども西予市の高齢化の現状、先

ほどからもいろいろお話がありますけれども、高

齢化、日本の大体２０年前をいっておるというよ

うな現状だと、このように思っておりますけれど

も、６５歳以上の高齢者の占める介護認定者の出

現率といいますか、それが大体１５％ぐらいであ

ろうと、このように思っておりますので、それを

考えますと、どうしても施設としてはまだ不足を

しておるということで必要であるという認識を持
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っております。特に西予市の三瓶町では、介護施

設が絶対的に不足をしておるという現状でござい

まして、早急な対応が必要だと、私どもは思って

おります。 

 こういう中で、市の責任において特別養護老人

ホームを建設するということが必要であって、そ

の場所の選定を、まず最初、私どもは三瓶選出の

６人の議員の方々にお願いをして、全会一致で三

瓶南グラウンド、今は三瓶中学校の跡地を推薦を

受けました。これに基づきまして私どもは、もう

一つの三瓶の町民の代表であります区長会に協議

をさせていただきました。それで三瓶南グラウン

ドについての同意もいただいたところでございま

す。 

 また、この三瓶南グラウンドが教育委員会の所

管の社会体育施設であるということでございます

ので、教育委員会にもお諮りをいたしまして、こ

こに特別養護老人ホームを建設することについて

の同意も得たところでございます。 

 またさらに、西予市の体育協会三瓶支部の方々

にも協議を行って、その役員会をやっていただき

ました。その中で社会体育施設としての南グラウ

ンドの代替施設を５年をめどにつくるということ

の覚書を交わした上で同意をいただいた、承認を

いただいたところでございます。 

 それから、一番大地元でありますそこの南の

方々についても、私どもは協議を重ねてまいりま

した。その中で役員会を開催いただいて、区長か

らは同意をいただいておるところでございます。 

 しかし、未来への方々の青年部やスポーツの愛

好の方々が、やはりスポーツとして使えなくなる

ということで、代替施設をつくらなかったら反対

だというようなご意見が今一部あっておるところ

でございます。私としましては、この県の介護保

険計画の中の第２期の計画の中で５０床という特

別枠をいただいておるところでございまして、今

はもはや第３期でもうすぐ終わって、第４期の中

に入るわけであります。もうこの機を逃したら、

その第２期の枠をいただいておる介護施設として

の特別養護老人ホーム枠がなくなるということに

なります。そういうことで、ご年配の方々をいた

わるという介護の心といいますか、福祉の心をぜ

ひ皆様にご理解をいただいて、優先順位の中で特

別養護老人ホームを先につくらせて、前につくら

せていただいて、その後に、先ほども体育協会と

も覚書を交わさせていただきましたとおり、早い

うちに代替施設をつくれるように財源確保を含め

てやらせていただいたらなと、こういう考えでご

ざいます。したがいまして、その若いスポーツを

愛する方々にもお話をして何とぞご理解をいただ

く方向にお願いしたらと、このように思っておる

ところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番沖野健三君。 

○７番沖野健三君 ２点についてお尋ねします。 

 まず１点は、教育費の児童・生徒海外派遣委託

料、昨年は小学校の６年生を３０名グアム、それ

から中学校の３年生を４０名オーストラリアの方

に派遣されております。今回は小学校６年生が３

０名また中学３年生が３０名、中学生は１０名ほ

ど減っておるようでありますが、これはなぜかと

いうことと、もう一つは、来年度も同じように小

学校６年生をグアムにやるのか、また中学３年生

をオーストラリアに行かすのかということをお伺

いしたい。 

 それからもう一点は、消防費なんですけども、

八幡浜消防との関係なんですが、３年前に３年を

めどに合併をするというようなことであったんで

すけども、３年前当時は、八幡浜の高橋市長が、

西予市と装備が、大リーグで例えられて、メジャ

ーリーグとマイナーリーグぐらい違うといって合

併できないと。それが３年たって、その後八幡浜

消防との合併への経過はどうなっているかという

ことについて、２点お伺いしたいと思います。 

 これはぜひ今年度で退職されます河野教育部長

とそれから是澤消防長に、私も二人に質問するの

は最後だと思いますんで、あなたたちも最後の答

弁になるかもしれませんが、ぜひお答えいただき

たいというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 教育費の委託料の中で、先ほど

沖野議員から質問のありました海外派遣の関係な

んですけれども、議員がご指摘されましたよう

に、人数の１０名減につきましては、西予市の財

政的な事情から減員をささせていただきました。 

 それから、派遣先のグアムそれからオーストラ

リアのセッティングの関係なんですけれども、ま

ず子供たちに海外の事情を知ってほしいというこ

と。これは中学生の分野なんですけれども、小学
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生の場合には体験学習、遊びの部分があるわけで

すけれども、子供たちの体験学習、遊びというの

は、大人が考える遊びとはちょっと違いまして、

体験することによって、今まで私たち人類が生活

してきたその知恵、これを取得することが一番の

大きな意味があるだろうと思いますし、労働と

か、あるいは学習とか、あるいは文化の創造と

か、こういったような意味合いで小学生の場合は

体験学習を海外でということと、もう一つは、グ

アムに三瓶町出身のハマモト・フルーツワールド

というすばらしいそういったような施設体験がで

きる農場を持っておられる方がありますので、そ

こでしていきたいということと、オーストラリア

の場合は、ご存じのように、世界の中でも治安の

すぐれた場所ですし、それから英語圏であるとい

うことでセッティングをささせていただいており

ます。小学生の子供体験学習については、国内で

も視点を変えればできないわけではありませんけ

れども、広く世界に目を向けてというような当初

の考え方がありましたので、海外で研修場所を決

めさせていただいております。 

 なお、内容的には、小学生が１週間、それから

中学生が１１日間を予定しておりまして、ほとん

どが中学生の場合は、現地の学校で英語教育、そ

れから宿泊については、ホームステイを計画をい

たしております。海外派遣については、以上のよ

うなことでセッティングさせていただきましたの

で、これからもご支援をいただいたらというふう

に思います。答弁終わります。 

○議長 是澤消防長。 

○是澤消防本部消防長 沖野議員の質問にお答え

します。 

 先ほど言われました三瓶地区の一部事務組合方

式については、合併後３年をめどに検討すること

になっておりました。このことについては、国が

進める消防広域再編の動向が早まっているところ

から、昨年の４月に三好市長と当時の兵頭議長

が、八幡浜施設事務組合組合長である八幡浜市

長、高橋市長を訪問して、消防広域再編の枠組み

がはっきりするまで現状の状態を維持していただ

くように申し入れをし、その後了解を得ていると

ころであります。 

 なお、消防の広域再編については、平成１８年

６月に消防組織法の一部改正がなされまして、消

防の広域化を強力に推進することになりました。

その規模としては、以前は１０万人規模といって

おりましたけども、今回は３０万規模で国が示し

てきております。これにあわせて消防におきまし

ても、消防無線のデジタル化、それから消防通信

指令の業務の共同化、広域化等の諸問題が発生

し、これらについても検討することになり、昨年

１１月愛媛県知事を会長とした各市町長並びに消

防長が参画した消防広域化等検討協議会が開催さ

れました。その協議会において消防広域化につい

ては、平成１９年度中に枠組みを検討、またこれ

らの実現のため、平成２４年度末を実現のめどと

すると。さらに、消防無線のデジタル化について

は、平成２８年が期限となっております。これに

つきましては、デジタル無線につきましては、直

進波であるために非常に不感地帯が多く出ると。

それらについては、単独消防でやるには多額の費

用がかかるので、県下一本となった事業推進をし

たいというようないろんな問題がありまして、こ

ういったことを検討する会が発足しております。 

 合併の枠組みについては、いろいろと生活圏を

主体とする意見、東・中・南予を３ブロックに分

ける意見、県一本化の３案、さらに一消防本部に

ついては、広島県に生活圏が近いということで、

まだ異議を唱える消防本部もありました。そうい

ったことで、今後東・中・南予でそれぞれ意見を

集約して協議会へまた上げていくという作業部会

が発進しております。今現状では、そういった状

況になっております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番沖野健三君。 

○７番沖野健三君 消防の方はよくわかりまし

た。 

 教育費の海外派遣について一言申し述べたいの

は、さて小学校６年生を海外派遣行って、さあ研

修になるかどうかということに対しては、非常に

私も疑問に持っとんです。小学校のうちじゃ、ま

だまだ日本にはすばらしいところがあると。例え

ば黒松内とか松本市、そういうところに研修をさ

す方が、まだ小学生のうちはいいんじゃないかと

いうように思っております。今後の検討課題とし

て教育部長からまた次の引き継ぎをしていただき

たいと思いますが、お二人とも今年度で退職され

ると。二人とも教育行政と消防行政に携われて非

常に多くの業績を残されて、西予市としては非常

に大切な人材を失うということになるんですけど
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も、とかく言っておきたいのは、公務員の方が退

職されると、体を悪くされる方が多いというふう

に聞いております。今後はくれぐれも健康に留意

されて、西予市を外からぜひ応援していただい

て、西予市の発展を見届けていただきたいという

ように思います。 

 以上です。 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

○２２番鍵原芳和君 二、三点お伺いをいたした

いと思います。 

 まず、衛生費の１３８ページでありますが、浄

化槽設置整備事業補助金が２，９００万円余り計

上をされておりますが、説明によりますと、県費

については、新築住宅の場合は対象外にされると

いうことでありますが、本市におきましては、従

来どおり新築も補助対象にしておるが、一部見直

しをしたという説明がございました。見直しをど

のようにされたのか、私は所管委員会ではありま

せんので、お伺いをいたしたいと思いますが、複

雑であれば、書類でも結構でございます。 

 それから、１４４ページでありますが、ごみの

処理費委託料が計上されております。いろいろ委

託料があるようでありますが、予算編成の基本的

な考え方として先日説明がありましたように、総

計予算主義で補正予算を編成をしない予算という

説明がございました。ごみにつきましては、１億

円削減計画は市民の協力で約６，０００万円が削

減が図られたと、今回の補正で軽減をされておる

ところでありますが、委託料全体を、ごみの関係

ですけども、見てみますと、昨年は約４億１，４

００万円、今回のこの分を足してみますと４億

９，４００万円ということで約８，０００万円当

初予算で比較しますと増額ということであります

が、昨年は説明がありましたように、上半期とい

う計上であったと思いますが、ことしはこれ年間

分を計上したのであれば問題はないと思います

が、そうでない場合は説明をいただきたい。年間

予算あれば、説明は要りません。 

 それからもう一点、１６９ページですが、これ

は農村環境保全向上活動支援事業費５，２００万

円余りが計上をされております。これは説明があ

りましたように、農業者だけでなく地域住民、自

治会、各種団体が参加した活動、組織によって資

源の適切な保全活動や農村環境の保全活動に取り

組むためということで、農地・水・農村環境保全

活動支援事業に係る交付金を支出するということ

でありますが、この内容がいまいちわかりません

ので、この活動の内容といいますか、事業のメニ

ューについてもう少し詳しく説明をいただきたい

なと。具体的にどのように推進をされるのか、組

織活動はどうなのか。例えば、森林整備地域活動

支援交付金事業がありましたが、このような内容

のものかどうか、もう少し説明をいただきたいな

と思っております。 

 それから、もう一点でありますが、１５６ペー

ジに、これは後継者向けの住宅建設ですか、田之

浜に工事請負費３，５００万円というのがござい

ます。これ先般、一昨年ですか、明浜で狩江でし

たか、狩浜でしたか、２棟４戸が建設をされまし

て、しばらく入居者が満室にならなんだというふ

うな状況がございました。今聞いてみますと４戸

全部入居をされておるようでありますが、これは

やっぱり後継者向けということでありましたんで

すが、聞いてみると、非常に住宅料が一般の公共

住宅、公営住宅あたりと検討されて設定をされて

おるのでございまして、後継者宅から見ますと、

住宅料が非常に高いというふうなこともございま

して、なかなか満室にならなんだというふうな経

緯があるようでありますが、今回は１棟２戸とい

うことでありますから、そういう心配はないのか

もしれませんが、そういった心配がないのかどう

か。また、できれば、住宅料についても再検討い

ただきたい、このように思っておりますが、以上

につきましてお伺いをいたします。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 ただいまの鍵原議員のご質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、１点目の１３８ページにございます浄化

槽設置整備事業補助金についてでございますけれ

ども、この件につきましては、ご案内のとおり県

からの補助金がなくなりました。したがいまし

て、半減しておるところではございますけれど

も、西予市におきましては、従来どおり一定の割

合でもって門戸を広げて幅広く新たな新築住宅の

方にも支給をするということでございまして、こ

の割合につきましては、それぞれ人槽によって違

うわけで、率は同じございますけれども、補助の

額が違いますけれども、総じて６０％を考えてお

るところでございます。 

 それともう一点、１４４ページにございますご
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みの処理関係でございますけれども、ご指摘のと

おり、昨年は半額といいますか、を計上しており

ましたが、１９年度におきましては、総計予算主

義ということで、当初にすべて計上をいたしてい

るところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 鍵原議員の質問に答弁をさせて

いただきます。 

 １６９ページの新しくできました約５，１００

万円の金額でございますけれども、これは先ほど

ありましたように農地・水・農村環境保全活動に

係る交付金ということであります。前は中山間地

域の支払いということで、農家を対象にしており

ました。今回につきましては、集落全体で地域を

守っていかなければいけないということで、農家

だけでは守り切れない混住化になっておるし、そ

の集落は守っていきがたいということで取り組ん

でいるところでございます。西予市全体では８８

集落を予定をいたしております。水田におきまし

ては、反当４，４００円、畑にしましては２，８

００円、草地にしましては反当４００円という形

の分で、それぞれの集落の中で取り組みを行って

いるところでございます。 

 ２番目の田之浜の後継者住宅でございますけれ

ども、１棟で２世帯入るということでございます

が、入居者につきましては、入ってこられる方が

おられるというふうでに聞いておるところでござ

います。 

 料金につきましては、最初の方もそれぞれ勘案

をしたところでございますけれども、今のところ

このままやっていきたいということで考えておる

ところでございます。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

○２２番鍵原芳和君 特に後継者住宅につきまし

ては、非常にご案内のようにまだ一本立ちをして

いないというふうな立場の中で、いろんな第１次

産業に従事をされておるわけでありまして、大変

なご苦労があると、このように思っております。

特に経済的にそういったご苦労が多いと思うわけ

でありますが、できることであれば、ここら辺も

支援策を強化をしていただいて、特別にやっぱり

後継者向けの住宅使用料にしていただければいい

んじゃないかなと、ありがたいなと、このように

思っておりますので、またできるご検討をお願い

したいと思います。 

 それから、農村環境保全活動を具体的にはあれ

ですか。８８集落ということですから、例えば環

境保全ということですから、集落の農道の草を刈

ったり、そういった具体的ないわゆる作業という

か、組織活動に対して、先ほどありました単価で

補助をすると、こういう理解でよろしいんでしょ

うか。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 今のところ、そういうような草

刈りとか、そしてため池関係とか、ため池の土手

の草刈りとか、集落の市道の方とか、いろんな林

道関係も集落が使うところがあれば、そこら辺の

とこも可能であるかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 ９番亀井秀男君。 

○９番亀井秀男君 今鍵原さんと同じような質問

になるかと思いますが、昨日の一般質問でごみ１

億円削減目標として約６，０００万円の見通しが

ついたということであります。ごみの経費という

のは、一番は燃えるごみをいかに減すかというこ

とであります。今現在の燃えるごみの中に容器プ

ラ、これが入っておるということで、私も以前は

燃えるごみの中にはプラスチックは入らないもの

と思って家庭でも守っておりましたが、最近それ

も構わんのよ。汚れたものはそこへ燃えるごみに

入れても構いませんという話であるということで

ありまして、それではいかに資源ごみをふやすと

言われても、そういう方向で燃えるごみがふえて

くるのでは、なかなか経費がこれ以上は減らない

んじゃないかと思いまして、容器プラも必ずふい

てきれいにして資源ごみの方に回すという形を徹

底できる方向性をとっていただきたいと思いま

す。特に先般厚生委員会の方々が行かれまして、

分別作業はされたという話を聞きまして、２日前

に搬入したものが、とてもにおいがあったという

厳しいご指摘もありました。やはりそれが徹底で

きていない。ごみを出してもそういう形ではなか

なか今回出ておりますように、資源ごみの選別委

託料これもかさんでくるのではないかと思います

ので、これからは職員または環境委員さんが一つ

の研修をされて、地域内での徹底したごみの分別

等を地域で開いていただいて、それで徹底すれ

ば、これからのごみ削減、経費削減につながるの
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ではないかと思いますので、この点につきまして

お伺いいたします。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 ごみの分別につきまして

は、もう大変お世話になっておるところでござい

ます。ただいまご質問のありました容器プラの分

別等についてでございますけれども、これにつき

ましても、当然分別をして資源化を図りたいとい

うところでございます。ただ余りにも汚れてしま

って多少の水で洗いましても、なかなか容易に汚

れがのかないという事案もあろうかと思います。

こういった事案につきましては、やはり燃えるご

みの方へというところも一部あるやに聞いており

ます。いずれにしましても、資源化ということが

非常に大切でございますし、また我々行政といた

しましても、各委員会等々、そして区長さんあた

りの中での、新たな区長さんもかわっておられま

すし、また日夜そういった講習といいますか、そ

ういった指導等々、また説明会等にも出向いてい

きまして、今後よりよい分別にしていただきます

よう、そしてできるだけ燃やすごみが少なくなる

ように、そのような方向で進めたいというふうに

考えております。どうかよろしく今後ともお願い

申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長 ３番宇都宮明宏君。 

○３番宇都宮明宏君 済みません。鍵原議員の関

連の質問になろうかと思いますが、１６９ページ

の農村環境保全向上活動支援交付金、これ多分私

の勘違いではなかったら、水土里のネットワーク

とかという事業だろうと思っておるんですけど、

これちょっと確認の意味で質問をさせていただき

ますが、各地区の方に連絡をされたのは、多分去

年の年末ぐらいで、受け付けの時期が２月末ぐら

いだったと思います。それで各地区においては、

慌しく事業を決めていったんじゃないかなと思い

まして、そういうとこから考えますと、この事業

の変更が来年度可能かどうか。これ多分５年継続

事業だと聞いておりますので、そこら辺ちょっと

事業の変更について可能かどうか、見解をお伺い

したいと思います。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 宇都宮議員さんの質問にお答え

をいたします。 

 この事業は、１９年度から初めての事業でござ

います。水土里のネットワークのものとは全然違

いまして、１９年度から５カ年間の事業で実施を

するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ３番宇都宮明宏君。 

○３番宇都宮明宏君 済みません。じゃあもう一

度確認させていただきますが、５カ年間の事業と

いうことで、事業の変更は可能かどうかという点

については、もう一度お伺いいたします。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 事業の変更、新しい新規事業で

ございますから、事業の変更はございません。 

  （「内容」と呼ぶ者あり） 

 内容ですか、済みません。事業の内容は、先ほ

ど鍵原……。内容の計画の変更ということになり

ますと、５年間やらなければいけないということ

ではなく、中にも入っていきる場合もあります。

ということで、柔軟な対応はある程度考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 １９番山本英男君。 

○１９番山本英男君 大変厳しい１９年度予算で

ございますが、ここで総務費関連で特に総合支所

に関連しての質問をさせていただいたらと思いま

す。 

 先ほど沖野議員が言われておりましたが、あえ

て三瓶の松本支所長にお伺いをしたいと思いま

す。 

 本当に厳しい状況のもとで総合支所の任されて

おる分野でのいろんな運営、ひょっとして支障も

出てくるんではないかなと懸念しておるわけでご

ざいますが、今年度のこの予算のもとで果たして

うまく運営されていくのか、非常に困ることなど

あれば、教え願ったらと思います。 

 また、今年度以降予想されるような運営上の問

題点があれば、あわせて教えてもらいたいと思い

ます。 

 最後でございますので、飛ぶ鳥跡を濁さずとい

いますけども、飛ぶ鳥跡を濁す勢いで市長ほか行

政サイドあるいは議員、議会に対して一言あれば

いろんなアドバイスをお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 松本三瓶総合所長。 

○松本三瓶総合支所長 先ほど退職者２名に対す

る最後の質問が沖野議員からあったようでありま

すが、私の方も最後に地元議員さんから質問をい
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ただきました。どうも花道を飾らせてやろうとい

うようなご配慮であろうと思います。感謝いたし

ております。 

 今ほどありましたように、三瓶総合支所におき

ましての予算そのものにつきましては、約１２億

円程度でありますけれども、そのほかに本庁で三

瓶町配当分として組んでおります予算が、特別養

護老人ホームが５億円、三瓶中学校区内運動場の

改築工事約４億円とそれぞれ予算は計上させてい

ただいておりますが、当初予算要求した場合にお

きましては、過年の金額要求をしておりましたけ

れども、非常に厳しい財政状況であります。特に

市長の方がきょう冒頭予算編成の折に触れました

ように、特に公共事業につきましては、もう今ま

でのような事業はやっていけないというようなこ

とを申されまして、特にそれらの事業について

は、厳しいような予算状況になっておりますけれ

ども、これもいましばらく市民に皆様には我慢し

ていただく必要があるかなと、このような感じで

あります。 

 それと、運営上の問題でありますけれども、や

はり我々といたしましては、計上された予算をと

にかく住民の皆様が納得していただけるような事

業を推進していく、あるいは納得できない場合で

も、しばらく猶予をしていただきたい、このよう

な思いで事業そのものは継続していく必要がある

かなと、このような感じでおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 私が市会議員になりまし

たときに総務委員会に所属いたしておりまして、

その総務委員会の視察のときに宇和町の宇和中の

体育館と三瓶中の体育館、三瓶中の体育館につき

ましては、使われておらなくて、夜空に星が見え

るというぽっかりと大きな穴があいておりまし

た。それを見まして三瓶はすぐに建てなきゃだめ

だなと思ってたんですけども、代替でこういうと

ころの便利なとこがあるということで使わせてい

ただいているということでございました。そのと

きに体育館がのくと西予市内に初めて４００メー

ターのトラック、陸上競技ができる、公式のグラ

ウンドがあるなということを感じまして、これは

いいとこがあるなと思ってたわけで、総務委員会

の皆さんともそういうお話ししまして、そして宇

和中の体育館見させてもらうと、公式のバレーボ

ールもできないと。これは早急に総合計画の中で

は２つとも出ておりましたけども、やはり優先順

位からすれば、宇和中の体育館だなというような

感じがいたしたわけでございます。ただし、今回

体育館、三瓶が早くなったわけでございますけれ

ども、その折にやはりテニスコートができたと。

移転しなきゃならん。それで４００メーターのト

ラックが今度できなくなったなという感じがいた

しております。２７年度に愛媛県、国体がござい

ます。市長もある答弁のときに、国体を目指して

何かの種目を誘致したいというようなお話が答弁

がございました。そういうことを長期的に見たと

きに、やはりこれでよかったのかなという私は疑

問を持っております。 

 なお、４００メーターのトラックを今後用意さ

れるような計画はございますのか、お聞きしたい

と思います。 

 なお、非常に西予市、この間から愛媛新聞に出

ておりますクラブ駅伝のマラソン、駅伝チームが

非常にたくさん出ております。非常に旧三瓶町を

初めスポーツが非常に盛んだなと思っておるとこ

ろでございますが、４００メートルのトラックの

計画があるのか、この際でございますので。 

 そして、宇和町の体育館が三瓶の体育館より

も、私は必要度が高かったと思っておるところで

ございますけれども、そのあたりの経緯につい

て、行政面からは教育長、教育関係、教育委員会

にお聞きします。政治的な面で市長にお尋ねさせ

ていただきます。 

 以上です。 

○議長 二宮教育長。 

○二宮教育長 それでは、酒井議員のご質問にお

答えをいたします。 

 ご案内のとおり三瓶中学校の体育館は老朽化が

甚だしく使用ができないという状況でございまし

た。そこで教育施設の中学校に体育館がないとい

うことでは困ります。だから学校施設の中の体育

館としてやっぱり設置が必要であろうということ

で昨年取り壊しをしまして１９年度に計画をして

いるところでございます。たまたま三瓶町の場合

に近くに社会教育の体育館がございます。だから

それを使わせていただいてるんだというとらえ方

を教育委員会としてはしております。だから、教

育施設としての体育館はぜひ必要だというふうに
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考えておりますし、次の段階としましては、ご指

摘のありました宇和中学校、それぞれ検討委員会

を立ち上げておりますから、その中の方で検討を

していただきまして優先順位をつけて取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

 また、４００メートルのトラックにつきまして

は、地元の体協とそれから学校、それから有識者

等の皆さんのご意見を伺いましたところ、今の中

学校のグラウンドの４００は必要でないんじゃな

いかという結論もいただいておるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 酒井議員の政治的な側面と言われま

してご質問にお答えしなくてはならないわけであ

りますが、ほとんど今教育長が申しましたのも政

治的な配慮でございます。実は同じようなことに

なるんではないかと思いますが、ただ国体の問題

につきましては、ぜひ国体を誘致したいというこ

とで、もう一つの種目は大体決定に近いとこへき

ておるんではないかと、このように思っておりま

すし、もう一つぜひ誘致をしたいということで思

っております。ぜひそういう努力もしていきたい

と、このように思っとりますし、駅伝チーム等々

を含めて社会体育が非常に西予市が盛んだという

ことでスポーツ立市構想を今つくって、最終段階

で来て皆さんにお示しする段階まで来ました。と

にかく１０年後の１０年間、そのスポーツ立市構

想に基づいていろいろな展開を西予市としてもや

っていく、そういう中のいろいろな施設の問題も

含めて、財政的な問題も含めて、人づくりを含め

て考えていきたいと、このように思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 宇和中の体育館は年度は

はっきりしておりませんか。 

 そして、もう一点確認いたしますが、私、三瓶

中の体育館につきましては、市民のコンセンサス

が本当にとれてるんだろうかなという形を時々三

瓶町の市民から聞きますんで、それだけ申し添え

ておきます。 

 宇和中の体育館の年度が決まっておれば、教え

ていただきたいと思います。 

○議長 二宮教育長。 

○二宮教育長 今現段階で何年度に建築しますと

いうことは断言できませんけど、今後優先的に進

めていきたいというふうに考えております。地域

のコンセンサスということなんですけども、これ

は旧町時代から地元の体協とかその関係の方々か

ら、旧三瓶町教育長あてに改築についての決議文

とか陳情とか、そういったことが出ている実情が

ございますので、そこらも大切にしていきたいふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 非常に私こういう心配い

たしますのは、非常に財政が逼迫している中で、

西予市の中で体育館を次もまた宇和中は必ず建て

なきゃだめ、そしてその財政が逼迫したときに、

やはり宇和中の体育館が建たないというような場

合を考えますと、やはり早急に宇和中の体育館は

年度を決めてやっていただきたい。はっきり申し

上げますと、やはり今生徒数からいいましても、

やはり教育の面からいきましても、やはり全体の

義務教育の指導性の中でもやはり宇和中学校がリ

ーダー的な位置にあると、私は認識しております

ので、よろしくお願いします。答弁は結構です。 

○議長 ２番松山清君。 

○２番松山清君 総務費で２点ばかりお伺いした

いんですが、まず７９ページの情報推進費でござ

いますが、委託料で７，８２０万円というＣＡＴ

Ｖの費用が盛り込まれております。これにつきま

しては、理事者側もいろいろ取り組まれておりま

して、具体的なところが見えてきたということ

で、合併後のやっぱり大きな一つの大事業じゃな

いかというふうに理解しております。市民の方の

感触としましては、５町これはまちまちのところ

が現在ありますが、私どももやはりその市民に対

してこういったことの内容を具体的に機会あるご

とに説明し啓蒙して推進に邁進しておるところで

あります。 

 そこで、お尋ねするんですけども、この財源と

しましては、市長の説明にありましたのは、合併

特例債と国の補助金を使うということで、特に総

務省そして農水省ということでございましたが、

この歳入の方でそこらがどういった形に今回の予

算の中で反映されているのか。その補助金の見通

しはどうなっているのかということについて見通

しがありましたらお伺いしたいということでござ
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います。 

 それと、この中におきまして、７，８２０万円

の内訳としましては、測量設計、管理委託料とあ

りますが、この中で管理委託料というのは、一体

どういったものなのか、これはちょっと疑問があ

ります。というのは、まだ管理委託という段階ま

でどういった部分が来ているのか、そういうのが

わかりませんので、その点についてお伺いいたし

たいと思います。 

 もう一点は、８１ページの庁舎建設調査研究費

ですけども、これが１，３００万円ということで

計上されておりますが、所信表明にありましたよ

うに、これはプロポーザル方式での業務設計委託

ということでありますが、これにつきまして、今

年度１９年度に理事者側としてはどこまでのこと

を想定されてこの予算を計上されているのか。市

長の所信表明から推測いたしますと、もうある程

度設計も大きなところはでき上がってくる、青写

真が見えてくる、そういったとこまで想定されて

の予算なのかどうか、そこら辺の理事者としての

お考えをお伺いいたします。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 松山議員のご質問にお答えを

いたしたいと思います。 

 情報推進事業費の特定財源の見通しといいます

か、そのことについてでありますが、現在農水

省、その他国の方へいろいろ協議といいますか、

進めておりまして、めどもついております。 

 そして、委託料の測量設計管理委託ということ

ですけれど、管理が必要ないのではないかという

ことでありますけれど、もちろんケーブルテレビ

の詳細設計の委託料になりますが、ケーブルテレ

ビのセンターを現社会福祉協議会の事務所の方に

設置し、サブセンターとしまして各総合支所を予

定しております。そういうところから、そこらの

施設の改修とか機器の設定そういうものも含めま

して、また公共施設までそれぞれ光ケーブルがい

っておりますけれど、各集落までのケーブルの整

備また電柱の本数等の設計とかそういうものも含

みまして、事務所の改修などもありますので、管

理も入れております。 

 次に、庁舎の建設の調査研究費についてであり

ますけれど、事業のスケジュールといたしまして

は、平成１９年度には建設計画の素案の作成、９

月あたりから設計のプロポーザル、業者の選定等

も考えております。それと、それぞれプロジェク

トとか建設の推進の委員会とか、そういうものも

立ち上げております。それと、そういうものをそ

れぞれ１９年度の中に三、四回の計画をつくって

おります。そして、１９年度中には、用地の取得

用地契約等が必要であれば、そういうところにも

入っていく、これはまだ場所が決定いたしており

ませんので、はっきりしたことは言えませんけれ

ど、取得の必要があれば、そういう方向にも進ん

でいかなければならないと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ２番松山清君。 

○２番松山清君 再度情報推進費の方についてお

伺いしますが、金額のめどが立ってるということ

でございましたが、これは具体的にどこどこでど

れぐらいあるのかをお伺いしたいと。 

 それが歳入の方に計上されてないんではないか

というような気持ちは、今年度計上しないのかも

しれませんけども、そこのところをもうちょっと

具体的に、我々がまた市民に説明するということ

もありますので、お伺いしたいと思います。 

○議長 清水財政課長。 

○清水財政課長 ＣＡＴＶの財源の内訳というこ

とでございますが、まず予算書の７９ページ、歳

出でありますが、ここに財源内訳が載せておりま

す。国庫支出金が１，７８８万４，０００円、そ

れから地方債が６，２１０万円ということであり

まして、歳入の方にいきますと、３９ページ、３

９ページの上から３番目、３節の情報基盤整備県

補助金１，７７７万７，０００円ということと、

それから５９ページの中の一番上の方を見ていた

だけますか。これ起債です。起債が情報基盤整備

事業債ということで６，２１０万円を予算に上げ

ております。 

 以上でございます。 

○議長 ２番松山清君。 

○２番松山清君 今の財政課長から言われたとこ

ろはわかるわけですが、私が聞きたいのは、総務

省からどれぐらいのめどが立ってるのか、農水省

からどれぐらいのめどが立ってるのかというとこ

ろを聞きたいんですけども、そこはどうでしょう

か。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 これはあくまでも今事前協議の段階

でございますが、いわゆる町中等については総務
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省の予算を補助金をいただくような運動を協議を

進めておりますし、いわゆる農村、山間部につい

ては農林水産省の補助をいただくと、それは３分

の１のお願いをしておる、これは事前協議の段階

でございます。そういうお話を進めておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長 ５番元親孝志君。 

○５番元親孝志君 １点、林業費の予算について

ちょっとお伺いをしたいんですけども、ページ数

で言えば１７１ページに該当しますけれども、森

林居住環境整備事業２，０００万円というふうに

計上をされております。これの財源としまして、

里山エリア再生交付金によるというふうな説明が

あるわけでございますが、まず里山エリアという

のは、行政上どの範囲を言われておるのか、この

点をまず１点お伺いしたいと思います。 

 それから、国の役人というのはこういう名詞づ

けが非常に上手やなということを感心するわけで

すが、これを額面どおり受けとめておりますと、

とんでもない現実があるというのも事実でござい

まして、この森林居住環境整備というものが、里

山エリアに限定された事業なのかということを２

点目にお伺いしたいと思います。 

 それから、３点目としてですが、その里山とい

うのは、我々がイメージするのは、杉山とかヒノ

キ山でなくて、むしろ雑木山とか竹林をイメージ

するわけでございますが、こういった森林に対し

てこの事業は予算化されておるのかということ

と、この事業に対しまして、例えば１０アール当

たり幾ら、あるいは１丁当たり幾らというふうな

単価を教えていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、最後にですが、国がこのような里山

エリア再生交付金事業というものを打ち上げてお

るというのは、やっぱり私たちは非常に評価する

わけでございますが、市長もご承知のように、今

西予市の周辺地域、非常に里山が現実荒れており

ます。私も非常にこのことを痛く思っておるわけ

でございますが、国の事業がせっかくこのように

あるわけでございますから、西予市もできればこ

れに支援をして、私は里山の再生というものに、

もう少し市も取り組んでいただきたいというふう

に思っておるところでございます。こうした事業

に対して、これから市の姿勢として里山再生に取

り組む気持ちがあるかどうかということをお伺い

したいと思います。 

それから、最後にですが、今全国的に害獣被害と

いうのがもう毎日のようにテレビで報道されてお

ります。この現実に対していろいろな駆除対策が

検討されておりますが、これは基本的にイタチご

っこでありまして進歩がないと思います。問題な

のは、こういう害獣が発生しておるもとは、林野

庁の植林政策にあったというふうに私は思ってお

るわけでございますが、これを根本から解決しよ

うとすれば、もう一度森の再生しかないというこ

とになろうと思いますが、こういう地域づくり、

国づくりの中で、これから西予市がそういった根

本的な取り組みをしていく姿勢というものがある

かどうか。あくまでも対症療法で補助金を出して

殺していくというふうな措置でやっていくのか、

その辺の行政の姿勢をお伺いしたいと思います。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時１９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時３

０分） 

 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 元親議員の質問にお答えをいた

したいと思います。 

 里山エリアの行政の範囲でございますけれど

も、輪番がございますけれども、輪番の範囲の中

で５個以上が対象となるものでございます。城川

町とそして――城川町はもうほぼカバーをいたし

ておるところですが、宇和、野村は部分的に今の

ところ計画をしておるところでございます。 

 事業の限定でございますけれども、対象は杉、

ヒノキとか人工林の方を対象かというとこでござ

います。 

 反当当たりの単価につきましては、それぞれ林

齢が違いますので、１５万円からそれぞれの段階

に応じて率が違ってくるところでございます。 

 そして、市全体の里山エリアの再生の考え方と

いうことでございますけれども、まだほかのとこ

ろが希望が出てくれば対象にしていきたいという

ことに考えております。 

 そして、鳥獣害の問題ということでございます

が、現在の対策といたしましては、やはりそうい

う箱おりでとらえるとか、そしてまた銃器の駆除

によるとかというものとあわせまして、全体的に

そういう里山エリアの事業とあわせまして現在の
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ところは取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 １５番三好幸夫君。 

○１５番三好幸夫君 今年度からは庁舎建設調査

研究費が計上されましたが、このことについて若

干お伺いしたいのですが、市長が所信表明の後の

予算概要で説明されました西予市庁舎建設計画市

民検討委員会を立ち上げるということでございま

した。現在議会の方にも調査研究特別委員会が設

置されております。市民検討委員会の方は２９名

の市民を募って調査研究されるそうでございます

が、両者が検討を進めた場合、必ずしも一致しな

い方向が出ろうかとは思いますが、そういった場

合に市長としてどういうスタンスで両委員会を見

られるのか、そのあたりちょっとお伺いしたいん

ですが。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 既に市民検討委員会を立ち上げさせ

ていただきまして、第１回目の検討委員会をさせ

ていただいておるところでございます。スケジュ

ールにのっとってこういうことで進めたらどうだ

ろうかといういろいろなご提案も今市民検討委員

会にはさせていただいておるところでございま

す。 

 また、三好議員ご指摘のとおり、議会の方にも

特別委員会ができておりまして、そちらの方にも

鋭意努力をいただいておるところでございまし

て、山本委員長以下皆さんのそれぞれの考え方が

あってまとめていただくもんだと、このように思

っておるところでございます。 

 両者が違うときにどうするかということであり

ますが、これは想定を今しておりませんので、安

易に答えるべきではないと、このように思ってお

るところでございまして、今後それぞれの立場で

鋭意努力をさせていただいたらと、このように思

っておるところであります。 

 以上です。 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 ３点ばかり質問させていた

だきたいなと思っております。 

 市民税の分の個人の分の中で、歳入で約３０％

ふえております。それから、固定資産の中では３

１．９％ぐらいの増収になっております。これ税

源移譲だという説明ございましたけども、その辺

の内容をご説明を願いたいと思っております。 

 それから、以前から行政の中で大きな課題とい

う部分が議会の中でもあったんですけれども、総

務管理費の中で電算管理費の中でも、これ全部７

７ページを合計しただけで１億七千何ぼぐらい上

がってくるんです。そして後からずっといってリ

ース料もずっといくと、かなりの金額になりま

す。それ全部計算しておりませんので、全部の金

額は言えませんけれども、これをどのように減し

ていくかというか、減すといいますか、合理的に

金額を動かすかという部分が課題だったと思いま

すけども、この件についてはどのような努力をさ

れるのかということをちょっとだけお聞かせ願い

たいと思っております。 

 それから、もう一つあります。 

 ほかの議員さんが聞かれましたのであれなんで

すけれども、情報推進事業費の中の委託料の７，

８２０万円出てきておるんですけども、これの事

業の方向性でどこで全部終わらせるのかの方向性

だけ説明をしていただいたらと思います。これ予

算にのってますけども、何年度から事業を始めて

何年度終わるのか、その辺と、これに関連してで

ございますけれども、この事業をやるというたと

きに、各行政連絡員ですか、区長さんを通して話

がございましたけれども、それが常会に行ったと

きにわかりませんという説明なんです。実際言い

ましたら、これ説明をいただいたんだけどもわか

りませんと。だから、あれならば行政へ聞きにい

ってくれと。だから、加入する、加入せん、どう

動かすか、ただその数字だけが流れて、本当にこ

れは全体の中で加入してもらってどう動かすかと

いう大きなこれからの運営していく上にそれが出

てくるんだろう、その辺の説明といいますか、そ

の辺に対してもどこまでやってて、どこまで市民

が理解されておるのか、私としては、一番末端の

中では、これなかなか理解されにくい、今の説明

の中ではと思っております。その辺を含めてひと

つお願いをしたいなと思っております。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 ただいまの梅川議員のご質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 市民税の関係につきましては、今ほど質問の中

に出てきましたように、税源移譲の関係でありま

すけれど、ではなぜどのように変わってくるかと

いいますと、税法が変わりまして、住民税の税率
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が一律になりまして、１０％ということになりま

す。それと、定率減税がこの分が廃止になりまし

て、もう一つは、住民税の非課税の限度額が廃止

になる関係、そういうことで税額が積算上このよ

うに変わってきます。 

 固定資産税ですけれど、これは土地につきまし

ては、平成１８年に法の改正がありまして、その

ことに伴いましてふえております。家屋につきま

しては、新築、増築を見込んでおりまして、その

関係でふえていきます。償却資産につきましても

新規増を見込んでおりまして、積算の結果、４，

４００万円程度ふえていくと、このように考えて

おります。 

 ケーブルテレビにつきましての整備のスケジュ

ールでございますけれど、デジタル化になります

２０１１年までにはこういうものを整備するよう

にしておりますが、中身詳細につきましては、担

当課長がちょっと控室におりますので、聞いてか

らお答えいたしたいと思います。 

 そして説明を聞いてもなかなかわからないとい

うことなんですけれど、担当課といたしまして

は、各地区の区長さんたちに寄っていただきまし

て、一遍説明をいたしました。そしてこれはアン

ケートを早急にする必要がありまして、何もわか

らないのにアンケートに答えていただくのも心配

いたしましたので、まずはとりあえず区長さんに

説明をさせていただきました。今後それぞれの地

区へ入って説明をしていく予定ではありますけれ

ど、現在も希望があれば、何といいますか、グル

ープとか地区とか、それぞれ担当が出前講座のよ

うな形で要望がありましたら出ていって説明をし

ております。ほで、２回、３回聞かれるうちに何

とかわかったかなというような感じみたいですけ

れど、これ内容がわかっていただかないと、当然

加入率にも影響してきますし、加入率そのものが

今後のケーブルテレビの運営に非常に影響が大き

くなってきますので、その点少しでも多くの方が

加入していただけるように説明の方は十分してい

きたいと考えています。 

 済みません。ケーブルテレビのスケジュールで

ございますが、１９年度中に実施設計を行いまし

て、２０年から２２年でそれぞれ、地域が広うご

ざいますので、一度にはやれませんので、その間

で事業を進めていきたいと考えております。 

 答弁が漏れておりましたので、電算関係の委託

料の件でございますけれど、確かに言われますよ

うに高額になっておりまして、各業者にいろいろ

安くしていただくようなお願いはしておりますけ

れど、今後他町の委託料、業者もいろいろありま

すけれど、そこらの方も調査をいたしまして努力

はしていきたいと考えています。 

 それと、ことし特に多くなっておりますのは、

今年度から始まります後期高齢者の医療制度に伴

いますシステムの開発料が４，２００万円少し入

っておりますので、特にふえておるように思いま

す。 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 基本的に言いましたら、も

う再質問になりますので、市民税、住民税これは

増税になったということですよね。それも、固定

資産税もやはり改正によってそれだけ上がりまし

たということではないんですか。ちょっとその辺

がわかりかねるんで、ちょっと再度。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 再質問にお答えをいたしたい

と思います。 

 税法の改正によりまして、住民税、確かに上が

りますけれど、所得税の方はその分今までより税

率の段階が細かくなりまして、結果的には所得税

そのものは個人的にそれぞれ下がってくると思い

ます。 

 それと、固定資産税の関係ですけれど、これは

別に税法が変わったからどうこうではなしに、今

ほど言いましたように、新築の分とか、そういう

課税対象がふえていく関係で増加になります。 

○議長 森総務企画部長。 

○森総務企画部長 これも増税のような感じは当

然受けるんですけれど、三位一体改革の関係でこ

のようになってきています、税源移譲の関係でで

す。 

○議長 ６番嶋川武文君。 

○６番嶋川武文君 私は２つだけ。２０９ページ

の住宅管理費に関連いたしまして、ちょうど三瓶

に立派な公営住宅がございますが、その中に特別

公共賃貸住宅部分っていうのがございまして、こ

れは私の知る限り、これはいわゆる特公賃と申し

まして、所得制限のない方が入られる部分です。

これが大体５万５，０００円と６万５，０００円

と７万５，０００円の家賃でございます。私もち

ょうどその前を通るもんですから、見てみます
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と、７万５，０００円か６万５，０００円の分か

どうかしりませんが、しばらくあいている、住ん

でいないという状況が見受けられます。もしそう

いうことがあるのであれば、何か対策が必要かな

と思うのであります。 

 それと、現実的には、その部分に入られている

方は、公務員の方もしくは非常に住宅手当の出る

いい会社の従業員が入っているようでございます

が、我々のような何といいますか、零細企業の従

業員は住宅手当の出ない従業員の人たちは、入っ

てない、入れないというのが現状だと思います。

例えば、市役所においても多分住宅手当は出て、

非常に入りやすと。現に入っているのも結構おり

ます。ですから、７万５，０００円とか、さっき

明浜の件もございましたが、家賃が高過ぎるのか

なと。三瓶で７万５，０００円出すんであれば、

家を建てて住んだ方がいいというような懸念もあ

るのじゃないかと。そのためにあいているという

現象になっているんじゃないかと思います。その

辺の今後の対策、対応をひとつお願いしたいと。 

 あわせて次は、１９３ページの下の方の西予市

ブランド産品販路開拓支援事業費補助金１００万

円、実はちょうど水産関係で申しますと、市長ご

案内のとおり、三瓶は八幡浜漁協に所属しており

まして、八幡浜漁協は養殖タイが非常に多ござい

まして、およそ推測でございますが、３００万匹

ぐらい養殖をしております。これは先般県のブラ

ンド化の事業の関連で八幡浜漁協さんは、たしか

１５０万円補助金をいただいてホームページを開

設していろいろ検討して、じゃあタイは「てやて

や鯛」という名前で、商品登録をしているかどう

かは確認はできておりませんが、とにかく登録を

したということでございます。それで、「てやて

や鯛」を全面的に出しまして、これは八幡浜のタ

イですよ、三瓶のタイですよというんじゃなくて

「てやてや鯛」というブランドでやっているそう

でございます。この１００万円の予算がそういう

関連のところに関連するのかどうか。 

 それと、我々農業もそうでしょうけれども、非

常に三瓶は苦しい立場でございまして、非常に行

政とねじれ現象がございますので、その辺の整合

性というんでしょうか、適合性というんでしょう

か、その辺もできましたら、これは市長になると

思いますが、あわせてお伺いしたいのでございま

す。 

 部長には、先ほど申しましたように、この１０

０万円の使い道ですね、これをお聞きいたしたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 それでは、ただいまの住宅関係

の質問にお答えいたしたいと思います。 

 ただいま嶋川議員から質問のありました特公賃

と言われるものにつきましては、予算書の３０ペ

ージに特定公共賃貸住宅使用料というものが計上

されております。この特公賃については、城川と

三瓶旧両町にあります。特公賃の違うところは、

所得制限において、普通の公営住宅においては低

所得者層というようなことで所得が幾らまでと決

められております。特公賃については、中所得者

層ということで、これも制限はありますけど、か

なりな額の者が入れます。ただいまご指摘のあり

ました７万５，０００円、確かに今この特公賃の

住宅については空き家になっております。広報

紙、回覧等において募集はいたしておりますが、

この住宅については、広さも３ＬＤＫといっても

１００平米以上あるような住宅でありまして、合

併前の旧町時代にこの特公賃については、額を特

定して決めて首長が告示をすればいいというよう

なことになっておりますので、普通の公営住宅は

所得関係で家賃が決まるわけでございます。その

ときに先ほど言われましたように、５万５，００

０円、６万５，０００円、７万５，０００円とい

うような家賃に決定をいたしております。城川町

との合併後兼ね合いもありますので、その辺検討

を加えないかんということにはなっておりますけ

ど、形態的に三瓶の特公賃については、コンクリ

ートで仕上げておりますし、どうも聞くと、城川

の方は木造というようなことなんで、家賃の金額

についても少し差はあっていいんじゃなかろうか

というようなことは思っております。三瓶のとき

に家賃決定の折で一番問題になったのは、先ほど

議員ご指摘の民間の賃貸住宅の家賃、これが大体

その当時に何ぼ多額でも共益費入れて５万５，０

００円程度かなと。その辺でどうだろうかという

ような協議も行ったわけですけど、広いし７万

５，０００円が妥当であろうということで告示を

して今そのままで進んでおります。今後はこの７

万５，０００円の家賃については、近傍どおしと

いいますけど、ほかの市外の同じような大きさの
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もの、それから同じようなコンクリート系統の住

宅その辺を調査の上で、また上がるようなことは

ないかと思いますけど、下げるような方向で、空

き家にならないようなことになるのであれば、協

議を行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 嶋川議員のご質問にお答えをい

たしたいと思います。 

 西予市のブランド産品の販路開拓支援事業のこ

とについてでございますけれども、これは市内の

商品の販路開拓、そしてＰＲをするということで

ございまして、ブランドの確立ということでイメ

ージアップを図っていきたいということでござい

ます。 

 対象といたしましては、企業とか一般、団体、

組合員とかＮＰＯグループ、それぞれの各種団体

等を見込んでいるところでございます。 

 経費といたしましては、事業費の２分の１とい

うことでしております。ですから、事業費的には

１００万円組んでおれば、２００万円の事業にな

ろうかということでございます。 

 先ほどのてやてやという話も私ちょっと今お聞

きしたんですけれども、県のブランドの産品の方

からの補助をいただいておるということもあって

おりますが、私その中の内容がどこの範囲までや

っておるかということがちょっとわかりにくいの

がありますので、そこら辺のとこは、また調べさ

せてもらったらなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、嶋川議員の最後の質問の

ねじれという現象ということについてだけお答え

させていただきますが、三瓶地区に当たっては、

合併に当たって、いわゆる経済の主体と行政とが

違うというようなことになってしまったというこ

とでありまして、例えば農業団体あるいは漁業団

体と行政の範囲が違ってきたということがありま

す。ある意味では、こういうことの中で非常に私

どもの支援のあり方について非常に難しい側面も

ありますけれども、これについては、八幡浜市の

方とも、ともに同じような方向で考えながら、支

援についても協議をしながら今やっておるところ

でございまして、その支援については、余り今の

ところは問題がないかなと、このような思いであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長 １６番岡山清秋君。 

○１６番岡山清秋君 大体意見も出尽くしたんだ

ろうと思いますが、この後はまた委員会の方で十

分論じてもらったらいかがと思いますが、私はこ

の１９年度の当初予算、財政課本当に骨折って組

んでいただいたんだろうと思います。その点につ

いては敬意を表しときますが、この中に今年度も

いろいろな三瓶を中心に大きな建物等々つくるよ

うでありますが、その中でひとつお願いをしてお

きたいのは、昨年、でき上がったものをどうこう

言うつもりはないんですけれども、何らかの形で

言っておかないと、私も胸のうちがおさまらない

ということで考えておりましたが、せっかくの機

会でございますので、この場で言わせていただき

ますが、ご承知のように、魚成小学校の建築をし

ていただきました。当初西予市産材をふんだんに

使ってくれと、私どもお願いした身でございま

す。そして計画どおりでき上がりました。昨年の

暮れですか、でき上がったものの見学会というこ

とで我々も議員の皆さん方も同行していただいて

見せていただきました。私は、確かに外観はすば

らしい学校にできたなと、新聞紙上にも報道され

ましたようにすばらしい学校であると。先日も久

万の小学校の全体像といいますか、写真が新聞に

載っておりましたが木造でありました。確かに木

造はぬくもりがあってええなという思いで一歩足

を踏み込んでみたところ、私は、この議員の中に

も私同様、木材関係の方が五、六名おられます。

その方は、恐らく何も言わなくてもおわかりいた

だいただろうと思いますし、また三好市長も最初

に私に言われました。岡山さん、これ何ですかと

言われたことを覚えておられると思いますが、こ

れは予算の都合でこうなるのか、こういったこと

については、設計段階でわからないのか。何を言

わんとしておるかといいますと、私が足踏み込ん

だその床板を見てまず驚いたわけでありますが、

西予市産材を使っておるのならば、もう少しよい

製品の材があるわけでありますが、何でこのよう

な、私から見れば、二流、三流の材で床板でやっ

ておられる、どなたもが行って見られただろうと

思います。あえて私は言っておきますけれども、

材には生き節、死に節というものがあります。こ
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れは木材を使っておられる方はすぐわかりますけ

れども、生き節を使うならば、本当にきれいな赤

みの入った生き節の材が使えます。しかし、死に

節というのは、一度木材を製品にしてしまえば穴

があいてしまいます。これは我々から見れば、二

流、三流、四流になるかもしれません。市場でも

ただのように販売されている材であります。そう

いったものがふんだんに使われている。そしてそ

の穴のあいた節をすべて化学製品でつぶしてあ

る、これが私はいつまでもつかどうか定かでない

んですけれども、７０年、８０年今からもたして

ほしいものをこんな材質でやっていいものか、私

は一番木材をいろうてる関係上、何よりも先に胸

がつぶれました。私ならば全部張りかえてくれ

と、本当に言いたかったです。全部張りかえて

も、今の材価ですから、単価はしれたものです。

私ならば全部張りかえてや、そういう言いたい気

持ちになりました。しかし、そこは設計の段階で

予算の都合上そうなったと思えば仕方ないんです

けれども、そしてもう一つ、私が残念なかったの

は、きのうも議員の中の一般質問の中にありまし

た宇和の旧小学校跡でＺ１レースですか、ああい

ったことをやってほしい、今からもやってほしい

と言われました。私は今の魚成小学校の設計から

見れば、そういったことも可能な廊下であっただ

ろうと思います。しかし、よく見れば、Ｚ１レー

スも横にレースをすればいいかもしれません。床

板が全部横に張ってある。今の宇和の旧小学校の

廊下は全部縦、だからぞうきんがけもできるんで

す。しかし、今の魚成小学校は横張りです。この

段階も設計の段階でどのようなつもりで横張りに

されたのか。何で縦張りにできなかったんだろう

か。今の建て方基準等々からそうなったのかもし

れませんが、そこらあたりも非常に残念でありま

す。ということは、やはり今から箱物をつくる中

においては、設計の段階ででき上がるまでのイメ

ージを抱いていただいて、今西予市の職員の中に

も、これまで一人、一級建築士がおりましたけれ

ども、つい最近、せんだってですか、宇和町にも

一級建築士が誕生しておると聞いております。三

好市長もご存じだろうと思いますが、やはりそう

いった方をふんだんに使っていただいて、５０

年、６０年もつものであるならば、なおのことそ

こらあたりをしっかりと見ていただいて最後まで

立派なものに仕上げていただきたい、そのことを

お願いしておきたいと思います。 

○議長 二宮教育長。 

○二宮教育長 ただいま岡山議員のお話ですか、

確かに言われるところたくさんあると思います。

今後こういった施設をつくっていく上におきまし

ては、今のご提案いただきましたことを最重点に

考えまして進めていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ３１番浅野豊重君。 

○３１番浅野豊重君 １５５ページの農林水産費

の中で、農業振興費が非常に減になっておりま

す、９，０００万円余り。今農業、これは西予市

ではもう農業は基幹産業であり、これからの農業

振興というものは不可欠であると、こういうよう

に思っておりますが、この予算を落とすというこ

とは、やはり熱意のバロメーターがちょっと崩れ

たんじゃないかというような気がして非常に残念

でありますが、今後農業従事者が高齢化、それと

後継者不足等で農業振興が非常に困ると思います

が、これに対して、予算はなくてもこういうこと

でやっていくんだというようなことがあれば、ぜ

ひ教えていただきたい。まずこの削減をした理由

とそれから今後の農業振興の政策、金が要らなく

てもこういうことができるんだというその名案が

あれば、ひとつ教えていただきたいと、こういう

ように思います。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 浅野議員さんのご質問にお答え

をいたしたいと思います。 

 農業振興費の方で大変予算の減額が多いという

ことになっておりますが、それぞれの事業の方も

減額、要望が少ない面もあります。そして総体的

に補助金の方のある程度の精査で減額をさせてい

ただいておるところもあります。というようなこ

とで、総体的に大きく減額をいたしておりますけ

れども、農業予算の方につきましても、林業の方

につきましても、とにかく第１次産業であるとい

うことで頑張ってやっていかなければいけないと

いうことは考えておるところでございますが、今

後の農業振興対策につきましては、県の普及農政

関係、そしてＪＡ、そして市、そして関係農業団

体との協議の中で進めていける状況の中になって

おります。 

 事業の大きい減のもとといいますのは、キュウ
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リの選果機とか、それぞれの大きい事業の減によ

るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長 暫時休憩をいたします。午後１時１０分

より再開いたします。（休憩 午後０時０８分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１０

分） 

 休憩前に引き続き、議案第４８号「平成１９年

度西予市一般会計予算」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第４９号「平成１９年度西予

市授産場特別会計予算」から議案第６１号「平成

１９年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算」までの１３件に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２２番鍵原芳和君。 

○２２番鍵原芳和君 １点だけ質問をさせてもら

います。 

 老人保健特別会計についてでありますが、今回

当初予算を見ますと６７億５，０００万円という

ことでございますが、１８年度の今回の補正で６

９億５，０００万円ということで、既に１８年度

現在で今回の当初予算より２億円ぐらい経費がオ

ーバーをしとるわけでありますが、この財源につ

きましては、従来は支払基金が約７割、それから

国庫が２割、県、市町が５％ずつということで従

来きておったんですが、近年の非常に財政の厳し

い中で今回の予算を見ますと、支払基金交付金、

医療費交付金でありますが、約５０％、３３億

９，０００万円ということになっておるようでご

ざいます。もちろん県の後期高齢者医療広域連合

の分担金が約２，０００万円余りありますが、今

の補正の支払基金交付金の割合を見ますと、約５

３％の補正予算後の医療費交付金の率になってお

るわけでありますが、大体最終的にこの医療費交

付金の比率はどの程度を、何％ぐらいを想定され

ておられるのか、約束事があるんでしょうけど

も、担当部長さんにお聞きをいたしたいと思いま

す。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 ただいまの鍵原議員さんの

ご質問にお答えしたいと思います。 

 医療費交付金、２６１ページでございますけれ

ども、これは昨年よりは交付金の割合が下がって

おるところでございます。現年度医療費交付金の

方が下がりましてこのような数字。現在は別に割

合ということではないんですが、年間を想定した

もので計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第６２号「市道路線の廃止に

ついて」から議案第６７号「西予市営土地改良事

業の施行について」までの６件に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 土地改良事業でございま

すが、ちょっと私小耳の挟んでおりますのは、土

地改良区、西予市の中で、まだ役員構成とか組織

構成ができてない旧町があるというように聞き及

んでおります。それについて今後どのような形で

つくられて、やはり各町各地区足並みをそろえて

いかれた方がいいんじゃないかと思っておるんで

すが、いかがでございましょう。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 酒井議員さんの質問にお答えを

させていただきます。 

 市内におきましても、土地改良区をつくってお

る団体は三瓶町、明浜町、宇和町は設立をしてお

りますが、野村町、城川町におきましては、団体

的な名前が残っておるところもありますけれど

も、まだ活動というものは見えてないところもあ

ろうかと思いますので、そのようなとこにつきま

しては、今後とも関係の人とお集まりをいただき

まして検討をしていきたいと考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 先ほど質問にもありまし

た水環境保全事業につきましても、主体は土地改

良事業がやるわけでございますので、各地区この

水環境保全事業に取り組んでる地区は、西予市の

中で８８カ所という形の説明がありましたので、

やはりないとことあるとこと、そして機能的にで

きるようにするためには、やはり５年間のその事

業につきましても、基盤整備的には土地改良事業

でやるわけでございますので、早晩にそういう組

織づくりをするのが妥当ではないかと思うんです
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が、いかがでございましょう。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 先ほどの私の方で水土里ネット

というとこと宇都宮議員が話されましたことと私

ちょっと勘違いをいたしまして、水土里ネット事

業というような解釈をしておりましたので、ここ

で改めて訂正をお願いをいたしたいと思います。 

 水土里ネット愛媛という名前の名称になってお

りますが、これは愛媛県土地改良事業団体連合会

それぞれの各地区に連合会がつくられておるとこ

ろでございますが、この事業におきましては、全

国的な農政の活動の一端といたしまして事業を進

めておるところでございます。全国的に見て地

域、地区が農家だけでは守り切れないというよう

な状況にあるから、地域住民が一体的になって地

域を守ろうというねらいがあるところでございま

して、そこの中でこの水土里ネット愛媛というの

が、この活動に対しての書類の作成とかというの

を支援をするというところでございますので、そ

こら辺のところもあわせて考えていきたいと思っ

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

○１７番酒井宇之吉君 再々質問、ちょっとお許

し願ったらと思います。 

 私申し上げておりますのは、土地改良事業を大

きくやりますと、そこの地区の役員さんが事業負

担の借り入れについての保証をしたり、いろんな

ことをして事業をやってるわけでございます。で

すから、今回のように城川、野村の方に土地改良

区事業を入れる場合でしたら、そういう受け皿を

ちゃんとしとくべきではないかと、組織を。だか

ら、野村町、城川町にもやはり旧町ほかの３町の

ように役員を決めて、そしてその中の選出せられ

た方で新しい事業をやる場合には、その地区の事

業主体の中でそういう保証だとか、そういうこと

も考えることで組織をつくるべきではないかと、

こういうことでございますので、ひとつご考慮願

いたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今回の農地・水・環境保全事業につ

きましては、今ほど部長が話しましたとおり、愛

媛県土地改良連合会が受け皿となってやるわけで

ありますから、ここの西予市においては、それに

関連して西予市土地改良のそれぞれの連合がやる

わけではありません。市が直接を受けて市がやる

わけでありまして、今回の事業については、直接

西予市の各土地改良区がかかわる問題ではない

と、このように判断をしております。 

 以上です。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３６号「平成１８年度西予

市一般会計補正予算（第１０号）」の質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

 ８番森川一義君。 

○８番森川一義君 ８２ページの都市下水路８０

０万円の減額ですが、ＪＲに対して職員では手に

負えないのであれば、行政のベテランであります

助役なり収入役が乗り出してきて早く片づけても

らいたいと思います。住民が困っている問題です

ので、早期解決をお願いいたします。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 ただいまのご質問にお答えいた

したいと思います。 

 職員サイドからはＪＲの方と何回も交渉はいた

しておりますが、なかなか線路下の工事につきま

して、一部少し線路が上がったとかというような

事故もあった関係で、ＪＲがかなり慎重になって

る関係もありまして、まだ交渉が成立しておりま

せんので、今回１８年度予算については落とさせ

てもらって、新たに１９年度に今度の新予算で少

し増額になりますが、下松葉の改良については取

り組んでいきたいというふうに思っておりますの

で、もう少し時間をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長 １５番三好幸夫君。 

○１５番三好幸夫君 今回の補正予算の中でござ

いますが、商工費関係それと農林水産業費関係で

三セクへの補助といいますか、委託金が計上され

ております。いつも思うことでございますが、地

区内にも三セクございまして、これらが赤字にな

ったりすると、いろいろと陳情とかいろいろ受け

るわけでございますが、こういった委託費またそ

の補助金といいますか、そういったものの基本が

というか、基準がどうなっているか。年度末に足

りなくなっては、何とか市長にお願いしたいとい

うか、そういうことばっかりでもいかんと思うん

ですが、ただその基準がどうなっているんか。果
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たして頑張っているんかどうなのかもわからない

状態では、私らもなかなか判断がつきにくいとこ

ろがございます。そのあたりこういった補助金、

委託金の基準といいますか、かなり市内に三セク

ございますが、それらは統一した基準があれば教

えていただけたらと思うんですが。 

○議長 清水財政課長。 

○清水財政課長 今ほどのご質問の中で基準はど

うかということでございますが、今の段階では基

準は設けておりません。 

 それで、実は今回この補正の中で、乙亥の里の

９００万円を計上させていただいておりますが、

これは当初から予算は計上いたしておりません。

今回初めて計上するものであります。それで、一

昨年につきましては、約１，４５０万円を補助し

て委託を出しておりましたけれども、今回は９０

０万円ということで、しっかり経営にかかわって

いただいております。いわゆる努力をしていただ

いておるという兆しが見えております。 

 しかしながら、やはり９００万円という大きい

委託料でございますので、１９年度からは一つの

基準を設けまして、そしてその基準にもたれてや

っていただきたいと、このように今は考えており

ます。したがいまして、４月に入りまして、その

指定管理者と協議を重ねていきたいと、このよう

に考えております。これはシーサイドサンパーク

にも同じことが言えます。また、ほかの三セクに

も同じことが言えます。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 １つだけちょっとご説明願

ったらと思います。 

 ７７ページですか、埋蔵文化財発掘調査補助金

っていうのがこの補正の中で出てきてるんです

が、これに対して説明お願いしたいと思います。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 梅川議員の質問にお答えをいた

したいと思います。 

 埋蔵文化財発掘調査補助金の１，３５９万５，

０００円でございますが、山田地区の地内におき

まして、エリアレボリューションズの方の発掘を

しておる調査費とそしてコカ・コーラに対しまし

ての調査費を計上をさせております。エリアの方

につきましては１，２２６万３，０００円とコ

カ・コーラ分といたしまして１３３万２，０００

円で合計１，３５９万５，０００円を計上をさせ

ていただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ２番松山清君。 

○２番松山清君 ９６ページの教育費の町並み保

存対策費についてですけども、これが減額１，７

５０万円ということで、説明によりますと、該当

が１つしかなかったというご説明だったと思いま

すが、中町についてのこれは宇和町からの制度

で、文化の里整備事業基金の中から繰り入れてこ

の事業をやっておるわけですが、先般市長からも

ありましたように全日空のツアー、そして今後Ｊ

ＡＬのツアーが来るというふうに聞き及んでおり

ますが、せっかくそういった走りといいますか、

ある一つのきっかけが生じて、これがまた今後ど

う展開していくかというようなところを我々は期

待を持って見とるわけであります。したがいまし

て、これは１件しかないということが果たしてよ

かったのかどうかと。あそこの地域に行って見れ

ば見るほど、もっとここをこうしたらいいな、あ

そこをああいうふうにしたら、例えば東京の方か

ら来た人が、心地よい感じを受けるなとか、多々

そういう面があるわけですけども、それに対する

取り組みといいますか、それについてお伺いした

いということでございます。というのは、もっと

もっと、こう今、重伝建に向かって進んでおりま

すが、これは宇和町時代からもそれが、その目標

に到達する、到達すると言いながらずっと延びて

きております。したがいまして、今のシステムで

中町を守る会等から上がってきて審査をかけてや

るというようなシステムでは、今言いますよう

に、外部から来た方に対して見せるものと、そこ

で守っていこうとするものとは若干違うんじゃな

いかというふうに私は思うわけです。宇和町以外

の方からいわすと、あそこは宝の山だというよう

な表現をされる方が何人もおります。そういった

ものをきちっと守り、また観光の一つのスポット

としてやっていくためには、やはり弾力性のある

取り組みをしていかないと、せっかくの基金が一

面的な施策にのみしか使われないという、そして

こういうように減額をするといったような結果に

なるんじゃないかということを心配しておりま

す。その点について理事者はどう考えるのか、お

答え願いたいと思います。 
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○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 松山議員の先ほどのご質問なん

ですけれども、確かに町並み整備の関係とそれか

ら観光客の関係の視点で見られる町並み、それか

ら個人の生活上の保全、こういったようなことを

すべて勘案するということになると、現在決めて

おります運用上の規定を変えていかなければ、こ

の予算の執行というのがちょっと難しくなるだろ

うと思いますし、今回減額補正をさせていただい

ておる分については、当初それぞれの団体あるい

は個人の方から出ておりました。例えば、固有名

詞を出しますと、渡邊さんですか、それとあそこ

の幼稚園、こっからも要望が出ておったわけです

けれども、自己負担の関係もありまして取り下げ

をされましたので、今回こういうような減額補正

になったわけですけれども、町並みの保存の関係

で財政が豊かなときは全額補助とか、あるいは文

化財的な価値のあるものについてはそういう全額

補助も必要かと思いますけれども、現在まだあそ

この中町の町並みのすべてが文化財あるいはそれ

に匹敵するものとしての評価ができておりません

ので、このような現在の規定の中でしか補助規定

がありませんので、個人として取り下げをされる

方がありますので、今回のようなことになりまし

た。 

 それから、先ほど言われました第三者の視点で

ということになりますと、別の考え方で今後先ほ

ど言われましたようなことで検討し協議をしてい

かなければならないというふうに思っております

ので、十分そのことについては、商工観光の方と

も協議をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長 ２０番山本昭義君。 

○２０番山本昭義君 ページは６９ページです。

それの１３節委託料ですが、これ管理委託料で

１，０００万円余り出とるんですが、これは説明

の中で、多分ミカンが不足したからという説明だ

ったと思うんですが、どれぐらい初めの計画で不

足してこの委託料が出たのか、教えていただきた

いと思います。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 山本議員の質問にお答えをいた

したいと思います。 

 管理運営委託料でございますが、１，０３８万

４，０００円を組んでおりますが、３８万４，０

００円につきましては、ほかの備品の方を計上い

たしておりますが、１，０００万円につきまして

は、シーサイドの方の委託料という形になってお

りまして、ミカンの売り上げの減といいますと、

前年度よりかは４４％の減少と大幅に落ち込んで

おります。 

 そして、創生館の方のミカンの搾汁量にいたし

ましても約５０％ほどの落ち込みをしておるよう

な状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長 ２０番山本昭義君。 

○２０番山本昭義君 私はこの落ち込みに対して

もとやかく言うわけはないんですが、初めの計画

自体が無理な計画しとるんじゃないかなと思うと

ります。といいますのも、初め計画するときに、

物事をつくらなくてはいけない、そこに重点を置

いてしまって、ここまでいったら赤字になります

よ、これが限度ですよというその基準もなしにた

だつくることにあわせてしもうて計画を、そうい

うつくり方をするからこういう想定外のことが出

たら赤字になる。そこらはやはりある程度想定を

して、このパーセントまで下がってもいけますよ

というような計画の立て方をしてつくるべきじゃ

ないかと思うんですが、その点どうですか。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 農産物をつくるのに、近年大変

災害等が多くなりまして、私どもの明浜におきま

しても、台風が来てこれだけの裏年、表年とかと

いうのを、これも想定外のことでありまして、こ

ういうことがないというような形の中で作物の栽

培をしてきたわけですけれども、先ほど財政課長

も言いましたように、まだ現在のところ指針とい

いますか、そういうものはつくってないというこ

とでありますので、これはつくっていかなければ

いけないというふうに思っておりますので、その

点を考えながら、１９年度においては、そこの運

営はどの程度のものが公共的なものとして運営を

しなければいけないかというものは考えていかな

ければいけないと思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今回の明浜のシーサイドパークの件

につきましては、実はもう少し踏み込んで私ども
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は考えております。といいますのは、塩ぶろの分

については約５００万円赤字ということで、これ

については出さないよと。だから資本金を繰って

赤字決算をしてくれという形をとらさせていただ

きました。 

 しかしながら、今のジュースの搾汁の関係につ

いては、これは突発的な災害等々天災によること

が多いということでありますので、これはもう突

発的なことであります。だからミカンがこれだけ

量が減ってしまった。そういう状況の中で、どう

してもミカンが集まらないという現実がありまし

た。ご案内のとおり、愛媛県の、例えば青果連

等々においてもミカンが集まらないということ

で、大変な年であったとの記憶に新しいことだと

思っておりますが、現実的にそこの中で今回一番

やっぱり弱者のところ、零細なところが一番集ま

らなくなってしまうというのが現象として出てき

たということでありまして、それについては、市

の第三セクターとしては支援をすべきであろう

と、こういう考えに至ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ２０番山本昭義君。 

○２０番山本昭義君 支援についてはとやかく言

うわけではないんですが、やはり突発的なことで

済ますというてはないと思うとります。初めに計

画する段階で、やはり２割ぐらいは計画よりは少

なかってもやっていけると、そういう見積もりの

やっぱり設計の立て方、つくり方をすべきじゃな

いかなと言っとります。ただ突発的だから、赤字

になったから、それでええわい。一般会計から補

てんしたらええわい、それでは私はいけんのじゃ

ないかなと、経営していく上は。例えば、２割ぐ

らい下がっても、最低のラインで経営はできます

よと、そういうやっぱり設計の仕方をすべきじゃ

ないかなと。ただ行政だから、国からお金が来る

から、いけなんだら市民から取ったらええわい、

そういう形ではなくて、きちっとしたやっぱり計

画を立ててこのようなものは施設をつくっていた

だきたいと思っております。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 これは第三セクターの本来のあり方

に問われる非常に重要な問題だと思っております

が、ただ第三セクターの根本的な甘えというもの

は、今言われるように計画性がなしに、いわゆる

地域の雇用とか産業育成というところに重きを置

いてやられたところにあるわけであります。 

 しかし、したがってその中に一番問題となるの

は、内部留保資金がないということでありまし

て、資金がないから次の設備投資ができない、次

の品物が買えないというのが第三セクターの大き

な欠点であります。だから、そこのところに本来

ならそこをできるようなシステムをつくっておか

ないとだれもできないということでありまして、

こういう点の中から今回の中では本当に突発的

で、これがなかったら、もうここが動かなくなる

というようなケースもあり得るんじゃないかと、

このように思っておりまして、このように突発的

なときについては、やはり行政として支援をする

と。それ以外については、経営としての理念をも

う少ししっかりしていくと、そこを今後とも考え

ながら、ただし地域の産業や雇用の育成もバラン

スをとりながら考えていくのが第三セクターだ

と、このように思っております。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ２２番鍵原芳和君。 

○２２番鍵原芳和君 １点だけお聞きをいたした

いんですが、農地費の中山間地域総合整備事業の

負担金でありますけども、今回の補正で西部、東

部ともに大幅な減額になってございます。一昨日

の説明では、補助事業の不採択による減と、こう

いう説明であったわけでありますが、実は私の地

元も農道改良をやっていただいておるわけであり

ますが、平成１８年度事業についていまだに着工

がないわけで、地元の方々も大変心配しておりま

すが、多分年度末に上がって繰り越しになるんじ

ゃないかなと、昨年もそういうことでしたので、

そのように思っておるわけでありますが、継続事

業ですから不採択ということはないんであろうと

思いますけども、そこら辺の状況がわかればお知

らせをいただきたい、このように思っておりま

す。 

○議長 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 鍵原議員の質問にお答えをいた

したいと思います。 

 事業の中に取り組んでおれば継続されるものと

思っておりますけれども、中で用地の交渉が得ら

れないというところがちょっと耳には入っており

ます。ですから、そこのとこにつきましては、や

はり地権者の同意が得られなければいけないとい
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うとこでありますので、当初計画に乗っておると

ころの同意があれば、計画どおり進んでいくもの

と思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成１８年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 議案第３６号から議案第４７号まで１２件につ

いては、会議規則第３７条第２項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３６号についてお諮りいたしま

す。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第３６号「平成１８年度西予市一般会計補

正予算（第１０号）」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３６号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３７号から議案第４７号までの１

１件についてお諮りいたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 これらの採決は一括採決といたします。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。 

 議案第３７号「平成１８年度西予市授産場特別

会計補正予算（第３号）」から議案第４７号「平

成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号）」までの１１件について原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３７号か

ら議案第４７号までの１１件は原案のとおり決定

いたしました。 

 本日採決いたしました１５件を除く議案につい

ては、お手元に配付しております各常任委員会付

託表のとおり各常任委員会に付託いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、陳情第１号「日豪ＥＰ

Ａ交渉に関する陳情について」を議題といたしま

す。 

 この陳情につきましては、お手元に配付いたし

ております陳情文書表のとおり産業建設常任委員

会に付託をいたします。 

 各常任委員会においては、各議案並びに陳情に

ついて十分に審議を行い、最終日の本会議におい

て、委員会の審査の経過と結果について、各常任

委員長の報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は３月２３日午後１時３０分より会議を開

きます。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午後１時４５分 
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議  事  日  程 

 １ 議案第 １０号 西予市名誉市民条例制定 

           について 

   議案第 １１号 西予市表彰条例制定につ 

           いて 

   議案第 １２号 西予市浄化槽市町村整備 

           推進事業条例制定につい 

           て 

   議案第 １３号 西予市新市立病院建設基 

           金条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １８号 西予市過疎地域における 

           固定資産税の特別措置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 １９号 西予市在宅ねたきり老人 

           等介護手当支給条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市養護老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２１号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２２号 西予市予防接種健康被害 

           調査委員会設置条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２３号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２４号 西予市衛生センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市農村公園条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２８号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市公共下水道事業受 

           益者負担金徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３０号 西予市道路占用料徴収条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３１号 西予市出産祝い金支給条 

           例を廃止する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３２号 西予市在宅介護支援セン 

           ター条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ３３号 西予市精神障害者小規模 

           作業所条例を廃止する条 

           例制定について 

   議案第 ３４号 西予市低開発地域工業開 

           発地区指定に伴う固定資 

           産税の特別措置に関する 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ３５号 田之浜地区コミュニティ 

           センター設置条例及び宮 

           野浦地区コミュニティセ 

           ンター設置条例を廃止す 

           る条例制定について 
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   議案第 ４８号 平成１９年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５２号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ５３号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成１９年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ５８号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６０号 平成１９年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   議案第 ６２号 市道路線の廃止について 

   議案第 ６３号 市道路線の認定について 

   議案第 ６４号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６５号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６７号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   陳情第  １号 日豪ＥＰＡ交渉に関する 

           陳情について 

 ２ 発議第  ３号 西予市議会議員の定数を 

           定める条例制定について 

 ３ 選挙第  １号 愛媛県後期高齢者医療広 

           域連合議会議員の選挙に 

           ついて 

 ４ 西予市農業委員会委員の推薦について 

追加 議案第 ６８号 西予市明浜町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           及び西予市城川町特定農 

           山村地域活性化推進基金 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ６９号 平成１８年度西予市一般 

           会計補正予算（第１１ 

           号） 

   議案第 ７０号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第５号） 

   議案第 ７１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   意見書案第１号 森林・林業・木材関連産 

           業政策と国有林野事業の 

           健全化を求める意見書 

           （案）の提出について 

   意見書案第２号 日豪ＥＰＡ交渉に関する 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 

   議案第 ７２号 西予市副市長の選任につ 

           いて 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第 １０号 西予市名誉市民条例制定 

           について 

   議案第 １１号 西予市表彰条例制定につ 

           いて 

   議案第 １２号 西予市浄化槽市町村整備 

           推進事業条例制定につい 

           て 

   議案第 １３号 西予市新市立病院建設基 

           金条例制定について 

   議案第 １４号 西予市職員の勤務時間、 

           休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １５号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 １６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １８号 西予市過疎地域における 

           固定資産税の特別措置に 

           関する条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 １９号 西予市在宅ねたきり老人 

           等介護手当支給条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２０号 西予市養護老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２１号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２２号 西予市予防接種健康被害 

           調査委員会設置条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２３号 西予市廃棄物の処理及び 

           清掃に関する条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２４号 西予市衛生センター条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２５号 西予市農村公園条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２６号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２８号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市公共下水道事業受 

           益者負担金徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３０号 西予市道路占用料徴収条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３１号 西予市出産祝い金支給条 

           例を廃止する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３２号 西予市在宅介護支援セン 

           ター条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ３３号 西予市精神障害者小規模 

           作業所条例を廃止する条 

           例制定について 

   議案第 ３４号 西予市低開発地域工業開 

           発地区指定に伴う固定資 

           産税の特別措置に関する 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ３５号 田之浜地区コミュニティ 

           センター設置条例及び宮 

           野浦地区コミュニティセ 

           ンター設置条例を廃止す 

           る条例制定について 
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   議案第 ４８号 平成１９年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ４９号 平成１９年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ５０号 平成１９年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ５１号 平成１９年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ５２号 平成１９年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ５３号 平成１９年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ５４号 平成１９年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ５５号 平成１９年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第 ５６号 平成１９年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ５７号 平成１９年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ５８号 平成１９年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ５９号 平成１９年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ６０号 平成１９年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第 ６１号 平成１９年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   議案第 ６２号 市道路線の廃止について 

   議案第 ６３号 市道路線の認定について 

   議案第 ６４号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６５号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ６７号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   陳情第  １号 日豪ＥＰＡ交渉に関する 

           陳情について 

 ２ 発議第  ３号 西予市議会議員の定数を 

           定める条例制定について 

 ３ 選挙第  １号 愛媛県後期高齢者医療広 

           域連合議会議員の選挙に 

           ついて 

 ４ 西予市農業委員会委員の推薦について 

追加 議案第 ６８号 西予市明浜町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           及び西予市城川町特定農 

           山村地域活性化推進基金 

           条例を廃止する条例制定 

           について 

   議案第 ６９号 平成１８年度西予市一般 

           会計補正予算（第１１ 

           号） 

   議案第 ７０号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第５号） 

   議案第 ７１号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   意見書案第１号 森林・林業・木材関連産 

           業政策と国有林野事業の 

           健全化を求める意見書 

           （案）の提出について 

   意見書案第２号 日豪ＥＰＡ交渉に関する 

           意見書（案）の提出につ 

           いて 

   議案第 ７２号 西予市副市長の選任につ 

           いて 
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  開議 午後１時３０分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第１０号「西予市名誉市

民条例制定について」から議案第６７号「西予市

営土地改良事業の施行について」までの４６件と

陳情１件の４７件を一括議題といたします。 

 各委員長における審査の経過と結果について、

各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、元親総務委員長の報告を求めます。 

○元親孝志総務常任委員長 皆さんこんにちは。 

 きょうは午前中西予市２７小学校の卒業式が一

斉に行われました。私も保護者の一人として出席

をしたわけでございますが、卒業生の皆さん、非

常にきびきびとした態度を見まして、逆に私が子

供に叱咤激励をされておるような思いをして帰っ

たわけでございます。きょうは子供に負けないよ

うに一生懸命頑張りたいと思います。 

 それでは、総務常任委員会の委員長報告を申し

上げます。 

 去る３月９日の本会議におきまして、当常任委

員会に付託されました議案１１件に対し、３月１

２日から１４日までの３日間の日程で審査を行い

ました。審査の結果は、お手元に配付の委員会審

査報告書のとおり、議案第１７号「西予市職員の

管理職手当等の特例に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」は賛成多数で、その他の議

案１０件を原案のとおり全会一致でそれぞれ可決

決定いたしました。 

 また、当委員会では、付託されました議案を総

括するため、３月１５日に市長、助役、収入役、

教育長との懇談会を行いました。その議案審査の

過程並びに懇談の中で委員より出された特徴的な

意見、それに対する回答など概要を抜粋してご報

告申し上げます。 

 初めに、今定例会の一般質問において、市民の

間から西予市の財政状況を心配する声が出ている

という質問に対して、三好市長は、行財政改革、

事業の見直し等による経費節減を積極的に推進す

ることとしているので、夕張市のような財政破綻

を来すことへの心配は要らない。大丈夫ですとい

う答弁でありましたが、現実には財政が逼迫して

いることを理由に報酬や職員手当の一部カット、

各種団体補助金等の削減など、経費節減にも積極

的に取り組んでこられました。一方では、合併当

初から幾つもの大型建設事業に着手してこられた

ことも事実であります。このような状況から、市

民の間に広がりを見せている不安感を払拭できる

かどうか、また市の財政状況の実態を再確認する

という両面から市長の考えを伺いました。 

 この質問に対し、財政力を見る基準として実質

公債費率や起債制限比率などの指数があり、県内

でも当市以上に厳しい数値で推移している市や町

も数多くあります。当市の状況は危険水域ではな

いとしても、財政力が低いことに変わりはなく、

国、県に頼りながら財政運営ができているという

ことが現状です。このことをしっかりと踏まえた

上で、予算編成の段階で行政評価システムによる

事務事業の見直しや精査を行うことによって経費

節減を図ることとしているので、安定的な財政見

通しが可能になるという考え方であると説明があ

りました。 

 次に、市職員の給与格差の是正については、合

併協議会の中で、職員の現給を保証し、合併後５

年をめどに給料の格差是正を行うこととされてお

りましたが、合併から３年が経過した現在、格差

是正の事務がどの程度まで進んでいるのか進捗状

況を伺いました。 

 市職員の給与格差については、基礎となる職員

個々の前歴換算がきちんとできているかどうかが

重要なポイントであり、その作業も完了し、個人

ごとに作成した資料をモデル給与に当てはめて調

整を行っており、既に一部は調整済みのところも

あり、淡々と進んでいるという説明がありまし

た。 

 次に、ＣＡＴＶ事業は、専門知識を持った人材

の活用や事業の効果を最大限に生かせる組織機構

とすることによってＣＡＴＶ事業や庁舎建設の経

費圧縮が実現できるのではないか。また、当常任

委員会が視察研修した徳島県国府町ＣＡＴＶで

は、先鞭知識を持った人がチェックすることによ

って大幅に事業費を削減できたという体験談を聞

き、その重要性を感じている。当市においても、

平成１９年度当初予算案で測量設計の委託料が計

上され、今後事業に着手する段階へ移行していく

ため、むだをチェックできる機能の確保や専門知

識を持った人材の配置を行いコスト削減に努めら
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れたいと意見を申し述べました。 

 これに対し、これまでいろいろな企業からさま

ざまな意見や提案をいただいており、市としても

専門職員の配置や専門職の知識を生かせる制度と

したい考えである。 

 また、ＣＡＴＶのネットワークを活用した組織

機構については、理想論として賛成できても、市

全体を見ました場合に、そこまでのレベルに達し

ていないと理解している。なお、ネットワークの

構築方法については、今後いろいろな方の意見を

聞き、点在する地域で効果を発揮する無線ＬＡＮ

等の研究なども行いながら、良質安価な事業の実

現を目指していきたいという説明がありました。 

 以上、今定例会で付託されました議案の審査結

果と概要について申し上げましたが、適切なご審

議、ご決定を賜りますようお願い申し上げ、総務

常任委員会の報告を終わります。 

 平成１９年３月２３日、総務常任委員会委員長

元親孝志。 

○議長 次に、河野厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

○河野作生厚生常任委員長 厚生常任委員会の報

告を申し上げます。 

 当委員会に審査を付託されました議案１８件の

審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書の

とおり決定いたしました。 

 以下、審査の過程におきまして、特に議論がな

されました事項についてその概要を申し上げま

す。 

 まず、議案第１９号「西予市在宅ねたきり老人

等介護手当支給条例の一部を改正する条例制定に

ついて」は、支給額２万５，０００円を１万５，

０００円に減額し、対象者を住民税非課税世帯の

みとする条例改正案でした。これについて福祉の

切り捨てという観点から慎重に対応すべきという

意見が相次ぎ、財政難であることを考慮すると、

金額については、もう少し下げることも考えられ

るが、対象を非課税世帯のみにすべきではないと

いう意見がありました。 

 理事者は、県の補助制度に即した事業であり、

その制度が改正されているため、住民税が課税さ

れる方については支給されなくなり、また介護保

険制度を十分利用することにより本来の趣旨は達

成されると考え、福祉はばらまきではいけない。

他市との比較等もあわせて考慮願いたいとの答弁

でした。 

 議案第２４号「西予市衛生センター条例の一部

を改正する条例制定について」は、施設使用料の

標準化を行うという一部改正で、委員から、標準

化はよいが、どこを中心にあわせて標準化するの

か。また、施設が新しくなって統一したらよいの

ではとの意見がありました。 

 それについては、５町それぞれ状況の違いがあ

り、施設との距離、ホースの長さ等の問題もある

ので、５年から６年かけて調整したい。市民レベ

ルで見たときに平等かどうかを考慮しているの

で、理解してほしいとの答弁でした。 

 次に、議案第３１号「西予市出産祝い金支給条

例を廃止する条例制定について」は、若者定住の

促進と事業福祉の増進を図ることを目的として支

給していた条例を廃止するということで、委員か

らは反対の立場でさまざまな意見が出されまし

た。 

 西予市独自の子育て支援策があってもよいので

はないか。廃止するのであれば、これにかわるも

のが必要なのではないか。少子化対策は今一番考

えなければならない問題ではないか。もともと出

産祝い金で若者定住が図れとるという趣旨が違っ

ている。これは市として出産を祝う気持ちだ等々

の厳しい意見がありました。 

 これに対し、条例は廃止するが、今後も要綱を

つくって出産祝い金を支給していく考えであり、

また子育て支援という面から新しい医療費補助な

どの施策を検討し支援していきたいとの答弁でし

たので、当委員会としては、原案可決することを

決定いたしました。 

 次に、議案第４８号「平成１９年度西予市一般

会計予算」の福祉事務所に関する事項について

は、三瓶特別養護老人ホーム建設補助金５億円の

補助について質疑が集中いたしました。 

 事業の概要、このようになった経過の説明がな

いのでわからないとの意見に対し、事業費は定か

でないが、宇和町施設協会への補助金であるとの

答弁でした。 

 市の負担が増加しているのではないかとの質問

には、過疎債を使う予定なので、増加負担分は交

付税で将来的に充当されるということでした。 

 さらに、５億円以上の建設費が必要になった場

合はどうなるかとただしたところ、市としては、

これ以上支出の予定はなく、残りの分について
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は、施設協会で支出するとの答弁に、当初は公設

民営との考えもあったが、これでは公設民営とは

言えないとの意見もあり、補助金のみ出して口は

出せないことになるので納得のいく説明をお願い

したいとただしたところ、不透明な部分もあるの

で改めて説明したいが、工程については、３月末

までに県にお願いに行き、平成２０年４月オープ

ンを目指しているとの答弁でした。 

 次に、議案第１３号「西予市新市立病院建設基

金条例制定について」は、５，０００万円の寄附

に対する基金条例制定であるが、新市立病院を建

設するかどうか決定もしていないのに、建設を前

提に条例制定するのはいかがなものか。寄附金は

宇和病院特定のものなのか。また、西予市病院の

ためなのか。運用が自由になるような基金条例に

ならなかったのか等の意見がありましたが、将来

のことを考えて積み立てておきたいとの答弁でし

た。 

 最後に、予算審査におきましては、数字的な説

明ではなく、政策的な部分を重点に説明するのが

望ましいのではないかとのことであり、今後にお

いては、各部署とも統一した形での改善を図られ

たいとの意見がありました。 

 以上、慎重に審査いたしましたので、報告とい

たします。 

 平成１９年３月２３日、厚生常任委員会委員長

河野作生。 

○議長 次に、浅野産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

○浅野忠昭産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会の報告を申し上げます。 

 去る３月９日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案１９件、陳情１件につい

て、３月１２日、１３日に審査を行いました。 

 審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書

のとおり、全会一致で原案どおり可決決定いたし

ました。 

 以下、審査の過程におきまして特に指摘、要望

のありました事項を抜粋して報告申し上げます。 

 まず、議案第２５号「西予市農村公園条例の一

部を改正する条例制定について」は、これは西予

市三瓶町津布理地区において、県営中山間地域総

合整備事業で実施した津布理農村公園が完成し、

県から譲渡されたことに伴い、市の管理公園とし

て追加するものとの説明がありました。 

 質疑に入り、委員から、公園の目的及び活用に

ついてただしたところ、理事者から、三瓶町には

これまで垣生、周木、二及及び和泉の農村公園を

設置しているが、津布理地区においても地域の強

い要望により、住民の憩いと健康増進の場を提供

し、地域の連帯感の醸成を図るため整備をした。 

 活用については、間もなく完成する海の駅と連

携した交流等多くの方々にご利用いただけるよう

図っていきたいとの答弁があり、審査の結果、全

員異議なく原案のとおり可決決定いたしました。 

 続いて、議案第１２号「西予市浄化槽市町村整

備推進事業条例制定について」は、事業も徴収も

市が管理するということですが、今後他の地域で

この集落排水をする場合はどうなるのかとただし

たところ、市町村整備推進事業は市が管理するも

のであり、環境省のいろいろな要件に合致すれば

地域設定を行い、国との協議の上、この事業はで

きるとの答弁があり、検討の結果、全員異議なく

原案のとおり可決決定いたしました。 

 次に、議案第４８号「平成１９年度西予市一般

会計予算」のうち、当委員会に付託となりました

予算についてを議題とし、質疑に入りました。 

 まず、農業者年金の受給権者数及び経営移譲年

金の現状についての質問があり、このことについ

て、現在の受給権者数は１，２９２人で、内訳は

経営移譲年金が１，０３８人、老齢年金が２５４

人であり、経営移譲年金を受給できるのは、保険

料納付期間が２０年以上ある人が６５歳に達する

日の前日までに自分名義の農地を後継者や第三者

に所有権を移すか貸し付けて農業経営から引退し

た場合に受給できる年金との答弁がありました。 

 次に、農林水産課分についてでありますが、農

業費に農村環境保全向上活動支援事業が予算計上

されているが、事業の趣旨及び活動内容について

ただしたところ、これに対し、理事者から、農村

集落では高齢化、混住化の進行により農地、農業

用施設等の保全、管理が困難となってきている現

状の中で、農業者だけでなく地域住民、自治会、

各種団体が参加した活動組織により環境保全向上

活動への支援を行うものであり、今後５年間の新

規事業として取り組むものである。支援交付金

は、対象地域内の農振農用地面積に応じて活動組

織へ交付することとしており、基準単価は、１０

アール当たり水田４，４００円、畑２，８００

円、草地４００円、負担割合は、国５０％、県２
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５％、市２５％である。市全体では８８組織の対

象面積２，７８５ヘクタールに対して約９，９０

０万円を交付予定であるとの答弁がありました。 

 次に、産業創出課について、西予市農林水産物

加工品開発事業費補助金及び西予市ブランド産品

販路支援事業費補助金についてただしたところ、

現時点の補助予定団体、法人等の有無を確認し、

予算議決後、６月広報で事業を公募する計画であ

り、審査会で事業内容等を審査後、補助事業者を

決定したいとの答弁がありました。 

 また、サテライト西予はオープンして間もない

が、今の現状の中で入場者数や売り上げについて

の見込みは、当初の計画としてはどうなっている

かただしたところ、１カ月１億５，０００万円の

計画ですが、１２月２８日にオープンして３月１

日までの売り上げが６億１，０００万円であると

の答弁がありました。 

 次に、商工観光課分について、委員より、事業

実施に当たり委員会にも説明をすることにより、

ともに内容を検討したいとの意見があり、これに

対して理事者側より、内容の検討を図っていきた

い旨の答弁がありました。 

 次に、用地課分について、委員より、職員が５

名しかいない現況であり、職員２人が現場に出る

と大変である。職員をふやすなり、臨時を入れる

べきとの意見があり、今後検討していきたいとの

答弁がありました。 

 次に、陳情第１号「日豪ＥＰＡ交渉に関する陳

情について」審議の結果、日本と豪州では農業規

模が比較にならず、全く競争にならないことは明

確であり、これが自由貿易となると豪州産農産物

の関税が撤廃された場合の影響は大きく、西予市

にとっても深刻な問題であることから採択と決定

いたしました。 

 以上で産業建設常任委員会の報告を終わりま

す。 

 平成１９年３月２３日、産業建設常任委員会委

員長浅野忠昭。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１０号「西予市名誉市民条例制定

について」は委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１０

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１号「西予市表彰条例制定につ

いて」は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１１

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２号「西予市浄化槽市町村整備

推進事業条例制定について」は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１２

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号「西予市新市立病院建設基

金条例制定について」は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、ただいまの議案第１３

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１４号から議案第１８号までの５

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４号「西予市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」から議案第１８号「西予市過疎地域における

固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例制定について」までの５件は委員長報告

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第１９号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号「西予市在宅ねたきり老人等介護
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手当支給条例の一部を改正する条例制定につい

て」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、ただいまの議案第１９

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２０号から議案第３０号までの１

１件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号「西予市養護老人ホーム条例の一

部を改正する条例制定について」から議案第３０

号「西予市道路占用料徴収条例の一部を改正する

条例制定について」までの１１件は委員長報告の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３１号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号「西予市出産祝い金支給条例を廃

止する条例制定について」は委員長報告のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、ただいまの議案第３１

号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３２号から議案第３５号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３２号「西予市在宅介護支援センター条

例を廃止する条例制定について」から議案第３５

号「田之浜地区コミュニティセンター設置条例及

び宮野浦地区コミュニティセンター設置条例を廃

止する条例制定について」までの４件は委員長報

告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第４８号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号「平成１９年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第４８号は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第４９号から議案第６１号までの１

３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４９号「平成１９年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第６１号「平成１９年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

３件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第４９号から議案

第６１号までの１３件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第６２号から議案第６７号までの６

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号「市道路線の廃止について」から

議案第６７号「西予市営土地改良事業の施行につ

いて」までの６件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第６２号から議案

第６７号までの６件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 次に、陳情１件について採決いたします。 

 陳情第１号「日豪ＥＰＡ交渉に関する陳情につ

いて」は委員長報告のとおり採択とすることに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、陳情第１号は委員長報

告のとおり採択とすることに決定いたしました。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、発議第３号「西予市議会議員

の定数を定める条例制定について」を議題といた

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 ２８番大竹忠盛君。 

○２８番大竹忠盛君 発議第３号「西予市議会議

員の定数を定める条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 
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 地方分権による行財政改革が進む中、本市議会

におきましても、市議会議員定数等調査特別委員

会が設置され、選挙区、定数の見直しが図られて

まいりました。その結果を受け、次の一般選挙か

ら選挙区を廃止するとともに、厳しい財政状況に

かんがみ円滑な議会運営を行うため、地方自治法

第９１条第１項の規定に基づき、西予市議会議員

の定数を２４人とする本条例を制定するものであ

ります。よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号については、会議規則第３７条第２

項の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありますので、順次討論を許可い

たします。 

 まず初めに、１５番三好幸夫君。 

○１５番三好幸夫君 ただいま提案されました議

案は、西予市議会の定数を次回選挙から２４名に

改め、現在の５選挙区を廃止するものでありま

す。私はこれに反対の立場で討論に参加いたしま

す。 

 まず、議員定数を２４名とすることにつきまし

ては、定数等調査特別委員会で十分に議論された

結果であり、異論を挟むつもりはございません。

私が反対するのは、選挙区を廃止することについ

てであります。 

 西予市は５町が合併し、その面積は５１４平方

キロメートルと県下第２の広さでありますが、人

口は約４万６，０００、しかも各地域に分散して

おります。各地域の産業構造も多種多様であり、

その行政需要も内容も多岐にわたるものでござい

ます。市の行政もまことに広範囲な要請にこたえ

ねばならんのであります。しかるに合併後３年を

経て、一般市民が市内他地域のことを十分に知る

ことができているかどうか、議員等の特別な立場

で情報を得られるものを除き、まだまだ不十分で

あると考えます。特別委員会のアンケート結果

は、選挙区制の存続を求める人が約７０％を占め

ておりますが、これは以上のことを裏づけるもの

と考えられます。選挙区の主役は市民であり、有

権者であり、その心情を解すれば、選択が広がる

ことよりも地元議員がいなくなるという、そうい

う不安感の方が大きいということであり、これは

端々の地域ほど疎外感として切実なものがござい

ます。私が住みます野村町もかつて選挙区制であ

りましたが、大選挙区になるのに３０年を要しま

した。私は大選挙区が必ずしも進歩的ではないと

考えております。要は有権者がみずからの意思で

選択できることではないかと考えるものでありま

す。地域に精通し、大局に明るい人物が求められ

るのであり、地域に精通した人材を得るには、選

挙区制が適するものと考えるものであります。西

予市の地勢、人口分布等を考えたとき、当面は選

挙区制を存続し、市民交流が十分行われ、市全体

が融合してきた状況を見て全市１区の大選挙区に

するのが市民にとって最も安心できる制度ではな

いかと考える次第であります。 

 以上の理由で本議案に反対するものでありま

す。 

 以上、私の討論を終わらせてもらいます。 

○議長 次に、５番元親孝志君。 

○５番元親孝志君 私はただいまの発議第３号

「西予市議会議員の定数を定める条例制定につい

て」賛成の立場で討論に参加をしたいと思いま

す。 

 ただいま三好議会運営委員長より当特別委員会

に反対討論があったということを私ども特別委員

会といたしまして真摯に受けとめ、私副委員長の

立場で賛成の討論をさせていただきたいと思いま

す。 

 今回の市議会議員定数等調査特別委員会の性質

は、今さら申し上げるまでもなく、我々議員一人

一人の身分を保障する問題であります。当然そう

でありますから、市民の皆さんの関心もひときわ

高く、西予市議会議員が議員として本当に襟を正

すことができるかどうか注目を集めた特別委員会

であったと私は思っております。そういう委員会

の性質を持っておりますので、我々も慎重に審査

をいたしました。平成１７年１２月定例議会にお

きましてこの特別委員会が設置をされまして、１

年４カ月この問題につきまして特別委員会は調査
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研究を進めてまいりました。そして特別委員会の

最終目的は、本日３月の定例議会の最終日におい

て条例の制定をここで提案することを最終目的と

して１年間調査をしてまいりました。その間１１

回の特別委員会を開きました。その中でいろいろ

な視察研修等を行いながら調査を進めてきたわけ

でございますが、この中で我々特別委員会として

一番重要であると思ったことは、この問題に関し

て市民の皆さんの意見をどのようにくみ上げ、そ

してそれを結果にどう反映させていくかというこ

とが当委員会の一番大きな問題であったと私は思

っております。その手法につきましていろいろな

意見がありました。西予市には５町に地域審議会

というものが設置されております。地域審議会の

委員の皆さんと直接委員会が意見交換をしてはど

うかという意見もありました。そしてまた、特別

委員会が５町に出向いていって、直接住民の方と

対話を持ってはどうかというふうな意見もありま

した。 

 しかし、委員会として心配をしたのは、サイレ

ントマジョリティー、俗に声なき声をこの方法で

は吸収できないんではないかというふうな意見が

ありまして、最終的にアンケート調査でくまなく

市民の皆さんの意見を聞こうということに結論を

つけました。そしてアンケートの方法につきまし

ては、過去に説明のとおりでございますので省略

をいたしますが、結果につきましては、ただいま

三好議運の委員長が申されましたように、市民の

７０％の方が小選挙区を希望されました。そして

定数につきましては、一番多かったのが条例定数

の２６名です。２番目が２０名、３番目が２５名

という結果でありました。当然委員会といたしま

して、この結果を重く重視し、これをいかに反映

するかということで調査を進めてまいりました。

この結果が出た段階では、特別委員会も選挙区制

について小選挙区がいいと言われる方、そして大

選挙区がいいと言われる方がちょうど折半いたし

ておりました。その後調査研究を進めるうちに委

員の皆さんのご理解をいただいたわけでございま

す。我々委員会としてどのような調査をしたかと

いうことでございますが、このアンケート調査を

最優先して物事を考えるとすれば、当然次回の選

挙は小選挙区で定数２６名で行うということにな

ります。そうしますと２６名の定数を５町で案分

するわけでございますが、これは平成１７年度の

国勢調査に基づく人口動態に基づいて比例配分を

していくことになります。そうした場合に、明浜

町だけが２名減ということになります。城川町、

野村町、三瓶町は１名減、宇和町は現状のままと

いうことになります。そのときに城川町と明浜町

の人口を比べたときに、１７年度の調査では２２

１人の差しかありません。人口がわずか２２１名

の差で議員数が２名と３名では、明浜町の町民の

理解が得られないんではないかと委員会は判断を

いたしました。そこで考えられることが、宇和町

が現状のままであれば、１名を明浜町に回して５

町それぞれ１名減にして２６名にしていいんじゃ

ないかという意見が当然ありました。これにつき

まして法律に基づいて調査をいたしましたとこ

ろ、これは前回の合併特例においてのみ認められ

る制度でありまして、次回の一般普通選挙におい

ては、この制度は認められないということになっ

ておりまして、小選挙区２６名という考え方が成

立しないと委員会は判断をいたしました。 

 それと、我々法律の研究もいたしましたが、公

職選挙法があります。公職選挙法第１５条第６項

の中に、地方自治体は一行政区一選挙区を基本と

すると。ただし、市町村に特別な理由がある場合

においては、選挙区を設けることができるという

ふうに記載されております。そこで西予市につき

まして、特別な理由が今回どこにあるかというこ

とを調べてみました。一般の住民の方がよく言わ

れる、先ほど三好議員も言われましたように、西

予市は合併をして面積が５１４平方キロメートル

と非常に広くなっておるのは事実であります。面

積が広くなったんだから、周辺の意見が行政議会

へ反映させるためには、それぞれの地域に決まっ

た定数の議員が必要であると。そのためには小選

挙区でいってほしいという意見であったと思いま

すが、愛媛県下２０市町があります。その中で今

回当然合併をすることによってそれぞれの町の面

積が広がっております。愛媛県で一番面積が広い

のが久万高原町であります。面積が５８４平方キ

ロメートル、西予市よりも７０平方キロメートル

広い町でございます。しかし、この町は第１回目

から大選挙区制で選挙を行われております。全国

の西予市規模程度の市を調べてみましたところ、

西予市よりも広い面積を有する市は幾らでもあり

ます。しかし、残念ながら大選挙区以外の選挙区

を用いている町は１カ所もありませんでした。そ
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ういうふうな状況から大選挙区制を委員会は決定

をさせていただきました。 

 次に、定数の問題でございますが、定数の問題

につきましても、いろんな意見が市民からも寄せ

られておりました。一番多かったのは、合併をし

て町が広くなったので議員数は多いほどいいと。

しかし、財政が厳しいので議員の報酬額を下げる

べきであるという意見が多かったように思いま

す。そしてこのような意見、それからたくさんこ

ういう意見がありましたが、それとはまた反対的

に、今の日本の社会というのは、議会制民主主義

を建前といたしております。今回の日本の民主主

義社会がこのように確立されておるのは、議会の

存在があるからであるという考えに基づきます

と、やみくもに定数を削減することは、議会制民

主主義を崩壊することになるんではないかという

ふうな懸念もあるわけでございます。このような

意見をそれぞれ比べたときに、それぞれ一理ある

という考えになります。 

 そこで、我々委員会といたしましては、この問

題は各委員に任すということで、それぞれの委員

にこの問題はお任せをいたしまして、そして１６

名にそれぞれ自分が希望とする定数について述べ

ていただきました。そしてその結果、上位３つを

残して残りを消去して３つに絞り込みました。次

に、残り上位２つを残して１つを消去することに

同意を得まして、再度定数について確認をいたし

ましたところ、２４名というのが多数を占めまし

て、この段階で２４名について委員の同意を求め

ました。その結果、全員一致で２４名が決定をい

たしました。 

 以上のようなことを１年４カ月にわたりまして

調査研究をしてきました結果、先ほど委員長報告

にありましたように、選挙区制については大選挙

区制を、定数については２４名を次回から執行す

るということで委員会は可決をいたしました。以

上の経過を委員の皆さんご理解をいただきまして

この条例制定につきまして同意をいただきますよ

うにお願い申し上げたいと思います。 

 そしてまた、この結果は我々委員会としては、

市民の皆さんに十二分に説明責任が果たされると

いう自信を持って本議案を提案いたしておりま

す。そういうこともご理解をいただきましてご賛

同いただきますようにお願いを申し上げまして、

賛成討論を終わりとさせていただきたいと思いま

す。 

○議長 以上で討論を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号「西予市議会議員の定数を定める条

例制定について」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、発議第３号は原案のと

おり決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、選挙第１号「愛媛県後期高齢

者医療広域連合議会議員の選挙について」を議題

といたします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、議長において指名推選

により行いたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の

方法については、指名推選により行うことに決定

いたしました。 

 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員には、

三好幹二君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました三好幹

二君を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の

当選人として決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、ただい

ま指名いたしました三好幹二君が愛媛県後期高齢

者医療広域連合議会議員に当選されました。 

  （日程４） 

○議長 日程第４、西予市農業委員会委員の推薦

について議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会推薦の農業委員は４人とし、岩井郁子君、

土居洋子君、山内千恵君、菊池マキ子君、以上の

方を推薦したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議会推

薦の農業委員は４人とし、岩井郁子君、土居洋子

君、山内千恵君、菊池マキ子君、以上の方を推薦
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することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時３０

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時３２

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第６８号

「西予市明浜町特定農山村地域活性化推進基金条

例及び西予市城川町特定農山村地域活性化推進基

金条例を廃止する条例制定について」から議案第

７１号「平成１８年度西予市公共下水道事業特別

会計補正予算（第５号）」までの４件と意見書案

２件を本日の日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、６件を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第６８号「西

予市明浜町特定農山村地域活性化推進基金条例及

び西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条

例を廃止する条例制定について」を議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

 小玉産業部長。 

○小玉産業部長 議案第６８号「西予市明浜町特

定農山村地域活性化推進基金条例及び西予市城川

町特定農山村地域活性化推進基金条例を廃止する

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 旧明浜町では、平成１４年度に特定農山村地域

市町村活動支援事業実施市町村の指定を受け、総

額１，５００万円の基金を設置し、また城川町の

区域においても、平成１６年度に総額３９０万円

で同様の基金を設置し、それぞれの地域の健全な

発展と活性化による生きがいのある農業の確立を

目指し取り組んでまいりました。このたび本年度

をもって明浜町及び城川町の区域における特定農

山村地域市町村活動支援事業が終了することに伴

い基金を廃止するため、これらの条例を廃止する

ものであります。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願いを申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６８号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６８号「西予市明浜町特定農山村地域活

性化推進基金条例及び西予市城川町特定農山村地

域活性化推進基金条例を廃止する条例制定につい

て」は原案のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第６８号は原案の

とおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第６９号「平

成１８年度西予市一般会計補正予算（第１１

号）」から議案第７１号「平成１８年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号）」まで

の３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第６９号「平成１８年度西予市

一般会計補正予算（第１１号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回提案いたします主な補正予算は、三瓶町二

及地区における港湾利用調整事業の工事請負費の

減額と特別交付税の決定により追加計上するもの

であります。 

 漁港利用調整事業につきましては、漁港区域内

における漁船とプレジャーボートの摩擦を防止す

るための対策として平成１６年度から事業に着手

し、本年度は係留施設の浮き桟橋及び附属施設の

設置をもって整備を完了する予定でありました。 

 しかし、この浮き桟橋設置に係る水面区域の調

整を含め事業内容の見直しが必要となったため、
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本年度工事を一時中断し、協議が調うまで事業の

再開を見合わせるものであります。これによりま

して既決いただいております歳入歳出予算にそれ

ぞれ３億８４９万７，０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を２４８億６，１０１万９，０００

円と定めるものであります。 

 なお、今回の補正では、日の地集会所新築事業

を初めとする１７事業の繰越明許費を計上してお

ります。 

 以上、説明いたしましたけれども、詳細な点に

つきましては、担当課長から補足をさせますの

で、よろしくご審議を賜り、ご決定いただきます

ようお願い申し上げます。 

○議長 清水財政課長。 

○清水財政課長 それでは、予算書の１２ページ

をお開き願います。 

 １２ページの４目でありますが、県知事選挙費

４７８万円につきましては、これは選挙費委託金

が確定し追加されましたので、それに伴う経費を

計上いたしております。 

 次に、ページ１３ページでありますが、４目の

漁港建設費２億８，６７６万８，０００円の減額

でありますが、これは漁港利用調整事業の一時中

断によります減額措置分でございます。 

 次に、ページ１５ページ、お願いいたします。 

 ２目の公共下水道費２，７００万円の減額につ

きましては、２月中の管路整備工事発注後、施工

箇所の諸条件を勘案し、工法の変更を行ったため

に減額するものであります。 

 次に、ページ８ページでありますが、歳入へ返

っていただきたいと思います。 

 特別交付税１億３，６８７万９，０００円につ

きましては、去る３月１６日に交付決定がなされ

追加計上するものであります。 

 なお、交付決定額は１１億５，１０９万８，０

００円で、前年度比７．７％の減、９，６１９万

５，０００円の減額となります。 

 次に、９ページでありますが、財政調整基金繰

入金１億７，５０９万５，０００円を減額するこ

とによりまして、１８年度末残高は約１５億円と

なりますが、１９年度当初予算で約８億円を取り

崩すようになっておりますので、実質は７億円と

なります。 

 次に、４ページへ返っていただきたいと思いま

す。 

 第２表の繰越明許費の理由についてご説明をい

たします。 

 まず、日の地集会所新築事業でありますが、こ

れは当初県の地域環境整備事業で要望しておりま

したが、県の砂防工事による移転補償費の対象と

なったため、地域環境整備事業で要望することが

できなくなりました。そこで移転補償費と地元寄

附金と市単独補助での事業実施となりましたが、

双方の工事が隣接しており、砂防工事と連携をと

って行うため、年度内の完成が見込めなくなった

ことによりまして繰り越しするものであります。

なお、完成は平成１９年９月２８日の見込みとな

っています。 

 次に、法正園の増改築整備事業でありますが、

これは国の追加協議事業のため、国の内示が１月

１２日と遅くなり、年度内完成が見込めなくなっ

たことにより繰り越すものであります。なお、完

成は１９年１１月末日の見込みとなっておりま

す。 

 次に、市道奈良野名場連線道路改良事業であり

ますが、これは請負業者が倒産したことによりま

して、その後の事務の手続、再入札等に不測の日

数を要したため、年度内完成が見込めなくなった

ことにより繰り越すものであります。完成見込み

は平成１９年８月３１日でございます。 

 次に、上水道事業会計出資金でありますが、こ

れは明石配水池施設整備工事を施工するに当たっ

て、工事に伴う資材等の運搬路について、愛媛県

歴史文化博物館内を通行しなければならず、博物

館の運営を優先、工程調整する必要があり、これ

に不測の日数を要したためであります。なお、完

成見込みは１９年６月３０日の見込みでありま

す。 

 次に、田之浜農林漁業後継者住宅整備事業であ

りますが、これは用地取得について２筆ある買収

予定地のうち１筆については所有者が死亡してお

り、相続登記に予想以上の時間がかかり、また買

収予定地に未登記の農道用地が存在していたため

分筆登記する必要があったことで繰り越すもので

あります。完成は１９年５月３１日の見込みでご

ざいます。 

 次に、シーサイドサンパーク交流施設整備事業

でありますが、これにつきましては、緑地整備工

事において整備予定区域内に石灰のかまどがあ

り、保存状態も良好であることが判明し、地元と
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協議を行った結果、明浜町高山地域の産業遺産と

して保存していくことに決定し、緑地整備計画の

内容変更の検討が必要となりました。このことに

よりまして、地元関係者との意見調整や協議、設

計に不測の日数を要し、年度内完成が見込めなく

なったことによります繰り越すものであります。

なお、完成は１９年５月３１日の見込みでありま

す。 

 次に、道路新設改良事業、これは宇和分であり

ますが、旧町地区２７７号線改良工事施工箇所の

一部の用地交渉において価格面で難航し、これに

不測の日数を要したために工事の着手がおくれ、

年度内完成が見込めなくなったことにより繰り越

すものであります。完成は１９年９月３０日の見

込みであります。 

 次に、同じく野村分でありますが、市道荷刺大

西線、鎌田西線でありますが、これは工事施工箇

所の一部の用地交渉におきまして、遺産分割協議

で難航し、補償物権の移転期間が必要になり、こ

れに不測の日数を要し、工事の着工がおくれ年度

内完了が見込めなくなったためであります。完成

見込みは１９年９月２８日であります。 

 次に、市道渓筋田之筋線また市道馬地惣財久線

これにつきましても、同様の理由でございます。

そのうち田之筋線につきましては、見込みが１９

年５月３１日、それから馬地惣財久線につきまし

ては、９月１５日の見込みといたしております。 

 次に、市単独道路改良事業、宇和分であります

が、このうち岩城地区１８５号線につきまして

は、工事に係る用地買収及び物件補償の交渉に不

測の日数を要したため、年度内完成が見込めなく

なったことによるものであります。完成は１９年

８月３１日であります。 

 次に、中川地区２６、２７、３０号線につきま

しては、用地買収の交渉に伴い発生する相続問題

により用地の取得が遅延したため、年度内完成が

見込めなくなりました。完成見込みは１９年８月

３１日でございます。 

 次に、旧町地区９６号線につきましては、工事

施工上障害となる水利組合所有の補償物権におき

まして、関係者との調整に不測の日数を要したた

めであります。完成は１９年８月３１日の見込み

でございます。 

 次に、石城地区１６５号線につきましては、用

地調査の結果必要となりました地図訂正に不測の

日数を要したためでございます。完成見込みは１

９年１２月３１日でございます。 

 次に、下宇和地区４号線につきましては、工事

に係る用地買収及び物権補償の交渉に不測の日数

を要したためであります。完成見込みは１９年８

月３１日でございます。 

 多田地区１０３号線につきましても、同様の理

由でございまして、完成見込みは１９年８月３１

日でございます。 

 次に、旧町地区１８７号線、これにつきまして

も、補償物権の調整の不調によるものでありまし

て、１９年１２月３１日の見込みとなっておりま

す。 

 次に、市単独道路改良事業、三瓶分であります

が、そのうち鴫山１号線ここにつきましては、工

事区間内において精査したところ、石積みの崩落

箇所が見つかり、山どめコンクリート擁壁の追加

工事が必要となったためであります。完成見込み

は１９年５月３１日でございます。 

 次に、蔵貫浦１３号線でありますが、ここにお

きましては、用地補償において地元との協議に不

測の日数を要したためであります。完成見込みは

１９年８月３１日でございます。 

 次に、周木２７号線につきましても、同じ理由

でございまして、完成見込みは１９年６月３０日

でございます。 

 次に、垣生３４号線においても、同じものでご

ざいます。 

 次に、高速道路周辺事業整備事業であります

が、これにつきましては、高速自動車道本線工事

の進捗に伴い、皆田地区墓地移転予定地の取りつ

け道の完成がおくれたため繰り越すものでありま

して、１９年８月３１日の見込みであります。 

 次に、市道本村窪ケ市線道路改良事業でありま

すが、本工事区間は地すべり区域の指定を受けて

おり、着工同意を得るまでに不測の日数を要した

ためであります。見込みは１９年６月２９日であ

ります。 

 次に、まちづくり交付金事業、これは宇和分で

ありますが、商店街及び卯之町町並み舗装整備で

ありますが、これにつきましては、事業進捗に当

たり、地域商店街の意見を反映させるべき協議を

行い、また警察署との連携による生活道路におけ

る交通安全対策との整合を図るため、その調整に

時間を要したためであります。完成見込みは７月
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３１日でございます。 

 次に、市道旧町地区１９６号線の道路整備であ

りますが、これにつきましては、用地買収及び補

償物権の交渉に不測の日数を要したためでありま

す。７月３１日の見込みとなっております。 

 次に、旧町地区１９６号線ポケットパーク整備

事業でありますが、これも同じ理由でございまし

て、１９年８月３１日の見込みであります。 

 次に、卯之町町並み整備活性化計画であります

が、これにつきましては、事業進捗に当たりまし

て、住民代表により組織される協議会を発足し、

計画策定に取り組んでいますが、ワークショップ

等で出た意見等の取りまとめに時間を要し、印刷

製本の年度内完了が見込めなくなったことにより

繰り越すものであります。５月３１日の見込みで

ございます。 

 次に、同じくまちづくり交付金事業の野村分で

ありますが、愛宕山公園整備事業につきまして

は、これは工事に係る用地買収及び補償物権の交

渉に不測の日数を要したためであります。７月３

１日の見込みとなっております。 

 次に、消防緊急通信指令装置統合事業でござい

ますが、本事業につきましては、去る２月６日に

指名競争入札を行い、事業の執行に着手したとこ

ろであります。現在落札業者の富士通ゼネラル株

式会社と使用細目及び導入スケジュールの打ち合

わせを行い、既存の指令台データのコンバート等

の作業の確認を行っているところでありますが、

既存の装置を改修する事業のため、システム開発

におきまして機能を維持する部分や拡充を図る部

分、整理統合する部分といった多様な対応ソフト

を製作する必要があり、当初計画以上の日数を要

することになり、年度内完成が見込めなくなりま

した。完成見込みは１０月１日の見込みとなって

おります。 

 次に、１７年債国保第３７９号市道三滝城線災

害復旧事業でありますが、これは岩着タイプのも

たれ式擁壁による復旧を予定しておりましたが、

床掘りの結果、当初予定しておりました岩盤が存

在しなかったため、工法の変更や県及び国との重

要変更協議に不測の日数を要したためでありま

す。５月末の見込みとなっております。 

 次に、特別養護老人ホームしいのき園災害復旧

事業でありますが、これはしいのき園施設と被災

現場の間隔が非常に狭いこと、進入路として使用

可能な場所は、施工区間の端に１カ所しかないこ

とにより、工事施工上、不測の日数を要したため

でございます。完成見込みは６月末日でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長 武田生活福祉部長。 

○武田生活福祉部長 議案第７０号「平成１８年

度西予市介護保険特別会計補正予算（第５号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、繰越明許費を計上するものでご

ざいます。 

 医療制度改正におきまして、平成２０年４月か

ら現行の介護保険料の特別徴収に係る年金からの

天引きに加えまして、国民健康保険税及び後期高

齢者医療保険料についても特別徴収を行うことと

なりました。 

 また、介護保険、医療保険の両給付を受けるこ

とにより、自己負担額が著しく高額になる場合に

は、介護、医療を通じた限度額を適用することに

より家計の破綻を防止するとともに、両給付の適

切かつ効率的に提供を図ることになりました。こ

れに伴い、介護保険システムの改修が必要とな

り、今年度中に改修を完成させる予定でありまし

たが、事業の性質上、その調整に相当の期間を要

し、全国的にも年度内の処理が困難になったた

め、当該経費３４８万６，０００円を翌年度に繰

り越すものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 鶴岡建設部長。 

○鶴岡建設部長 議案第７１号「平成１８年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入歳出予算からそれぞれ２，

７００万円減額し、歳入歳出予算を１０億６，１

４８万３，０００円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、施設整備費で２月中の管

路整備工事発注後、施工箇所の諸条件等を勘案

し、工法の変更を行った結果、それに付随する工

事費を減額するものであります。 

 歳入では、今回減額いたします施設整備費の財

源であります一般会計繰入金２，７００万円の減

額であります。 

 また、宇和処理区及び野村処理区について、関

係機関との協議に不測の日数を要した等の理由に
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より、年度内の施工が困難になったため、繰越明

許費５億４，３５９万２，０００円を計上いたし

ております。よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２２番鍵原芳和君。 

○２２番鍵原芳和君 暫時休憩お願いします。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時

００分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時０３

分） 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号から議案第７１号までの３件は、

会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号「平成１８年度西予市一般会計補

正予算（第１１号）」から議案第７１号「平成１

８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）」までの３件は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第６９号から議案

第７１号までの３件は原案のとおり決定いたしま

した。 

  （追加） 

○議長 追加日程第３、意見書案第１号「森林・

林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化

を求める意見書（案）の提出について」及び意見

書案第２号「日豪ＥＰＡ交渉に関する意見書

（案）の提出について」を議題といたします。 

 事務局長に朗読いたさせます。 

○九鬼事務局長 意見書案第１号森林・林業・木

材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める

意見書（案）。 

 今日の森林・林業や木材関連産業は、国産材の

価格低迷が長期に続く中で林業の採算性が悪化

し、そのことが森林所有者の林業に対する意欲を

失わせ、適切な森林の育成、整備が停滞し、森林

の持つ多面的機能が低下している実情にありま

す。 

 また、近年自然災害が多発する中で、山地災害

未然防止に向けた治山対策や森林整備等自然環境

や生活環境での安全・安心の確保に対する国民の

期待と要請は年々増加し、森林の持つ多面的機能

の発揮が一層期待されています。 

 さらに、地球温暖化防止の枠組みとなる京都議

定書が平成１７年２月に発効したことに伴い、国

際公約となった温室効果ガス６％削減を実行する

ための森林吸収量３．９％確保対策の着実な実行

も急務となっております。 

 こうした中、昨年９月森林・林業基本計画が閣

議決定され、その骨子である多様で健全な森林へ

の誘導、国土保全等の推進、林業木材産業の再生

を前提に森林整備や地域材利用計画の推進、林業

労働力の確保等の対策を進めていくこととされま

した。よって、国においては、森林・林業基本計

画の確実な実行や地球温暖化防止森林吸収源１０

カ年対策の着実な実行、そして多面的機能維持を

図るための森林整備等の推進に向け、次のことを

実現するよう強く要望します。 

 １、森林・林業基本計画に基づく多様で健全な

森林保全の推進、林業木材関連産業の再生等望ま

しい森林・林業政策実行に向け必要な予算措置を

講じること。 

 ２、国産材利用安定供給対策並びに地域材利用

対策の推進と木材の生産、加工、流通体制の整備

に向け、関係省庁の枠を超えた計画の推進を図る

こと。 

 ３、森林整備を通じた緑の雇用担い手対策事業

の充実と森林・林業基本計画に基づく労働力確保

諸施策の確立を図ること。 

 ４、二酸化炭素を排出するものが負担する税制

上の措置などにより、地球温暖化防止森林吸収源

１０カ年対策を推進するための安定的な財源確保

を図ること。 

 ５、地球規模での環境保全や維持可能な森林経
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営を目指した違法伐採対策の推進を図ること。 

 ６、国有林野については、安全・安心な国土基

盤の形成と地域振興に資する管理体制の確保を図

ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成１９年３月２３日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、衆議院議長河野洋平外７名。 

 次に、意見書案第２号日豪ＥＰＡ交渉に関する

意見書（案）。 

 昨年１２月５日経済連経営促進に関する主要閣

僚懇談会において、日豪経済関係強化に関する共

同研究の結果が報告され、このことを受け、世界

有数の農林水産物輸出国である豪州とのＥＰＡ交

渉が合意されました。我が国の豪州からの輸入状

況を見ると、農林水産物輸入の占める割合が高

く、しかも我が国にとって極めて重要な米、麦、

牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目が含まれてい

るのが実態です。このため豪州との間では、農産

物の取り扱いが焦点となるのは必至であり、その

取り扱いいかんによっては、日本農業に壊滅的な

打撃を与えるおそれがあります。 

 特に本市においては、高齢化や小規模農家の廃

業等に加え、地形的な要因から規模拡大が困難で

あり、中山間地域の農業振興として取り組む畜

産、酪農への影響は必至です。 

 こうした状況を踏まえ、政府におかれては、農

業・農村の維持発展に向け、以下の事項が確保さ

れるよう断固とした対応がなされるとともに、豪

州側が我が国の重要品目の柔軟性について十分配

慮しない場合は、交渉の継続について中断も含め

厳しい判断を行うよう強く要望します。 

 １、重要品目に対する例外措置の確保。 

 我が国農業は、戦後農政の大転換を決定し、１

９年度からの実施に向け、生産現場は現在、担い

手育成や構造改革の取り組みに懸命に努力してい

るところである。このような中で、我が国にとっ

て、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目

の関税撤廃を行うことは、こうした改革の努力を

無にし、食糧自給率の向上どころか、我が国農業

を壊滅させることにつながるものであることか

ら、交渉においてこれらの品目を除外するなどの

例外措置を確保すること。 

 ２、ＷＴＯ農業交渉に対する我が国の主張に基

づいた対応の確保。 

 これまで我が国は農業の多面的機能の発揮と多

様な農業の共存等の観点から、十分な数の重要品

目の確保とその柔軟な取り扱い、また上限関税の

絶対阻止を主張し続けている。このため、豪州と

のＥＰＡにおいてＷＴＯ交渉における従来の主張

から譲歩すれば、これまで一致団結して闘ってき

たＧ１０各国への背信行為となるとともに、これ

までの交渉の努力が追放に帰すこととなる。 

 また、アメリカやカナダを含むその他の国々か

らも同様の措置を求められることにつながりかね

ないことから、ＷＴＯ交渉における主張に基づい

た整合性のある適切な内容が確保されるよう交渉

すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成１９年３月２３日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、衆議院議長河野洋平外６名。 

○議長 ただいま議題となっております本案は、

会議規則第３７条第２項の規定により提案理由の

説明を省略することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております意見書案第１号

「森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業

の健全化を求める意見書（案）の提出について」

及び意見書案第２号「日豪ＥＰＡ交渉に関する意

見書（案）の提出について」は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 
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  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、意見書案第１号及び意

見書案第２号は原案のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時１４

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２４

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第７２号

「西予市副市長の選任について」を本日に日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本件を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第４、議案第７２号「西予市副

市長の選任について」を議題といたします。 

 この際、地方自治法１１７条の規定に基づき、

三好藤治君の退場を求めます。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第７２号「西予市副市長の選任

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 地方自治法の改正より、本年４月から助役制か

ら副市長制に移行することに伴い、本市において

は、去る３月９日に副市長の定数を２名とする条

例を議決いただいたところであります。２名の副

市長のうち１名については、現在の別宮助役が地

方自治法の定めるところにより副市長に選任され

ることになりますが、もう一人の副市長につきま

しては、慎重に検討いたしてまいりました結果、

現収入役である三好藤治氏を選任いたしたいと存

じます。 

 三好氏は、ご案内のとおり現在収入役として市

の出納事務を総括いただいておりますが、収入役

制度の廃止に伴い、本年度末をもって辞任される

ことになっております。 

 しかしながら、経歴にもありますように、幅広

い行政分野を経験されており、市の理事者の一人

として合併時から現在に至るまで各種事務、施策

においてその卓越した行政手腕を発揮いただいて

いるところであります。このように三好氏は多方

面にわたる地方行財政によく精通され、人格高潔

な方であり、本市の今後の厳しい行財政運営に的

確な判断と適切な処理をいただける適任者である

と存じますので、その選任につきまして、４月１

日から施行される改正法の地方自治法第１６２号

の規定により議会の同意を求めるものでありま

す。よろしくご審議を賜り、ご決定いただきます

ようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議案第７２号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第７２号「西予市副市長の選任について」

これに同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員です。よって、議案第７２号は原案の

とおり同意することに決定いたしました。 

 三好藤治君の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時２９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時３０

分） 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会のあいさつがあります。 

 三好市長。 

○三好市長 それでは、平成１９年第１回定例議

会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げさせていただきます。 

 去る３月１１日県クラブ対抗駅伝競走大会が西

条市で開催され、西予市体協Ａチームが２連覇の

偉業を達成いたしました。選手の皆さんの日々た

ゆまぬ努力と関係者の陰ながらのご尽力に深い敬

意と祝福の言葉を贈りたいと思います。まことに

おめでとうございました。 

 この駅伝は、東・中・南予持ち回りで開催され
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る働く仲間の大会で、トップレベルの選手からジ

ョギング愛好者まで参加できる全国に類を見ない

大変参加チームの多い伝統ある大会であります。

来年は第４２回大会が西予市で開催されることに

なっております。この時期はこのように本会議の

会期中にかかりまして、何かと議員の皆様にもご

迷惑をおかけすることになると存じますが、よろ

しく来年度お願いしたいと、このように思いま

す。 

 さて、今期の定例会は３月７日から本日まで１

７日にわたる会期で条例制定、改廃、平成１９年

度一般会計予算及び特別会計の当初予算等重要案

件につきましてご審議をいただき、いずれも原案

のとおりご決定またはご承認を得ましてまことに

ありがとうございました。 

 また、本会議の一般質問、議案質疑、委員会審

議の中で、それぞれの立場で貴重なご意見や鋭い

ご指摘をいただきました。このことは市民の皆様

の熱い思いを代弁されたものと真摯に受けとめ、

十分これを尊重し深慮いたしまして、市政への運

営に遺憾なきよう期したいと存じます。 

 また、平成１９年度の予算執行に当たりまして

も慎重を期し、適正・的確を旨として取り組む所

存でありますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。 

 さらに、私が所信表明の中で申し上げました新

庁舎の建設の推進、ＣＡＴＶの整備、医療体制の

確立、また将来を見据えた財政構造の転換等々、

住民福祉の増進のため渾身の努力を傾注する所存

でありますので、この上ともご指導、ご鞭撻を賜

りたいと存じます。 

 いよいよ陽春の候となりました。議員の皆様に

おかれましては、ご多忙のことと存じますが、健

康に十分ご留意をいただき、市政運営にご尽力を

いただきますことを心からお願いを申し上げまし

て、閉会のごあいさつとさせていただきます。ど

うもまことにありがとうございました。 

○議長 これをもって平成１９年第１回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時４３分 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 



－127－ 

平成１９年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  ６号 八幡浜地区施設事務組合規約の変更について 19.３.７ 原案可決 

議案第  ７号 西予市副市長定数条例制定について 19.３.９ 原案可決 

議案第  ８号 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定について 
19.３.９ 原案可決 

議案第  ９号 
西予市部設置条例の一部を改正する条例制定につい

て 
19.３.９ 原案可決 

議案第 １０号 西予市名誉市民条例制定について 19.３.23 原案可決 

議案第 １１号 西予市表彰条例制定について 19.３.23 原案可決 

議案第 １２号 西予市浄化槽市町村整備推進事業条例制定について 19.３.23 原案可決 

議案第 １３号 西予市新市立病院建設基金条例制定について 19.３.23 原案可決 

議案第 １４号 
西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 １５号 

西予市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

19.３.23 原案可決 

議案第 １６号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 １７号 
西予市職員の管理職手当等の特例に関する条例の一

部を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 １８号 
西予市過疎地域における固定資産税の特別措置に関

する条例の一部を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 １９号 
西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例の一部

を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２０号 
西予市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例制

定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２２号 
西予市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部

を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市衛生センター条例の一部を改正する条例制定

について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市農村公園条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する

条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２７号 
西予市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改

正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市公共下水道条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
19.３.23 原案可決 
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議案第 ２９号 
西予市公共下水道事業受益者負担金徴収条例の一部

を改正する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３０号 
西予市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制

定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３１号 
西予市出産祝い金支給条例を廃止する条例制定につ

いて 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３２号 
西予市在宅介護支援センター条例を廃止する条例制

定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３３号 
西予市精神障害者小規模作業所条例を廃止する条例

制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３４号 

西予市低開発地域工業開発地区指定に伴う固定資産

税の特別措置に関する条例を廃止する条例制定につ

いて 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３５号 

田之浜地区コミュニティセンター設置条例及び宮野

浦地区コミュニティセンター設置条例を廃止する条

例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ３６号 平成１８年度西予市一般会計補正予算（第１０号） 19.３.９ 原案可決 

議案第 ３７号 
平成１８年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ３８号 
平成１８年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ３９号 
平成１８年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第２号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４０号 
平成１８年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４１号 
平成１８年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４２号 
平成１８年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４３号 
平成１８年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４４号 
平成１８年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４５号 
平成１８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４６号 
平成１８年度西予市上水道事業会計補正予算（第４

号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４７号 
平成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号） 
19.３.９ 原案可決 

議案第 ４８号 平成１９年度西予市一般会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ４９号 平成１９年度西予市授産場特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５０号 
平成１９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
19.３.23 原案可決 

議案第 ５１号 
平成１９年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
19.３.23 原案可決 
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議案第 ５２号 平成１９年度西予市国民健康保険特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５３号 平成１９年度西予市老人保健特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５４号 平成１９年度西予市介護保険特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５５号 平成１９年度西予市港湾整備事業特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５６号 平成１９年度西予市簡易水道事業特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５７号 平成１９年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５８号 平成１９年度西予市公共下水道事業特別会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ５９号 平成１９年度西予市上水道事業会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ６０号 平成１９年度西予市病院事業会計予算 19.３.23 原案可決 

議案第 ６１号 
平成１９年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
19.３.23 原案可決 

議案第 ６２号 市道路線の廃止について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６３号 市道路線の認定について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６４号 西予市営土地改良事業の施行について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６５号 西予市営土地改良事業の施行について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６６号 西予市営土地改良事業の施行について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６７号 西予市営土地改良事業の施行について 19.３.23 原案可決 

議案第 ６８号 

西予市明浜町特定農山村地域活性化推進基金条例及

び西予市城川町特定農山村地域活性化推進基金条例

を廃止する条例制定について 
19.３.23 原案可決 

議案第 ６９号 平成１８年度西予市一般会計補正予算（第１１号） 19.３.23 原案可決 

議案第 ７０号 
平成１８年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

５号） 
19.３.23 原案可決 

議案第 ７１号 
平成１８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
19.３.23 原案可決 

議案第 ７２号 西予市副市長の選任について 19.３.23 原案同意 

諮問第  １号 人権擁護委員侯補者の推薦について 19.３.７ 原案同意 

諮問第  ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 19.３.７ 原案同意 

報告第  １号 
平成１７年度西予市一般会計継続費精算報告書の報

告について 
19.３.７ 報  告 

選挙第  １号 
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙につ

いて 
19.３.23 指名推薦 

発議第  １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
19.３.７ 原案可決 

発議第  ２号 
西予市議会会議規則の一部を改正する規則制定につ

いて 
19.３.７ 原案可決 

発議第  ３号 西予市議会議員の定数を定める条例制定について 19.３.23 原案可決 

 西予市農業委員会委員の推薦について 19.３.23 推  薦 

陳情第  ８号 

「森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の

健全化を求める意見書」の提出を求める陳情につい

て 
19.３.７ 趣旨採択 
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陳情第  １号 日豪ＥＰＡ交渉に関する陳情について 19.３.23 採  択 

意見書案第１号 
森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健

全化を求める意見書（案）の提出について 
19.３.23 原案可決 

意見書案第２号 
日豪ＥＰＡ交渉に関する意見書（案）の提出につい

て 
19.３.23 原案可決 

議会報告第１号 市議会議員定数等調査特別委員会の報告について 19.３.７ 報  告 

 


